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第１章 総則 

 

第１節 共通事項 

 

第１０１条 適用 

１．この仕様書は出水市の施工する下水道工事の施工に適用する。 

２．特殊な工事については，別に定める仕様書によるものとする。 

３．図面及び特記仕様書に記載された事項は，この仕様書に優先する。 

 

第１０２条 用語の定義  

１．指示，承諾，協議とは次の定義による。 

（１）指示とは監督員が，請負者に対して監督員の権限に関する事項について，その方針等を

示し，実施させることをいう。この場合，原則として書面をもって行うものとする。 

（２）承諾とは請負側の発議により，設計図書の内容，実施方法等について，原則として書面

により提出された事項を監督員が審査し，了解することをいう。 

（３）協議とは監督員が請負者と対等の立場で合議し，事案を決定することをいう。 

 

第１０３条 提出書類 

１．請負者は別紙５に定める様式により，関係書類を提出しなければならない。 

 

第１０４条 疑義の解釈 

１．設計図書に定める事項について疑義を生じた場合の解釈及び本工事施工の細目については，

当該工事を担当する監督員の指示に従わなければならない。 

 

第１０５条 関係法令等 

１．請負者は，工事施工に当たり，工事に関する諸法規その他諸法令を遵守し，工事の円滑な

る進捗を図るとともに，諸法令の運営費用は，請負者の負担と満任において行わなければな

らない。 

 

第１０６条 関係官公庁への許認可 

１．工事施工のため必要な関係官公庁その他の者に対する諸手続きは，請負者において迅速に

処理しなければならない。 

２．関係官公庁その他の者に対して交渉を要するときまたは交渉を受けたときは，遅滞なくそ

の旨を監督員に申し出て協議するものとする。 
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第１０７条 公害の防止  

１．請負者は工事の施工に当たっては，付近の居住者に迷惑のかからぬよう，公害防止に努め

なければならない。 

２．工事施工に起因して通常発生する物件のき損の補修費及び騒音，振動，濁水，交通等によ

る一般的損失に係る補償は請負者の負担において行わなければならない。 

 

第１０８条 施設の保全 

１．既設構造物を汚染し，またはこれ等に損傷を与えたときは，請負者の責任で復旧しなけれ

ばならない。 

 

第１０９条 資格を必要とする作業 

１．資格を必要とする作業は，それぞれの資格を有するものが施工しなければならない。 

 

第１１０条 工事用電力及び用水 

１．工事用及び検査に必要な電力，用水及びこれに要する仮設材料は請負者の責任で処理しな

ければならない。 

ただし，本受電に係わる電力は除く。 

 

第１１１条 工事対象物 

１．工事が完成し，引渡し完了までの工事対象物の保管責任は，請負者とする。 

 

第１１２条工事完成後の処理 

１．工事が完成したときは，請負者は速やかに不要材料及び仮設物を処分または撤去し，清掃

しなければならない。 

 

第１１３条 安全管理 

１．請負者は土木工事安全施工技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課監修平成１３年改定

版）を参考にし，労働安全衛生法令並びに関係法令を遵守し，公衆及び従業員の安全を図ら

なければならない。 

２．工事中は所要の人員を配し，現場内の整理，整頓及び保安に努めなければならない。 

３．重要な工作物に近接して工事を施工する場合は，あらかじめ保安上必要な措置，緊急時の

応急措置及び連絡方法等について，監督員と協議し，これを厳守しなければならない。 

４．火薬，ガソリン，電気等の危険物を使用する場合には，保管及び取扱いについて関係法令

の定めるところに従い，万全の方策を論じなければならない。 

５．請負者は，交通安全対策等につき，関係機関と協議のうえ，具体的に内容を定めこれを監

督員に提出するものとする。 
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６．工事現場の秩序を保つとともに，火災，盗難等の事故防止に必要な措置を講じなければな

らない。 

 

第１１４条 実施工程表 

１．実施工程表について，監督員が特に指示した場合は，細部の実施工程表を提出しなければ

ならない。 

 

第１１５条 取付管位置確認書 

１．請負者は別紙７に定める様式により，取付管の位置確認書を監督員に提出し，承認を得て

から工事に着手しなければならない。 

 

第１１６条 事前調査 

１．請負者は，工事着手に先だち，現地の状況，関連工事その他について綿密な調査を行い，

十分実状を把握の上工事を施工しなければならない。 

 

第１１７条 施工検査 

１．特記仕様書あるいは，あらかじめ監督員の指示した個所など工事段階の区切り等には，監

督員の検査を受けなければ次の作業を進めてはならない。 

 

第１１８条 工事検査 

１．検査調書は，下検査を受けた後，提出するものとする。 

２．工事の完成検査，一部完成検査及び出来形部分検査は，現場代理人及び主任技術者が立会

いの上，検査を受けなければならない。 

３．請負者は，検査のため必要な資料の提出，測量，その他の処置につき，検査員の指示に従

わなければならない。 

 

第２節 土木工事一般事項 

 

第１１９条 施工計画 

１．請負者は，下記事項を記した施工計画書を提出しなければならない。（参考資料別紙１参照） 

（１）工事概要 

（２）現場組織 

（３）工程 

（４）仮設計画 

（５）各種調査 

（６）施工方法 
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（７）安全管理 

（８）その他 

２．施工計画書の内容に変更を生じる場合はその都度，変更に関連するものについて変更計画

書を提出しなければならない。 

 

第１２０条 埋設物等の措置（P-95 参照） 

１．施工に先だち，水道管，ガス管，電話線，電力ケーブル等の埋設物については事前に試掘

を行い，その位置を確認し，位置図を作成し，監督員に報告しなければならない。 

２．試掘の結果埋設物が工事に支障となる場合は，その管理者と協議し十分な安全措置を行わ

なければならない。このとき，工事打合せ簿に立会者名，指示事項等を明記し提出しなけれ

ばならない。 

３．地下埋設物または架線等の移設が生じたときは調査資料，移設計画図を添えて監督員の承

諾を得なければならない。 

４．工事中，引火性物質を有する埋設物または可燃性物質の輸送管等の埋設物に近接して作業

する場合は，ガス漏えいの発見に努めるとともに溶接機，切断機等火気を伴う機械器具を使

用してはならない。ただし，やむを得ず使用する場合はその管理者と協議の上，保安に必要

な措置を講じなければならない。 

５．工事中，万一諸物件に損傷を与えた場合は早急に関係者に連絡し，応急措置を行わなけれ

ばならない。その後関係者と協議し復旧または賠償しなければならない。 

 

第１２１条 施工管理 

１．請負者は，施工管理を行い，その記録を監督員に提出しなければならない。 

２．請負者は工事写真を撮影し，工程順に整理編集して，工事下検査前に写真帳として，提出

しなければならない。 

 

第１２２条 現場管理 

１．公衆に係わる区域で施工する土木工事は道路管理者，所轄警察署等の指示事項を遵守し，

「道路工事現場における標示施設等の設置基準（土木請負工事必須 鹿児島県土木部平成１

３年４月）」に基づき，道路標識，標示板，保安柵，及び夜間における注意灯等の保安施設を

完備しなければならない。 

また，工事内容を地元住民や通行者に周知させ，協力を求めるため，「お願い」（別紙６)

または広報板を設置しなければならない。 

２．請負者は公衆に係わる区域で施工する土木工事については，「建設工事公衆災害防止対策要

綱土木工事編」（別紙４）に準拠して災害の防止に努めなければならない。 

３．工事のため付近居住者の日常生活，業務等を妨害しないよう注意しなければならない。施

工に当たり営業に支障があると思われるときは監督員並びに居住者と協議の上これを軽減す
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るよう努力しなければならない。 

４．火薬類を使用し，工事を施工する場合は，あらかじめ監督員に使用計画書を提出しなけれ

ばならない。 

５．遣方，山囲，覆工，締め切り，排水等の仮設及び特に重要物を扱う足場は，堅固な構造と

しなければならない。 

６．請負者は，豪雨，出水，その他天災に対しては，気象予報などについて十分な注意を払い，

常にこれに対処できる人員資材の配備計画がなければならない。 

 

第１２３条 休日または夜間における作業 

１．工事施工の都合上，休日又は夜間に作業を必要とする場合は，土木工事共通仕様書第１編

第１章１－１－４１の２項に基づき，監督員へ届出を行い承諾を得なければならない。 

 

第１２４条 工事測量 

１．請負者は工事契約後速やかに，必要な測量を実施し，仮Ｂ．Ｍの設置及び用地境界線，基

準点，中心線を確認しなければならない。 

なお，仮Ｂ．Ｍを設置するための基準点は監督員と協議するものとする。 

２．請負者は工事に必要な丁張，その他工事施工の基準となる仮標識を設置し，随時検測する

とともに，監督員から検査を指示された場合は，検査を受けなければならない。き損または

亡失した場合は新たに設置し，監督員の検査を受けなければならない。 

３．用地境界杭等の重要な基準点は，あらかじめ控杭を設け，測量図に記録しておかなければ

ならない。 

 

第１２５条 支給品 

１．支給品は工事現場渡し，工事現場車上渡しまたは出水市の材料置き場渡しとし，引渡し後

は請負者が公衆の生命，財産に危害，迷惑を及ぼさないよう安全に保管しなければならない。 

２．請負者は，支給品を受領するときは，係員立会いのうえ支給品受領書により，受領しなけ

ればならない。 

３．支給品を受領した後，滅失あるいはき損したときは，監督員の指定した期間内に代品を納

めるか，あるいはその損害を弁償しなければならない。ただし火災，その他通常請負者のみ

の責任と考えられない場合は，別途協議しなければならない。 

４．工事完成と同時に支給品に残品が生じた場合は，監督員の指定する場所に運搬しなければ

ならない。 

 

第１２６条 現場発生品 

１．工事施工によって生じた現場発生品は，監督員の指示に従い，整理のうえ，現場発生品調

書を作成し，監督員の指定する場所で引渡さなければならない。 
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第１２７条 他の仕様書を適用する工事 

１．請負者は土木工事の中に機械設備，電気設備等が含まれるものについては，機械設備一般

仕様書，電気設備一般仕様書に準拠して施工しなければならない。 
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第２章 材料 

 

第１節 通則 

 

第２０１条 適用 

１．工事に使用する材料は，図面または特記仕様書に品質規格を特に明示した場合を除き，こ

の仕様書によらなければならない。ただし仮設材料及び少量の材料については除くものとす

る。 

２．この仕様書に規定されていない材料については，日本工業規格（ＪＩＳ)，日本下水道協会

規格（ＪＳＷＡＳ)，日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）またはこれに準ずる規格に適合したもの

でなければならない。 

３．コンクリート工事において使用する材料は，本仕様書に定めるもの以外は土木学会制定の

「コンクリート標準示方書」の定めるところによらなければならない。 

 

第２０２条 材料の見本または資料の提出 

１.規格外の材料を使用する場合は，あらかじめ資料または見本品を監督員に提出し，承諾を得

なければならない。 

 

第２０３条 材料の試験及び検査 

１．特記仕様書及び監督員が試験を指定した材料は所定の試験を行い合格したものでなければ

使用してはならない。試験は原則として監督員の立会いを受けなければならない。 

２．材料の検査基準及び試験の方法は，ＪＩＳの定めるところによる。ただし，ＪＩＳに規定

のないものについては，監督員の指定する検査基準及び試験方法によるものとする。 

３．化学分析試験及び物理的試験は，規格証明書を提出することにより試験を省略することが

できる。 

４．材料の検査には，現場代理人または主任技術者が立会わなければならない。 

５．試験の結果は，監督員に提出し，その成績が所定の基準に達しないため，監督員が不合格

と認めた材料を使用してはならない。  

この場合不合格となった材料は，速やかに交換の処置を講じなければならない。  

６．材料検査に合格したものであっても，使用時になって損傷，変質したときは，新品と取替

え再び検査を受けなければならない。 

 

第２０４条 材料の保管管理 

１．検査に合格した材料は，監督員の指示する場所に整理して保管し随時点検できるようにし

ておかなければならない。 
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２．使用時までに変質しやすい材料については，その性質に適した保管をしなければならない。 

 

第２節 土 

 

第２０５条 一般 

１．工事に使用する土は，その目的に適合する土質で，粘土塊，有機物，ゴミなどを有害量含

んでいてはならない。 

２．土取場の指定がない場合は，あらかじめ使用する土の承諾を得なければならない。 

 

第３節 石材及び骨材 

 

第２０６条 一般 

１．工事に使用する石材及び骨材は，すべて用途に適する強度と耐久性，じん性，磨耗抵抗性

及び外観を有し，裂け目等がなく風化その他の影響を受けにくい良質のものでなければなら

ない。 

 

第２０７条 砕石 

１．砕石の粒度は下表のとおりとする。 

 

粒度範囲ｍｍ 100 80 60 50 40 30 25 20 13 5 25 12

S－80（1号） 80～60 100 85～100 0－15

S－60（2号） 60～40 100 85～100 0－15

S－40（3号） 40～30 100 85～100 0～15

S－30（4号） 30～20 100 85～100 0－15

S－20（5号） 20～13 100 85～100 0－15

S－13（6号） 13～5 100 85～100 0～15

S－5（7号） 5～2．5 100 85－100 0～25 0－5

単
粒
度
砕
石

呼び名

ふるいの呼び名ｍｍ ふるいを通るものの重量百分率　（％）

（注）これらのふるいは，ＪＩＳ Ｚ ８８０１（標準ふるい)に規定する標準綱ふるい１０１．６ｍｍ， ７６．２ｍｍ，

６３．５ｍｍ，５０．８ｍｍ，３８．１ｍｍ，３１．７ｍｍ，２５．４ｍｍ，１９．１ｍｍ，１２．７ｍｍ，４７６０μ， 

２３８０μ及び１１９０μに対応するものである。 

 

２．粒度調整砕石の粒度は下表のとおりとする。 

 

粒度範囲ｍｍ 50 40 30 25 20 13 5 2.5 0.4 0.074

M－40 40～0 100 95～100 － － 60～90 －

M－30 30～0 100 95～100 － 60－90 －

M－25 25～0 100 95～100 － 55～85

呼び名

粒
度
調
整
砕
石

ふるいの呼び名ｍｍ ふるいを通るものの重量百分率　（％）

30～65 20～50 10～30 2～10

（注）これらのふるいは，ＪＩＳ Ｚ ８８０１（標準ふるい)に規定する標準綱ふるい１０１．６ｍｍ，７６．２ｍｍ，

６３．５ｍｍ，５０．８ｍｍ，３８．１ｍｍ，３１．７ｍｍ，２５．４ｍｍ，１９．１ｍｍ，１２．７ｍｍ，４７６０μ，
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２３８０μ及び１１９０μに対応するものである。 

 

３．クラッシャーランの粒度は下表のとおりとする。 

 

粒度範囲ｍｍ 100 80 60 50 40 30 25 20 13 5 2.5 1.2

C－40 40～0 100 95～100 － － 50～80 － 15～40 5～25

C－30 30～0 100 95～100 － 55～85 － 15～45 5－30

C－20 20～0 100 95～100 60～90 20～50 10～35

ふるいの呼び名ｍｍ

呼び名

ふるいを通るものの重量百分率　（％）

切
込
砕
石

（注）これらのふるいは，ＪＩＳ Ｚ ８８０１（標準ふるい)に規定する標準綱ふるい１０１．６ｍｍ，７６．２ｍｍ，

６３．５ｍｍ，５０．８ｍｍ，３８．１ｍｍ，３１．７ｍｍ，２５．４ｍｍ，１９．１ｍｍ，１２．７ｍｍ，４７６０μ，

２３８０μ及び１１９０μに対応するものである。 

 

第２０８条 砂 

１．砂は清浄，堅硬，耐久的でごみ，泥，有機物等の有害物を含んではならない。 

 

第２０９条 割栗石 

１．割栗石は強硬で亀裂がなく，大きさは，おおむね５㎝以上 1５㎝以下で大小粒が適度に混

合しているものでなければならない。 

 

第２１０条 セメントンクリート用骨材 

１．コンクリート用骨材は土木学会制定の「コンクリート標準示方書」の定めるところによら

なければならない。 

 

第２１１条 アスファルﾄコンクリー卜用骨材 

１．アスファルトコンクリート用骨材は，日本道路協会制定の「アスファルト舗装要綱」の定

めるところによらなければならない。 

 

第４節 木材 

 

第２１２条 一般 

１．工事に使用する木材の樹種，形状，寸法，生，または乾燥材の別等については，図面また

は特記仕様書によるほか日本農林規格によるものとする。 

２．図面に示された寸法は製材においては仕上がり寸法とし，素材にあっては特に明示する場

合を除き末口寸法とする。 

３．杭木，胴木，その他水中または地下に使用する木材は皮剥ぎ生木のものとする。 
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第５節 鉄及び鋼材 

 

第２１３条 一般 

１．工事に使用する鉄及び鋼材は，図面及び特記仕様書に示された形状，寸法，品質を有して

いるもので，錆，腐れ等変質したものであってはならない。 

２．鉄及び鋼材は加工済であると否とにかかわらず，じんあいや油脂などの異物で汚れないよ

うにするとともに，できるだけ防蝕の措置を講じなければならない。 

３．構造用圧延鋼材は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ３１０１（一般構造用圧延鋼材） 

ＪＩＳ Ｇ ３１０６（溶接構造用圧延鋼材） 

ＪＩＳ Ｇ ８１１２（鉄筋コンクリート用棒鋼） 

ＪＩＳ Ｇ ３１９１（熱間圧延鋼とバーインコイルの形状寸法及び重量並びにその許容差） 

ＪＩＳ Ｇ ３１９２（熱間圧延鋼の形状寸法及び重量並びにその許容差） 

ＪＩＳ Ｇ ３１９３（熱間圧延鋼と鋼帯の形状寸法及び重量並びにその許容差） 

ＪＩＳ Ｇ ３１９４（熱間圧延鋼の形状寸法及び重量並びにその許容差） 

４．軽量形鋼は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ３３５０（一般構造用軽量形鋼） 

５．リベット用鋼材は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ３１０４（リベット用圧延鋼材） 

ＪＩＳ Ｂ １２１３（冷間成形リベット） 

ＪＩＳ Ｂ １２１４（熱間成形リベット） 

６．鋼管は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ３４４４（一般構造用炭素鋼鋼管） 

ＪＩＳ Ｇ ３４５２（配管用炭素鋼鋼管） 

ＪＩＳ Ｇ ３４５７（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管） 

ＪＩＳ Ｇ ３４４３（水道用塗覆装鋼管） 

ＪＪＳ Ｇ ３４５１（水道用塗覆装異形管） 

７．鋳鉄品，鋳鋼品及び鍛鋼品は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ５５０１（ねずみ鋳鉄品） 

ＪＩＳ Ｇ ５１０１（炭素鋼鋳鋼品） 

ＪＩＳ Ｇ ３２０１（炭素鋼鍛鋼品） 

８．ボルト用鋼材は，次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｂ １１８０（六角ボルト） 

ＪＩＳ Ｂ １１８１（六角ナット） 

 

第２１４条  溶接棒 
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１．溶接に使用する溶接棒は母材に適合する品質を有するものでＪＩＳ Ｚ ３２１１（軟鋼用

被覆アーク溶接棒）に適合するものでなければならない。 

 

第２１５条 鉄線 

１．普通鉄線，焼きなまし鉄線，釘用鉄線はＪＩＳ Ｇ ３５３２（鉄線）に適合するものでな

ければならない。 

 

第２１６条 鋳鉄管類 

１．鋳鉄管は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ５５２６（水道用遠心力球状黒鉛鋳鉄管）Ａ形，Ｋ形 

ＪＩＳ Ｇ ５５２７（水道用球状黒鉛鋳鉄異形管）Ａ形，Ｋ形，フランジ形 

ＪＣＰＡ Ｇ １００１（Ｋ形遠心力ダクタイル鋳鉄管１６００～２４００φ） 

ＪＣＰＡ Ｇ １００２（Ｋ形ダクタイル鋳鉄異形管１６００～２４００φ） 

ＪＷＷＡ Ｇ １０９（水道用鋳鉄異形管７５～１０００φ） 

ＪＣＰＡ Ｇ １００９（ダクタイル鋳鉄フランジ長管７５～１０００φ） 

ＪＩＳ Ｂ ２０６２（水道用仕切弁） 

 

第２１７条 プレストレストコンクリート用鋼材 

１．ＰＣ鋼線，ＰＣ鋼より線は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ３５３６（ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線） 

 

第２１８条 鋼製杭及び鋼矢板  

１．基礎杭に使用する鋼管杭及びＨ形鋼は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ａ ５５２５（鋼管杭） 

ＪＩＳ Ａ ５５２６（Ｈ形鋼杭） 

２．鋼矢板はＪＩＳ Ａ ５５２８（鋼矢板）に適合したものでなければならない。 

 

第２１９条 鋼製支保工 

１．鋼製支保工に使用する鋼材は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ３１０１（一般構造用圧延鋼材）（ＳＳ４１，ＳＳ５０） 

ＪＩＳ Ｇ ３１０４（リベット用圧延鋼材）（ＳＶ３４） 

 

第２２０条 ステンレス材及びアルミ材 

１．ステンレス材及びアルミ材は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ｇ ４３０３（ステンレス鋼棒） 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４（熱間圧延ステンレス鋼板） 
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ＪＩＳ Ｇ ４３０５（冷間圧延ステンレス鋼板） 

ＪＩＳ Ｈ ４０００（アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線） 

ＪＩＳ Ｈ ４０４０（アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線） 

ＪＩＳ Ｈ ４１００（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材） 

 

第６節 セメント及びセメント混和材料 

 

第２２１条 セメント 

１．工事に使用するセメントは次の規格に適合したものでなければならない 

ＪＩＳ Ｒ ５２１０（ポルトランドセメント） 

ＪＩＳ Ｒ ５２１１（高炉セメント） 

ＪＩＳ Ｒ ５２１２（シリカセメント） 

ＪＩＳ Ｒ ５２１３（フライアツシニセメント） 

２．特記仕様書に特に定めのないときは，ポルトランドセメントを使用するものとする。 

 

第２２２条 混和材料及び混和剤 

１．フライアッシュは『ＪＩＳ Ａ ６２０１（フライアッシュ）に適合したものでなければな

らない。 

２．その他の混和材及び混和剤は特記仕様書によるものとする。 

 

第２２３条 使用水 

１．コンクリート用水は，油，酸，塩類，有機不純物などコンクリートの品質に悪影響を及ぼ

す物質を有害量含んでいてはならない。 

 

第７節 セメントコンクリート製品 

 

第２２４条 一般 

１．セメントコンクリート製品の種類，形状，寸法は，図面または特記仕様書，出水市の「管

渠実施設計標準図」（以下「標準図」という）によるものとし，ＪＩＳ規格に適合したもので

なければならない。 

２．セメントコンクリート製品が重要構造物の主要部分となるもので，監督員の指示する場合

は，材質試験を行わなければならない。 

 

第２２５条 セメントコンクリート製品 

１．セメントコンクリート製品は次の規格に適合したものでなければならない。 

ＪＩＳ Ａ ５３０２（鉄筋コンクリート管） 
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ＪＩＳ Ａ ５３０３（遠心力鉄筋コンクリート管） 

ＪＩＳ Ａ ５３０８（レディーミクストコンクリート） 

ＪＩＳ Ａ ５３１０（遠心力鉄筋コンクリート基礎杭） 

ＪＩＳ Ａ ５３１７（下水道マンホール側塊） 

ＪＩＳ Ａ ５５０７（雨水桝蓋） 

ＪＩＳ Ａ ５３２１（鉄筋コンクリートケーブルトラフ） 

ＪＩＳ Ａ ５３３５（プレテンシヨン方式遠心力コンクリート杭） 

ＪＩＳ Ａ ５３３６（ポストテンション方式遠心力コンクリート杭） 

ＪＩＳＷ Ａ－１（下水道用鉄筋コンクリート管） 

ＪＩＳＷ Ａ‐２（下水道推進工法用鉄筋コンクリート管） 

 

第８節 目地材料 

 

第２２６条 注入目地材 

１．注入目地材の種類などは，図面または特記仕様書によるものとする。 

２．注入目地材はコンクリート版の膨脹，収縮に順応し，コンクリートとよく付着し，しかも

ひび割れが入らないものでなければならない。 

３．水に溶けず，水密性のものでなければならない。 

４．高温時に流れ出たり，また，砂石がめり込みやすくなったりせず，さらに低温時にも衝撃

に耐えかつ耐久性のあるものでなければならない。 

５．加熱施工式のものは加熱したときに分離しないものでなければならない。 

６．必要により，試験を行った場合の判定基準は次表による。  

 

分　離 （％） 6以下 

流　れ （mm） 5以下 

針入度 （円すい針） 60以下 

引張度 （mm） 3以上 

 

第２２７条 目地板 

１．目地板の種類等は図面または特記仕様書によるものとする。 

２．目地板はコンクリートの膨脹，収縮に順応しかつはみ出さないものでなければならない。 

３．目地板はコンクリートを打込むときに縮んだり曲がったりねじれたりしないものでなけれ

ばならない。 
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第９節 塗料 

 

第２２８条 一般 

１．塗料の種類，色合いなどは特記仕様書によるものとし，ＪＩＳに適合するものでなければ

ならない。 

２．塗料の調合は調合ペイントをそのまま使用することを原則とするが,素地の粗密吸収性の大

小，気温の高低などに応じて調整するものとする。 

３．上塗りに用いる塗料の調合は，専門業者が監督員の指定する色つやに調合しなければなら

ない。 

４．色合いは，塗り層ごとに塗り見本を提出し，監督員の承諾を得なければならない。ただし

小規模なものは除く。 

５．鋼鉄板の塗装の塗料は，図面または特記仕様書によるほか下記によるものを原則とし，そ

の材質についてあらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 

（１）エポキシ樹脂系塗料 

（２）タールエポキシ樹脂系塗料 

（３）塩化ビニール系塗料 

（４）ジンクリッチ系塗料 

（５）フェノール系特殊樹脂系塗料 

６．コンクリート面の塗装の塗料は図面及び特記仕様書によるほか，下記によるものを原則と

し，その材質について，あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 

（１）塩化ビニール系塗料 

（２）アクリル樹脂系塗料 

（３）合成樹脂系エマルジョン塗料 

（４）エポキシ樹脂系塗料 

（５）タールエポキシ系塗料 

 

第１０節 その他 

 

第２２９条 エポキシ系樹脂接着剤 

１．エポキシ系樹脂接着剤は，接着，埋込み，打継ぎ，充填,ライニング注入等の使用目的に適

合したものでなければならない。 

 

第２３０条 合成樹脂製品 

１．合成樹脂製品は図面または特記仕様書に示されたもので，次の規格に適合したものでなけ

ればならない。 

ＪＩＳ Ｋ ６７４１（硬質塩化ビニール管，一般管） 
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ＪＩＳ Ｋ ６７４２（水道用硬質塩化ビニール管） 

ＪＩＳ Ｋ ６７４５（硬質塩化ビニール板） 

ＪＩＳ Ｋ ６７６１（一般用ポリエチレン管） 

ＪＩＳ Ｋ ６７６２（水道用ポリエチレン管） 

ＪＳＷＡ ＳＫ‐１（下水道用硬質塩化ビニール管及び継手類） 

ＪＳＷＡＳ Ｋ‐２（下水道用強化プラスチック複合管及び継手類） 

ＦＲＰ及びポリエステル板の規格は品質証明による。 

 

第２３１条 陶管 

１．管の品質，形状，寸法はＪＩＳ Ｒ １２０１，ＪＩＳ Ｒ １２０２の厚管の規定及び日本

下水道協会の認定したものとする。 

 

第２３２条 ゴム輪 

１．管の継手に用いるゴム輪の品質は，設計図書によるほかＪＩＳ Ｋ ６３５３（水道ゴム）

に規定する２種３号乙に適合するものとする。 

 

第２３３条 芝 

１．芝は原則として土付生芝とし，雑草を混じえず短葉で根葉が繁茂し，生育が良く枯死する

おそれのないもので監督員の承諾を得るものとする。 

 

第２３４条 マンホール蓋 

１．マンホール蓋は，出水市下水道用マンホール蓋及び製造工場認定基準に基づき認定して 

工場で製造され出水市下水道用マンホール蓋として認定されたものでなければならない。 

  ただし，認定基準にないマンホール蓋を使用する場合は監督員の承諾を得るものとする。 

 

第２３５条 足掛金物 

１．マンホール用足掛金物は標準図により，監督員の承諾を得るものとする。 
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第３章 管路施設工 

 

第１節 一般 

 

第３０１条 遣方 

１．管渠は１０ｍごとに，その他の構造物は，その周囲の適当な位置に遣方を設け，位置，高

低等を正確に表示して施工しなければならない。 

 

第３０２条 構造 

１．管渠，マンホール，ますは，設計図に示したもののほかは出水市の「管渠実施設計標準図」

に基づき施工しなければならない。 

２．コンクリート打設後，木ごてまたは，金ごてで不陸のないよう平滑に仕上げなければなら

ない。 

 

第３０３条 接合用モルタル 

 １．カラー及びソケットの継手に用いるセメントモルタルは特に定めるもののほか，セメント

と砂の容積比を１：１に配合し，砂の乾湿程度により，その１割前後の清水でよく練り合わ

せ，モルタルを手で握りしめたとき，ようやくその形態を保つ程度の硬練りとし，空隙又は

漏水の起こらないよう施工しなければならない。 

 

第２節 土工 

 

第３０４条 土及び岩の分類 

１．土及び岩の分類は下表のとおりとし，その名称は図面または特記仕様書による。 
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A B C D 摘　　　　　　　　　　　　要
無機質のシルト，雲母質またはケイソウの細砂質またはシルト質土，弾性の大きいシルト
（MH）

粘土 塑性の大きい無気質粘土，粘りけの多い粘土（CH）
粘性土 塑性が普通以上の有機質粘土，有機質シルト（OH）
（ローム）
シルト

無機質のシルト及び極微砂，岩粉，塑性の小さなシルト質または粘土質の細砂または粘
土質シルト（ML）

砂質粘土
塑性が普通以下の無機質粘土，レキ質粘土，砂質粘土，シルト質粘土，粘りけの少ない
粘土（CL）
塑性の低い有機質のシルトおよびシルト質粘土（OL）

砂，真砂 シルト質の砂，砂・シルト混合土（SM）
砂質土 粘土質の砂，砂・粘土混合土（SC）
普通土 粘度分布がよい砂，またはレキ質の砂，細粒分はわずかまたは欠如（SW）
砂質ロー
ム

粘度分布が悪い砂またはレキ質の砂，細粒分はわずかまたは欠如（SP）

レキ交り土 シルト質のレキ，砂レキ・砂・シルト混合土（GM）
玉石交り土 粘土質のレキ，レキ・砂・粘土・混合土（GC）
砂レキ土 粘土分布がよいレキまたは，レキ・砂混合土，細粒分はわずかまたは欠如（GW）

粘土分布が悪いレキまたは，レキ・砂混合土，細粒分はわずかまたは欠如（GP）

転石交り
土

転石交り土
ズリ転石交
り砂利

岩塊玉石   岩塊，玉石は粒径7．5皿以上とし，まるみのある玉石とする。

軟岩（Ⅰ）  

第3紀の岩石で国結の程度が弱いもの，風化がはなはだしくて，きわめ てもろいもの。指
先で離しうる程度のものでクラック間の間隔は1～5 ｃｍくらいのもの，及び第3紀の岩石
で，固結の程度が良好もの。風化がそうとう進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れ
るもの。離れやすいもので，亀裂間隔は5～10ｃｍ程度。

軟岩（Ⅱ）  
凝灰質で堅く固結しているもの。風化が目に沿って進んでいるもの。亀裂間の間隔が10～
30ｃｍ程度で軽い打撃により離しうる程度，異質の硬い 互層を成しているもので層面を楽
に離しうるもの。

中　硬　岩
中　硬
岩

 
石灰岩，多孔質安山岩のように，とくにち密でないが，相当の硬さを有 するもの。風化の
程度のあまり進んでいないもの。硬い岩石で間隔が30 ～50ｃｍ程度の亀裂を有するも
の。

硬岩（Ⅰ）  
花崗岩，結晶片岩などで全く変化していないもの。亀裂間の間隔は1m 以内で相当密着し
ているもの。硬い良好な石材を取り得るようなもの。

硬岩（Ⅱ）  
けい岩，角石など，石英質に富んで岩質が硬いもの。風化してない新鮮 な状態のもの。
亀裂が少なく，よく密着しているもの。

レ　　　キ

岩 

軟　　　岩

硬　　　岩

土
　
　
　
　
　
砂

名　　　　　称

粘　　　土

粘土
及び
粘質土

砂質土
及び砂

レキ質土
及びレキ

粘　質
土

砂　質
土

砂

レキ質土

第３０５条 掘削 

１．掘削は，保安設備，土留，排水，覆工その他必要な仮設の準備を整えた後でなければ着手

してはならない。 

なお，掘削は一時に施工する区間延長は即日復旧を原則とする。 

２．掘削の着手にあたりその前日までに，完了の日程を関係住民に予告通知しなければならな

い。 

３．掘削に当たり，私設下水または既設取付管を遮断し締切り工を設置した場合は関係住民に

迷惑を与えないよう適当な措置及び管理を行わなければならない。工事完了後は完全に原形

に復旧しなければならない。 

４．掘削土は道路上に堆積してはならない。ただし，あらかじめ関係官公庁の許可を得た場合

にはこの限りではない｡ 

５．床付け面３０㎝以下は手掘工具（てこ，つち，つるはし，コールピック，ハンマーなど）

を使用し，基礎をゆるめないように注意して浮石など崩壊の原因となるものを除去しなけれ

ばならない。 

６．掘削箇所で小舗石，煉瓦等特殊な舗装材料を使用してあるときは，丁寧に取り除き保管し

なればならない。 
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７．アスファルトコンクリート舗装等の取壊しはアスファルトカッター等を使用して切口を直

線にし，粗雑にならないようにしなければならない。 

８．床掘りは，土質の硬軟，地形の状況により必要に応じ土留工等の工法をもって所定の深さ

に掘り下げなければならない。 

９．床掘のうち掘り過ぎとなった部分は砂，砕石，またはコンクリートなどで監督員の指示に

従って入念に埋め戻さなければならない。 

10．床付け基面に予期しない不良土質が現われた場合は，監督員と協議のうえ処理しなければ

ならない。 

 

第３０６条 埋め戻し 

１．埋め戻しは現場の作業条件及び埋設管への影響を考慮し，施工方法について監督員の指示

を得なければならない。 

２．埋め戻しは，必ず排水した後に実施し，水中埋め戻しは原則として施工してはならない。 

３．埋め戻しの土質は，指定されない場合でも，工事に適合したものを使用しなければならな

い。 

４．埋め戻しは管が破損及び移動しないよう管頂１０㎝までは人力施工とし，管の周辺を砂で

棒及び木たこ等で下側にすきまの出来ないよう入念に突き固め，その上は良質な土砂により

２０㎝毎にランマーで突き固めなければならない。また，必要に応じて水締めを行うものと

する。 

５．埋め戻し後は，交通開放前といえども常時埋め戻し路床面の維持補修をしなければならな

い。 

６．埋め戻し路床の仕上げ面は，均一な支持が得られるよう施工し，道路占用許可条件に従わ

なければならない。なお，監督員が必要と認めて指示する試験は行わなければならない。 

 

第３０７条 残土処理 

１．残土は出水市が捨場を指定した場合は，その指示するところに従い，運搬処分すること。 

２．運搬に当たって水切りを行い，荷台シートを被せ，土砂を撒き散らさないようにしなけれ

ばならない。 

３．残土捨場までの道順は警察及び監督員と協議を行い決定する。  

４．残土捨場は搬入前の写真及び捨土完了後の写真を必ず撮影し監督員に報告しなければなら

ない。 

５．自由処分とする場合で，農地（田・畑）等に捨土するときは，法的手続きを行った後，捨

土を行うものとする。 

６．仮置場については、雨水時の流出防止に十分留意するとともに、粗雑にならないように管

理すること。また、残土搬出後に整地を行い，整地完了後の写真を撮影すること。 

第３節 基礎工 

18 
 



 

第３０８条 土台木 

１．土台木は，真直な生松丸太で，皮を剥いだものを使用しなければならない。 

２．胴木工は所定の床掘りを終った後，胴木を伏せ，その隙間に切込砂利または粗砂を詰め込

み十分突き固めなければならない。 

３．胴木の連結方法は監督員の承諾を受けなければならない。 

 

第３０９条 割り栗石基礎 

１．基礎用割栗石は，あらかじめ整地した基礎面に敷き並べ，切込砕石を充てんし十分固めて

所定の寸法に仕上げなければならない。 

２．施工基面の地質が不良な時は，監督員に報告し指示に従い処置しなければならない。 

 

第３１０条 砂利及び砕石基礎 

１．砂利または砕石を基礎面に用いるときは所定の厚さにむらのないように敷きならし，十分

締め固めなければならない。 

２．施工基面の地質が不良な時は監督員に報告し指示に従い処置しなければならない。 

 

第３１１条 砂基礎 

１．管路施設の砂基礎は所定の厚さまで敷き均した後，充分に締固めて平らに敷き均し，管と

の空隙が生じないようにしなければならない。 

 

第３１２条 杭打一般 

１．試験杭打 

（１）杭打試験は工事に先だち，試験計画書を提出し監督員の立会いのもとに施工しなければ

ならない。 

（２）試験杭の打込みは，所定の種類，材質及び寸法を有する杭を使用し実際の工事の施工に

使用する打込機械，打込方法によって行わなければならない。 

（３）試験杭の打止め，沈下量，打止め記録及び支持力の解析の結果を報告しなければならな

い。 

（４）載荷試験を行う場合，種類，数量は，特記仕様書によらなければならない。 

２．杭打 

（１）杭の打込みは，原則としてディーゼルパイルハンマー等連続的に杭を貫入することがで

きる設備のものを使用しなければならない。 

（２）ヤットコを用いる場合は，あらかじめヤットコの種類及び形状について，監督員の承諾

を得なければならない。 

（３）杭打ちには適当なキャップを使用し，杭頭の防護に努めなければならない。 
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（４）杭は正確に建込み，打込み中偏位や杭頭の偏打を生じないようにしなければならない。 

（５）杭は，打込み途中で，長時間休止することなく連続して打込まなければならない。 

（６）設計深度に到達する以前に打込み不能となった場合は，直ちに監督員に報告し，その指

示を受けなければならない。 

（７）打込み終了後は，杭の上端を所定の高さまで切揃えなければならない。 

（８）杭打ちは沈下量，打止め記録及び支持力の解析結果を速やかに報告しなければならない。 

３．継手 

（１）継手は特に指定しない限りアーク溶接とする。その他の溶接を用いるときは監督員の承

諾を得なければならない。 

（２）降雨若しくは降雪で母材が濡れているとき，気温が０℃以下のとき，または風速１０ｍ

／ｓｅｃ以上の風が吹いているときは溶接を行ってはならない。ただし，溶接部及び溶接

工を十分に保護する設備を設け，監督員の承諾を得た場合は溶接を行うことができる。  

（３）溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１「溶接技術検定における試験方法並びにその判定基準」に

定められた技術検定試験（資格は現場に適応する溶接姿勢，施行方法によるものに限る）

に合格した者でなければならない。 

半自動溶接を行う場合は，上記資格者または，ＪＩＳ Ｚ ３８４１に定められた技術検

定試験に合格した者でなければならない。 

裏波溶接を行う場合，溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１に定められた技術検定に合格し裏波

溶接について経験のある者でなければならない。 

（４）継手の溶接は下杭の打込み後，上杭が移動しないよう固定して溶接を行い，下杭頭の打

止め高さは，溶接姿勢，火沫の影響，溶接足場などを考慮し，溶接が確実に行える位置と

しなければならない。 

（５）杭相互の接合に当たっては，必ずスペーサー，ストッパーなどを用い正しいルート間隔

を保たなければならない。なお，スペーサーは仮付後に除去しなければならない。 

（６）継手部の開先の食違い量は２㎜以下，ルート間隔は端板式で０㎜，円満式で０～４㎜で

なければならない。 

（７）溶接部は表面の錆，ごみ，泥土等の有害な付着物をワイヤーブラシ等で磨いて清掃し，

水分が付着している場合石灰等で水分を取り除かなければならない。杭頭を打込みの打撃

等により損傷した場合は整形しなければならない。 

（８）溶接部の有害な欠陥は補正し，割れの生じた部分は完全に削りとり，再溶接しなければ

ならない。 

 

第３１３条 木杭工 

１．杭木は，打込み前に，杭先端を削り，皮剥ぎ及び杭頭仕上げを行った上で，監督員の検査

を受けなければならない。 

２．杭頭には，保護用の鉄製リングを必ず使用しなければならない。 

20 
 



 

第３１４条 鋼杭 

１．杭の運搬，保管に当たっては，塗装面，Ｈ鋼杭のフランジ縁端部，鋼管杭の継手，開先部

分などに損傷を与えないよう，また，その断面特性を考えて大きなたわみ変形を生じないよ

う取扱いに注意しなければならない。 

２．鋼管杭の溶接は杭の対称を二方向から行い，斜杭の場合は自重により継手が引張りを受け

る側から開始するものとする。 

３．Ｈ杭の溶接は，まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲を隅肉溶接した後，上杭を

建込み上下杭軸の一致を確認のうえ，継目板を上杭に隅肉溶接するものとする。突き合わせ

溶接は両側フランジ内側に対しては片面Ｖ形溶接，ウェブに対しては両面Ｋ形溶接を行うも

のとする。ウェブに継目板を使用する場合は，フランジの継目板の溶接はフランジと同一の

順序とし，杭断面の突き合わせ溶接は，フランジ，ウェブとも片面Ｖ形溶接を行うものとす

る。 

４．杭頭部の丸鋼等の溶接は３１１条３項（２）および（３）によるものとする。 

 

第４節 土留工 

 

第３１５条 土留工に関する事前調査 

１．土留工に関する事前調査は監督員の指示する場合は，下記事項について，行わなければな

らない。 

（１）表層から掘削底及びそれ以下にいたる土質 

（２）地下水位及び湧水量 

（３）排水計画に必要な調査 

（４）地下埋設物の種類，位置，構造，老朽度 

（５）周辺構造物の種類，位置，構造，老朽度 

（６）道路の交通事情（沿道の車の出入，通過交通量とその種類） 

（７）騒音，振動の環境調査 

（８）土留材の保安点検 

 

第３１６条 土留工に関する施工管理 

１．土留工の施行管理は施行中下記事項について調査点検しなければならない。 

（１）杭，矢板，支持材等の変形 

（２）周辺地盤の変形 

（３）地下埋設物，周辺構造物の変形 

（４）横矢板工の背面の地盤 

（５）掘削底における土の状況 
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（６）湧水あるいは矢板継手等からの漏水 

（７）土留材の保安点検，その他 

 

第３１７条土留支保工 

１．土留支保工は監督員に提出した施工計画図に従って施工しなければならない。 

２．支保材として使用する木材，または鋼材の許容応力度は，建築基準法施行令第８９～９０

条の規定による。ただし，材料の品質，新旧の程度あるいはボルト孔の欠損率等を勘案して

適宜割引しなければならない。 

３．切梁には必要に応じジャッキを使用して，土留背面の土砂の移動を防止し，あわせて，地

下埋設物及び周辺構築物に影響を与えることのないようにしなければならない。 

４．土留矢板の場合は必要に応じ，切梁設置前には油圧ジャッキを使用して，設計土圧と同程

度プレロードをかけなければならない。 

５．杭，矢板と腹起こしとの間隙には，次の掘削にかかる前に，間隙の全面にわたって，コン

クリートを充填し，その他の土留エの場合でも適宜同等の措置を行って矢板の移動を防止し

なければならない。 

 

第３１８条 支保工の撤去 

１．切梁の撤去は，切梁面以下の埋戻土が十分突き固められた段階で行わなければならない。

なお，暗渠工事等で，もり替梁を必要とする場合でも適宜同様の措置を行って，矢板の移動

を防止しなければならない。 

２．上段切梁は，埋戻土が外側の水圧に十分耐えられるまで撤去してはならない。 

 

第３１９条 鋼矢板工 

１．屈折箇所の矢板はコーナー用に加工した矢板を使用し，継手の完全を図らなければならな

い。 

２．矢板の打込みは，支持梁等を設置し，ふれ，ねじれを防止するように留意し，原則として

階段状に打込み，前後左右とも垂直になるようにしなければならない。 

３．打込み中，矢板を破損した場合または打込み傾斜の著しいときは，監督員と協議のうえ施

工しなければならない。 

 

第３２０条 木矢板 

１．木矢板は，板厚３㎝以上として先端を片面削り，片勾配に仕上げたうえ，計画線にそって

掘削の進行に合せながら垂直に打込まなければならない。打込中に亀裂，曲りなどを生じた

場合は打直しをしなければならない。 

２．矢板先端には必要に応じてクツ金物を取りつけ，また，矢板頭部には，打込時の衝撃に耐

えるよう鉄板あるいは番線を巻付ける等の補強をし，継手は矢筈継手とする。 
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第３２１条 横矢板工 

１．横矢板は掘削土壁との間にすき間の生じないように，掘削後ただちにはめ込まなければな

らない。隙間を生じた場合は，裏込めくさび等で隙間を完全に充填し，横矢板を固定しなけ

ればならない。 

２．横矢板は原則として板厚３㎝以上とし，その両端は土留杭に十分かかっていなければなら

ない。 

 

第３２２条 杭矢板の引抜き 

１．杭矢板の引抜きは，施工条件，引抜き時期あるいは引抜き方法を十分検討したうえで行わ

なければならない。 

２．引抜きに際しては管渠等に影響を与えないよう十分注意して行わなければならない。また，

周辺地盤を乱したり，埋設物または近接構造物を損傷したりしてはならない。 

３．杭，矢板の抜き跡は，空隙を完全に充填するために，砂を入念に流し込みジェットウォー

ター併用により水締めを行うなどの措置を講じて，地盤の移動及び沈下を防止し，あわせて

埋設物あるいは構築物に対する影響を防止しなければならない。 

 

第５節 排水工 

 

第３２３条 一般 

１．排水施設は湧水量を十分に排水できる能力を有するとともに，不測の出水などに対して，

予備機を準備しておかなければならない。 

２．湧水及び雨水は掘削面に滞留しないよう十分な水替を行わなければならない。 

３．排水は原則として，沈砂槽に貯留させてから最寄りの水路，河川または下水道，管渠等へ

当該管理者の許可を得て放流しなければならない。 

４．掘削完了後，適宜暗渠排水溝を設けて，掘削敷における排水を良好にしておかなければな

らない。 

５．排水に際して近くに適当な放流場所がない場合は，監督員の承諾を得て仮管布設その他安

全な方法で行わなければならない。 

 

第３２４条 ウェルポイント排水 

１．ウェルポイント排水の施工にあたって，布設位置，段数，ピッチ，ポンプ設備，排水設備

等については監督員の承諾を得なければならない。 

２．ウェルポイントの打込みに際しては，その周囲に径１５～２５㎝程度のサンドフィルター

を連続して形成するよう必ずカッターまたは充分なウォータージェットを使用し，サンドフ

ィルターの上端には適宜粘土等を充填して気密にしておかなければならない。 
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第６節 管の布設 

 

第３２５条 一般事項 

１．管の取扱いについては，人力及びクレーン等で行い，衝撃を与えないようにしなければな

らない。 

２．管を現場へ集積する場合は，交通に支障のないようにし，通路，消火栓，マンホール類を

塞がないようにするとともに，転び止めの措置を行い，保安柵等で一般の立入禁止の措置を

しなければならない。 

３．管接合の作業は，監督員の承諾する配管工を従事させなければならない。 

４．管の切断は，管に割れ，あるいは有害な傷を生じないように施工し，切口は平滑に仕上げ

なければならない。 

５．管の布設に当たっては，所定の基礎を施した後，上流の方向に受口を向け，他の管端を既

設管に密着させ，中心線勾配を正確に保ち，胴締めを施し，かつ漏水，不陸，偏心等のない

よう施工しなければならない。 

６．支管を取付ける場合には，管を丁寧にせん孔し，支管を取付け，位置方向を確認し，モル

タル等で接合部を仕上げなければならない。 

７．管布設後基礎と管体下部に空隙が生じないよう十分防護をしなければならない。 

８．土砂が管内に入らないよう管端には蓋その他適当な方法を講じて施工すること。この場合

水位が上昇したときの浮力について留意すること。 

９．管とマンホールの取付け部分は，漏水のないようモルタルで入念に仕上げなければならな

い。 

 

第３２６条 Ａ型ヒューム管の布設 

１．管は布設前にあらかじめその一端にカラーを陸接合するものとする。その接合方法は，下

記によらなければならない。 

（１）カラーの陸継ぎは，カラー幅の半分まで管の一端にとりつくようにサポートを締め付け，

管とカラーを同心円の位置に保ったまま，その間隙の両面を清水で十分清掃吸水させ，接

合用モルタルを反覆コーキングして確実に接合し，二昼夜以上適当な養生を施さなければ

ならない。 

（２）遣方を規定の高さ及び間隔に配置したのち，カラー陸継ぎ部分を地山や土留材にあてな

いよう注意してつり降し，管の位置を定めなければならない。 

（３）カラー内面の下部に適量の接合用モルタルを敷き，これに次の管をさし込み位置を定め

てから管とカラーの間に接合用モルタルをランマーで十分に突き固めなければならない。 

なお接合用モルタルの突き固め作業は熟練した者によって行い，後日漏水をきたすこと

のないよう入念に施工しなければならない。 
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（４）管の接合は，接合用モルタルに亀裂が生じるのを防ぐため，据付が２～３本完了してか

ら行わなければならない。 

（５）管の接合後，ジョイント部を十分養生し，接合用モルタルの硬化状態を考慮して埋戻さ

なければならない。 

 

第３２７条 Ｂ型，Ｃ型ヒユーム管の布設 

１．管接合前，受口内面をよく清掃し，スベリ材を塗布し，容易に差し込めるようにしたうえ，

さし口は事前に清掃し所定の位置にゴム輪をはめ，差し込み深さが確認できるよう印をつけ，

ヒッパラー等にて所定の深さまで完全に差し込まなければならない。 

２．管の接合部は，原則として曲げて施工してはならない。 

３．管の接合に用いるゴム輪は，使用前にキズの有無，老化の状態及び寸法の適否について現

場代理人等の自主検査を行わなければならない。なお検査済みのゴム輪の保管は，暗所に保

存し屋外に野積してはならない。 

４．管の接合に用いるスベリ材は，ゴムの材質に影響を与えるものであってはならない。 

５．継手はマンホール間の管の布設を終り，漏水の有無を確認しなければならない。 

 

第３２８条 陶管の布設 

１．陶管の布設に当たっては，ソケットを上流側に向け管枕を据付け，管の中心縦勾配を正確

に保ち，管下端に空隙を生じない基礎を施さなければならない。 

２．管の継手はソケット接合とし，まず巻肌を詰め込みその上から配合１：２のモルタルを充

填し，完全水密にしなければならない。 

３．管の端面は十分密着させ内面に流れ出たモルタルは速やかに取り去らなければならない。 

４．圧縮ジョイント付の管を使用する場合は，管圧を正確に保つため表示ラベルを上にして並

べ，まず圧縮ジョイントに付着した土砂等を完全にぬぐいとり，滑材を塗布し，ヒッパラー

等にて所定の深さまで引込み，完全に水密になるようにしなければならない。 

5．管を切断する場合切口を正確にし，かつ管に損傷を生じないようにしなければならない。 

 

第３２９条 硬質ビニール管の布設 

１．ビニール管とビニール管の接合は接着剤（ゴム輪受口の場合は滑材），ビニール管用カッタ

ー（または金切のこ)，はけ，ヒッパラー等を用いて次の順序により行わなければならない。 

また，接着剤については監督員の承諾を得なければならない。 

２．直管は管軸に対して直角に切断し，やすりで仕上げ外面をわずかに面取りしなければなら

ない。 

３．直管の外面及び継手の内面の油，埃などを乾いた布で拭き取り，差し込み深さの印を直管

の外面に付けなければならない。 

４．接合前に直管を継手に差し込んでみて，挿入長，内外径をチェックし，不十分のときは継
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手を取り替えなければならない。 

５．直管の外面及び継手の内面に接着剤，滑材を薄く均一にのばすようにして塗らなければな

らない。 

６．パイプ差口を受口に軽く差込み管軸を合せたのち－気に標線まで差込む。ハンマー等の打

込みは絶対にしてはならない。 

接合が完了すれば３０秒～１分間そのまま挿入力を保持し，はみ出した接着剤，滑材はき

れいに拭き取らなければならない。 

７．管材料は直射日光をさけること。 

 

 

第３３０条 マンホール，ます等の築造  

１．マンホールに接続する管は，管の端面をマンホール内面に一致させなければならない。 

２．インバートは標準構造図の通り正確に仕上げ，特別の場合は監督員の指示に従って仕上げ

なければならない。 

３．足掛金物の取付けはマンホール標準構造図のとおりとしなければならない。 

４．マンホール蓋部の仕上げ高は計画道路面に合わせなければならない。 

５．その他マンホール標準図及び監督員の指示に従わなければならない。 

 

第３３１条 既設下水管及びマンホールへの接続 

１．既設部分への接続に対しては，必ず既設管底及びマンホール高さを測量し，設計指示高さ

との照査をして監督員に報告しなければならない。 

２．接合部分において仮締切等を設けたときは，工事完了後監督員の検査を受けなければなら

ない。 

３．工事中発生した残材は管内へ絶対に流入させてはならない。 

 

第３３２条 管の閉塞 

１．本工事施工中，あるいは施工完了後において管渠を閉塞する必要のある場合は，必ず監督

員の承諾を得たうえで行わなければならない。 

 

第３３３条 布設管の表示 

１．請負者は施工に際し，監督員の指示により，布設管の上部に表示杭を設置しなければなら

ない。 

 

 

 

第７節 推進工 
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第３３４条 刃口 

１．刃口の設計，製作に当たっては，土質条件に応じて貫入抵抗に耐え，切羽の安定と作業性

を考慮しなければならない。請負者は製作に先だち承諾図を提出し，監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

 

第３３５条 立坑 

１．立坑の形状及び位置は設計図書を原則とするが，立坑付近の環境，交通，地下埋設物等の

条件によっては，監督員の承諾のうえ，変更することができる。 

２．立坑の構造については，土質条件，荷重条件に基づく強度計算，施工法を検討のうえ，計

算書，構造図を提出し，監督員の承諾を得なければならない。 

 

第３３６条 設備 

１．立坑は，発進設備，推進設備，吊り降し及び資材搬入設備，ずり搬出設備，給排水設備，

昇降設備等を有するものでなければならない。 

２．推進設備は管を安全に推進できる能力を有するとともに，掘削の進行を調整する機能を持

ち，坑内で行われる掘削，土砂搬出裏込め注入作業などに支障なく，能率的に推進作業を進

めることが出来るものでなければならない。 

３．発進台は，がたつき等のないよう安定性には十分考慮しなければならない。 

４．ジャッキ支圧壁は，鉄筋コンクリート造，または鋼製とするがジャッキの支圧力に対して

破壊，変形の生じない構造としなければならない。 

なお，支圧壁は土留壁と十分緊結させ，ジャッキ支圧面は管推進線と直角で，ジャッキを

正確に支持できる面に仕上げなければならない。 

５．刃口の位置，姿勢並びに推進線の状態を確認するため，適当な測定装置を設置しなければ

ならない。 

６．坑内の排水，換気及び照明には十分な注意をはらい，作業員の健康管理に留意できるよう

現場の状況に応じた必要な設備を施さなければならない。 

 

第３３７条 掘進 

１．管の押込みに先だっては，十分な排水設備及び押込みに十分耐えうる堅固な支圧壁並びに

山留を施さなければならない。 

２．発進方向が定まったら，菅端のアタッチメント，スペーサー，ジャッキ，支圧壁の各々の

接合点を十分点検し，全体が完全に緊張するまで，徐々に油圧を上り方向に変動がなく，個々

に異常がないことを確認して圧入を開始しなければならない。 

３．管の据付押込みに当たっては，設計図のとおり常に中心線及び勾配に注意し誤差を生じな

いように推進用管一本推進するごとに，中心測量，水準測量を実施しなければならない。 
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４．掘削は必ず貫入掘削とし，いかなる場合でも先掘りによる地盤のゆるみ，沈下あるいは陥

没を起こしてはならない。 

５．管の接合部には鋼製カラーを使用し，止水を目的とする伸縮性及び接着性のあるシール材

によって目詰めし推進完了後，内部より極練りモルタル（１：２）を充填しなければならな

い。 

６．継手ボルト，管緊結材の使用に当たっては，あらかじめその材質及び形状寸法について監

督員の承諾をうけなければならない。 

７．押込みを終ったときは，継手用ボルト，管連結用鋼材を取り除き仕上げを行った後に内部

を清掃しなければならない。 

８．推進に伴い異常を認めた場合は直ちに原因を究明し，その対策を検討し監督員と協議しな

ければならない。 

 

第３３８条 滑材及び裏込注入 

１．注入に当たっては注入目的を達成するため十分調査検討しなければならない。 

２．滑材及び裏込め材の配合については特記仕様書で指示するほか，下記を標準とするが，地

山の土質に適したものを検討し，監督員の承諾を得なければならない。 

 

滑材1㎥当り 裏込材1㎥当り
ベントナイト 100kg セメント 500kg
マットオイル 40 フライアッシュ 250kg
ハイゲル 2kg 砂 300kg
CMC 2kg ベントナイト 100kg
水 0．9㎥ 分散剤 2kg

水 0．6㎥

３．注入用機械は，注入量及び注入圧に対し十分余裕のあるものを使用しなければならない。

また，機械器具類は注入中故障のないようあらかじめ検査し，整備しておかなければならな

い。 

４．注入時は注入液が十分管の背面にゆきわたる範囲において，できる限り低圧としなければ

ならない。 

５．注入中は，注入液が地表面に頓出しないよう処置しなければならない。 

６．注入作業の実施時間は，監督員と打合せのうえ，その指示に従って開始しなければならな

い。 

７．注入中は，その状態を常に監視し，注入効果を最大限に発揮するよう努めなければならな

い。 

８．注入完了後は注入管取付孔にモルタル（１：２）を充填し周囲ととりあわせよく仕上げな

ければならない。 

 

第３３９条 調査及び測定 
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１．推進に伴い，下記事項の調査，測定及び観測を行わなければならない。 

（１）土質，地下水位の調査 

（２）推進管の方向測量 

（３）路面及び近接構造物の沈下測定 

（４）ジャッキ圧の測定 

（５）ジャッキ支圧壁の状況 

（６）立杭土留壁の変形 

（７）推進用鉄筋コンクリート管の状況  

（８）その他監督員の指示する事項  

２．土質，土被り，上載荷重などの条件に適応した処置を講じるとともに，常に切羽及び地表

面の状態を観察し，異変に対しては十分臨機応変の措置をとれるようにしておかなければな

らない。 

３．計画路線上と，その両側に適当な範囲内に測点を設け，水準測量を行わなければならない。

特に刃口の通過直前直後の測量は密に行わなければならない。 
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第４章 無筋，鉄筋コンクリート工 

 

第１節 コンクリート工 

 

第４０１条 一般 

１．コンクリート工及び鉄筋コンクリート工については，特に指示する場合のほかは，すべて

土木学会制定の標準示方書により施工するものとする。 

２．特殊工事，雑工事等の簡易なコンクリートについては，特記仕様書等に示した場合は，こ

の章によらないことができる。 

３．レディーミクストコンクリートを使用する場合には工場名を事前に監督員に報告しなけれ

ばならない。 

４．品質を確かめるための検査は，請負者が直接行うものとし，やむを得ずレディーミクスト

コンクリート生産者等に検査のための試験を代行させる場合は，請負者がその試験に立会い，

その結果について監督員の承諾を得なければならない。 

５．レディーミクストコンクリートの圧縮強度試験は材令２８日強度を，基準として７日のも

のについても行い，所要強度について，監督員の承諾を得なければならない。強度に疑義が

ある場合は監督員の指示があるまで当該レディーミクストコンクリートの使用を中止しなけ

ればならない。 

 

第４０２条 コンクリートの配合 

１．コンクリートの配合のための設計基準強度，粗骨材最大寸法，スランプについては，特記

仕様書等で特に指示するほかは，次の表を標準とする。 

 

工　種 コンクリートの種類 σｃｋ 粗骨材最大寸法 スランプ

処理場 均しコンクリート 18N/ｍ㎡
25mm
40mm

8cm

ポンプ場 無筋コンクリート 18N/ｍ㎡
25mm
40mm

8～15cm

管　渠 鉄筋コンクリート 21N/ｍ㎡
25mm
40mm

8～15cm

２．施工に先だち，あらかじめ配合試験を行い，所要の品質を確かめて次表により監督員の承

諾を得なければならない。 

示方配合表 

 

粗骨材の
最大寸法

スランプ 空気量 単位水量
単位セメ
ント量

水セメント
比

絶対細骨
材量

単位細骨
材量

単位粗骨
材量

単位混和
材剤量

Ｗ Ｃ Ｗ／Ｃ Ｓ／Ａ Ｓ Ｇ
（ｍｍ） （ｃｍ） （％） （ｋｇ） （ｋｇ） （％） （ｋｇ） （ｋｇ） （ｋｇ） （cc又はg)

３．水密性を要するコンクリートの場合は水セメント５５％以下を標準とする。 
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第４０３条 打設準備 

１．打設前に，打設場所を清掃し，すべての雑物を除き鉄筋の固定を確認し，コンクリートの

凍結するおそれのある場合のほかは，堰板を十分濡らさなければならない。 

２．ポンプ打設による圧送管，管径は１１０㎜～１５０㎜を標準としコンクリートホッパーか

らフレキシブルホースの先端までの圧送管実延長は２００ｍ以下でなければならない。 

３．配管は鉄筋，または型枠上に直接配置してはならない。ポンプ車と打設場所との連絡には

専任の連絡員を配置するとともにポンプ車と作業位置相互の連絡を密にして施工しなければ

ならない。 

４．圧送パイプ内はコンクリート圧送に先立ち，あらかじめ水で十分湿らし，内面を潤滑にし

たのち，モルタルまたは，モルタル分の多い配合のコンクリートを送り，継手からもれない

ことを確認して，所定の配合のコンクリートを送るようにしなければならない｡ 

 

第４０４条 コンクリート打設 

１．コンクリートの打設は，打設作業，運搬方法，打設順序と方法，１回の打設高さ，並びに

締固め方法の打設計画書を提出し，監督員の承諾を得なければならない。 

２．コンクリートは材料の分離及び損失を防ぐことができる方法で速やかに運搬し，打設しな

ければならない。運搬に時間を要する場合でも，１．５時間以内に打設しなければならない。 

３．コンクリートは，その表面が１区画内でほぼ水平となるように打設しなければならない。 

４．型枠の高さが高い場合または壁，梁，柱の鉄筋が複雑かつ打設口が狭い箇所については，

材料の分離を防ぐため必要間隔に適当な方法で受口を設けなければならない。原則として，

１．５ｍ以上の高さから投げ下ろしてはならない。 

５．壁または柱における，コンクリート打設，及び締固めの際，ブリージングを少なくするよ

うに打上り速度を調整しなければならない。 

６．コンクリート打設中，表面の浮き水は適切な方法で除いたあとでなければ，その上にコン

クリートを打設してはならない。 

 

第４０５条 締固め及び打ちたし 

１．コンクリートは，打設中及びその直後十分に締固め，コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠

の隅々まで行きわたるようにしなければならない。締固めは原則として内部振動機によらな

ければならない。 

２．上層の振動締固めを行うときは，振動機を下層コンクリートの中に１０㎝程度差し込んで

振動させなければならない。 

３．薄い壁または，型枠の構造上内部振動機の使用が困難な箇所には型枠振動機を用いるか，

またはコンクリート打設後型枠の外側を軽打してコンクリートの落着きをよくしなければな

らない。 
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４．床版または梁と，壁または柱と力弾体的に働くよう設計されている場合には，壁または柱

のコンクリートの収縮及び沈下に備えるため壁または柱のコンクリートの打設後４時間以上，

単体的に働くように設計されてない場合でも２時間以上たった後でなければ，床版または梁

のコンクリートを打設してはならない。 

張出し部分をもつ構造の場合は，前記に準じて施工しなければならない。 

５．下部のコンクリートが幾分固まり始めているときに，上部のコンクリートを打ちたす場合

には，上部のコンクリートを締固めるさいに振動機の下部をコンクリートに差し込み，下部

コンクリートを再振動締固めするようにしなければならない。 

 

第４０６条 縦シュート 

１．縦シュートは，管を継ぎ合せて作り，自由に曲がるようなものでなければならない。 

 

第４０７条 斜めシュート 

１．監督員の承諾を得た場合に限り，斜めシュートを用いることができる。 

２．シュートは鉄製または鉄板張りで，全長にわたってほぼ一様な傾きを持ち，その傾きは，

コンクリート材料の分離をおこさないものでなければならない。 

３．シュートの下端とコンクリートの打設面との距離は１．５ｍ以下でなければならない。 

４．斜めシュートで運搬したコンクリートに材料の分離が認められた場合は，シュートの吐口

に受け台を設けコンクリートをこれに受け練り直してから打設しなければならない。 

 

第４０８条 養生 

１．コンクリートは打設後乾燥，低温あるいは急激な温度変化などにより有害な影響をうけな

いように十分養生しなければならない。 

２．コンクリートは硬化中に振動衝撃あるいは荷重を加えないよう保護しなければならない。 

３．コンクリートの露出面はむしろ，布，砂などを濡らしたものでこれを覆うか，または散水

を行って打設後少なくとも５日間，常に湿潤状態に保たなければならない。なお高炉セメン

トを使用したコンクリートは，発熱量が小さいうえ，初期強度が低いのでこれらの点を十分

考慮のうえ養生を行わなければならない。 

４．型枠が乾燥するおそれがあるときは，これに散水しなければならない。 

 

第４０９条 施工継目 

１．施工計画書で定められた打継目の位置及び構造は，これを遵守しなければならない。万一

施工上の都合からやむを得ず別に打継目を設けなければならない場合は，監督員の承諾を得

なければならない。 

２．平面打継目は，打継ぎに先だって全面にわたり，面はつりを行い，硬化したコンクリート

の表面からゆるんだ骨材粒，品質の悪いコンクリート，レイタンスならびに雑物を完全に取
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り除き，表面に十分吸水させセメントペーストを塗布したうえで，コンクリートを打設しな

ければならない。 

３．水平打継目で水密を必要とする箇所は，止水を考慮した適切な処置を行わなければならな

い。 

４．鉛直打継目の施工は，３項に準じて行うが，この場合新コンクリートの打継面に分離した

水が集まったら，水を取り除き打ち継がなければならない。 

 

第４１０条 表面仕上げ 

１．露出面となるコンクリートは，美観上あるいは構造物の耐久性及び水密性を大きくするう

えから，完全なセメントペースト面が得られるよう仕上げなければならない。 

２．コンクリート表面にできた突起または筋などは，これを除いて平らにし，豆板，欠けた箇

所などその不完全な部分を取り除いて水で濡らした後，熟練者がコンクリートまたはモルタ

ルのパッチングによって手直しをしなければならない。 

３．締固めを終り，所定の高さ及び形に均したコンクリートの上面は，しみ出た水がなくなる

か，または上面の水を処理したのちでなければ仕上げてはならない。 

仕上げには木ごてを用いるものとする。なお，仕上げの精度を必要とする場合は，木ごて

で仕上げた後，作業が可能な範囲でできるだけ遅い時期に金ごて仕上げをしなければならな

い。 

４．露出面となるコンクリート表面でスラブ面（管廊，歩廊，機械設置箇所）などは，水溜り

等が出来ないように水勾配を考慮した施工図を作成し監督員に提出しなければならない。 

 

第２節 暑中コンクリート工 

 

第４１１条 一般 

１．暑中コンクリートを施工する場合には，その材料，打設，及び養生等に注意しなければな

らない。 

 

第４１２条 材料 

１．アジテータートラックで輸送中炎熱にさらされた場合は，アジテーターを冷やさなければ

ならない。 

 

第４１３条 コンクリート打設 

１．打設時のコンクリートの温度は３５℃以下でなければならない。 

２．コンクリートは打ち終わるか，または施工を中止したときには日光の直射をさけ，風を防

ぎ，表面を湿潤に保つようにコンクリートを直ちに保護しなければならない。 
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第３節 寒中コンクリート工 

 

第４１４条 一般 

１．日平均気温が４℃以下になると予期されるときは，コンクリートの施工について適切な処

置をしなければならない。 

 

第４１５条 材料 

１．骨材の加熱は，温度が均等でかつ過度に乾燥しない方法によらなければならない。水及び

骨粉を熱する装置，方法，温度等について監督員の承諾を得なければならない。 

２．促進剤を用いるときは，監督員の承諾を得なければならない。 

３．寒中コンクリートにはＡＥコンクリートを用いなければならない。 

４．単位水量は凍害を少なくするため，作業ができる範囲内で，できるだけこれを少なくしな

ければならない。 

 

第４１６条 コンクリート打設 

１．コンクリートの温度は打込みのとき１０～２０℃を原則とする。 

 

第４１７条 養生 

１．養生中はコンクリートの温度を約１０℃に保たなければならない。 

２．コンクリートに給熱する場合，コンクリートが乾燥したり，局部的に熱せられたりしない

よう注意しなければならない。保温養生または給熱養生を終った後，コンクリートの温度を

急激に低下させてはならない。 

 

第４節 型枠及び支保工 

 

第４１８条 一般 

１．型枠及び支保工は，設計図書に示されたコンクリート部材の位置，形状及び寸法が正確に

確保され，満足なコンクリートが得られるようにこれを施工しなければならない。 

２．型枠は容易に組立て及び取り外すことができ，堰板またはパネルの継目は一般に鉛直また

は水平とし，モルタル漏れのない構造にしなければならない。 

３．特に指定のない場合でも，コンクリートの角に面取りができる構造としなければならない。 

４．重要な構造物の型枠，及び支保工については施工図を作成し監督員の承諾を得なければな

らない。 

 

第４１９条 支保工 

１．支保工は十分な支持力を持たなければならない。特に支柱は沈下しないよう，その受ける

34 
 



荷重を適当な方法で地盤に分布させ，高さが高いときには，つなぎ及びすじかいを設けなけ

ればならない｡ 

 

第４２０条 型枠工 

１．型枠の緊張材はボルト式とし，直接土に接する部分（フーチングを除く)，及び防水下地，

及び打放し面にはコーンを使用しなければならない。 

２．型枠を取り外した後，コンクリートの表面にコーンを残しておいてはならない。なお，コ

ーン跡の穴うめは硬練りモルタルで入念に行わなければならない。 

３．支承，支柱，仮構などは，くさび砂箱ジャッキなどで支え振動衝撃などを与えないで容易

に取り外せるようにしなければならない。 

４．型枠の取り外し時期は，監督員と協議しなければならない。 

 

第５節 鉄筋工 

 

第４２１条 貯蔵及び取扱い 

１．鉄筋は直接地上に置いてはならない。（少なくとも１０㎝以上）倉庫内か若しくは防水シー

ト等適当な覆いをして貯蔵しなければならない。 

 

第４２２条 鉄筋の加工 

１．鉄筋は，設計図または加工図に示された形状及び寸法に正しく加工し，かつ曲げ戻しを避

け，あるいは常温で加工するなど材質を害しない方法で加工しなければならない。また，異

形鉄筋は一般に縦方向にリブがあるから加工の際注意しなければならない。 

２．鉄筋の曲げ半径は特に指定のない限り下記を標準とする。 

（１）折曲げ鉄筋の曲げ半径 ７．５Ｄ以上 

（２）ラーメン構造における隅角部外側半径 １０．１Ｄ以上 

（３）スターラップ及び帯鉄筋の半径（ＳＲ３０及びＳＤ３０）２．０Ｄ以上 

 

第４２３条 鉄筋の組立 

１．鉄筋は正しい位置に配置し，コンクリートを打つときに移動しないよう十分堅固に組立て

なければならない。このため必要に応じて組立用鉄筋を用いるが，使用数量は特に指定のな

い限り，ベース及びスラブでＤ１６×Ｄ１３の配筋箇所では１．５㎡当り１ケ所（Ｄ１３～

Ｄ１６）壁でＤ１６×Ｄ１３の配筋箇所では３．０㎡当り１ケ所（Ｄ１３～Ｄ１６）を標準

とする。また，鉄筋の交点の要所は直径０．９㎜以上の焼なまし鉄線または適当なクリップ

で緊結しなければならない。 

２．鉄筋と型枠との間隙は，つり金物，モルタル塊等で正しく保持しなければならない。被り

は下記を標準とする。 
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（１）一般の構造物 ５ｃｍ 

（２）海水等に接する構造物 ７ｃｍ 

３．鉄筋は，組立ててから長日時たったときには，コンクリート打設の前に再び組立ての検査

をし，これを清掃しなければならない。 

４．鉄筋は，組立てる前にこれを清掃し浮き錆や鉄筋の表面についた泥，油，ペンキ，その他

鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは，これを除かなければならない。 

 

第４２４条 鉄筋の継手 

１．鉄筋の継手が重ね継手の場合は，継手位置は一断面に集中するなど，応力の集中個所は避

けなければならない。 

２．将来の継ぎ足しのために構造物から露出しておく鉄筋は，損傷，腐食など受けないようセ

メントペースト等を塗布して保護しなければならない。 

３．鉄筋の重ね継手の長さは，特記仕様書で指定しない場合は，コンクリート標準示方書（土

木学会）に基づき施工しなければならない。 

４．ガス圧接については下記事項を遵守しなければならない。 

（１）ガス圧接作業員は有資格者であり，作業前に作業員名簿を提出し監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

（２）圧接面の錆，油ペイント，セメントペースト，その他有害な付着物は完全に除去し，グ

ラインダーなどで酸化膜を生じさせないように仕上げなければならない。 

（３）加圧器は棒鋼の公称断面に対して３００㎏／ｃ㎡以上の加圧能力を有し，かつ速度調整

が可能なものであること。 

（４）圧接個所は作業中あるいは作業終了直後，衝撃を与えたり急冷したりしてはならない。

特に降雨降雪時や強風時に作業をしてはならない。 

（５）圧接継手における鉄筋の許容偏心量は直径の１／５（日本建築学会）以下とし，また，

ふくらみは直径の１．４倍以上とする。これに適合しない個所あるいはその他の理由で不

良と思われる個所は再圧接を行わなければならない。 

（６）圧接部は次の要領で引張り試験を行わなければならない。 

ａ）原則として圧接箇所２００箇所ごとに，試験片５本を取るものとする。取る箇所は監督

員が指示する。 

ｂ）試験片が代表する部分の合否及びその収置は下表によるものとする。 

ｃ）引張り試験において，圧接部から破断したものは不合格，母材から破断しその降伏点強

度及び破断強度がその鉄筋の規格値以上あれば合格とする。 
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表 

合格本数 合・否 処　　　　　　置 備　　　考

５本 合　格

４本 - 新たに５本の試験片を取り再試験 再試験片は同一グループから

３本以下 不合格 すべて切断し、再圧接

 

 

第４２５条 開口部の補強 

１．スラブまたは壁の開口部周辺の補強鉄筋は設計図面に基づいて配置しなければならない。 

２．図面に明示されていない場合は，開口によって切断された鉄筋量以上の鉄筋で両側を補強

し，鉄筋は周辺より４０Ｄ以上伸ばして施工しなければならない。 

３．矩形の開口部では，その隅角部を４５°の角度で補強し，円形の開口部ではフープ筋を補

強しなければならない。 
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第５章 薬液注入工 

 

第１節 薬液注入 

 

第５０１条 一般事項 

１．薬液注入の施工に当たっては，薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針（建

設省官技発１６０号昭和４９年７月１０日）薬液注入工法の管理について（建設省官技発第

１５７号昭和５２年４月２１日）により施工しなければならない。 

２．薬液注入工事は，注入工事に関する優れた技術と経験を有する責任技術者を現場に常駐さ

せ，十分な施工管理を行わなければならない。 

３．注入場所と，井戸，河川，貯水池または養魚池等（以下井戸等という）が近接する場合（お

おむね１０ｍ以内）は井戸等の水質を汚染するおそれがある薬液で注入工事は行ってはなら

ない。ただし，信頼できる不透水層，またはこれに代るものが挾在する場合はこの限りでな

い。 

４．注入に使用する薬液は，水ガラス系（主剤がケイ酸ナトリウムである薬液をいう）で劇物

またはフッ素化合物を含まないものでなければならない。 

 

第５０２条 事前調査 

１．薬液注入の施工計画に当たっては，事前に下記事項について調査し，速やかに監督員に報

告しなければならない。 

（１）土質調査（透水性，力学的・物理的性質） 

（２）地下埋設物（種類，構造，形状，位置，土被り） 

（３）地下水（水位，水質，流れの方向） 

（４）井戸等の有無（注入現場からおおむね１００ｍ以内） 

（５）井戸等の水質（位置深さ，形状，利用目的及び利用状況） 

なお，上記のうち水質調査は水素イオン濃度，ＣＯＤ，及び主な含有物等について，公的

機関の試験結果を報告しなければならない。 

 

第５０３条 施工計画 

１．施工に当たっては，事前に施工計画書を提出し，監督員の承諾を得なければならない。な

お，施工計画に当たっては下記事項を明記しなければならない。 

（１）責任技術者の氏名（履歴書を添付） 

（２）飲用水源の対策及び監視計画 

（３）使用薬液の種類と成分 
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（４）注入範囲と注入間隔 

（５）注入量 

（６）注入方法の詳細（現場配合，使用機械，単位吐出量ゲルタイム，注入順序） 

（７）施工管理方法の説明（品質，数量，ゲルタイム，配合試験，Ｐ－Ｑ管理図，残土及び排

水処理等） 

（８）工程表 

（９）薬液の保管管理方法 

（10）空容器の返品方法 

（11）残薬液の処分方法 

 

第５０４条 現場注入試験 

１．請負者は，注入箇所で現場注入試験を監督員立会いのうえで施工し，下記事項について結

果を報告しなければならない。 

（１）ゲルタイム 

（２）注入圧，注入時間，単位吐出量 

（３）注入有効範囲（ボーリング，掘削による観察） 

（４）ゲル化の状態（ボーリング，掘削による観察） 

（５）Ｐ－Ｑ管理図 

 

第５０５条 施工及び管理 

１．薬液注入工事が安全に施工されていることを確認するため発注者，請負者及び薬液注入工

事の施工者で構成される薬液注入工事管理連絡会を設けること。 

２．薬液の注入に当たっては，薬液が十分混合するよう主剤及び助剤の混合点から注入点まで

の距離（混合物）は１０ｍ以上とする。 

３．注入作業中は付近の井戸等及び地下埋設物，構造物等に注入液が流入しないよう，または，

注入圧力によって付近の地盤，地下埋設物及び構築物に変動をきたさないよう常時監視しな

ければならない。 

４．配合後の薬液は注入に先だち注入管より採取し，ゲル化の状況をチェックしなければなら

ない。なお，採取回数は１日１回以上及び配合の変わるごとに行わなければならない。 

５．透水係数の小さい層を挟むように地盤へ薬液を浸透させる必要がある場合は，空隙の大き

い層からセメント，またはベントナイト溶液を注入し，その後空隙の小さい層に薬液を注入

しなければならない。 

６．薬液注入箇所に近接して井戸等の施設があった場合，その注入並びに水質監視について特

に注意しなければならない。 

７．薬液注入箇所に近接して樹木草木類及び農作物がある場合，果樹等も含めて樹木類につい

てはその箇所より垂直距離２．０ｍ以内，水平距離３．０ｍ以内，また，農作物を含めた草
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木類については垂直距離１．５ｍ，水平距離１．０ｍ以内の土壌に薬液が浸透しないように

しなければならない。 

８．工事現場には薬液の品質管理に必要な器具等を備えなければならない。 

９．注入中は，圧力計，流量計を常に監視しつつステップ毎に下記事項に留意しなければなら

ない。 

（１）最初吐出量を少なくし，圧力計を監視しつつ最適圧力の状態となるまで徐々に吐出量を

増加させなければならない。 

（２）圧力の上昇，降下に応じて吐出量を加減して極力最適注入圧力を維持するように努めな

ければならない。 

（３）注入が進み吐出量が一定のままで圧力が上昇し始めたら吐出量を若干増加させ，このと

き圧力の急上昇が確認された場合は注入を打切るものとする。 

（４）試験注入時に作成したＰ－Ｑ管理図と比較して，注入圧力と吐出量の関係に異常を生じ

た場合は注入を中止し，その原因を調査しなければならない。 

10．請負者は作業の状況を注入日報により毎日提出しなければならない。 

 

第５０６条 地下水の監視 

１．請負者は公共用水域等の水質汚濁を防止するため，薬液注入箇所周辺の地下水及び公共用

水域等の水質汚濁の状況を監視しなければならない。 

２．採水地点は次の各号に掲げるところにより選定するものとする。 

（１）地下水については，薬液注入箇所並びに周辺の地域の地形，地盤の状況，地下水の流向

等に応じ，注入箇所からおおむね１０ｍ以内において，少なくとも数箇所の採水地点を設

けなければならない。なお採水は観測井を設けて行うものとし，状況に応じ既存の井戸を

利用しても差し支えない。 

（２）公共用水域等については（１）規定を準用するとともに当該水域の状況に応じ，監視の

目的を達成する必要な箇所について選定しなければならない。 

３．水質の監視は２項の採水地点で採取した試料を建技１６０号による水質基準に適合してい

るか否かを判定しなければならない。 

４．３項の検査は公的機関またはこれと同等の能力及び信頼を有する機関において行わなけれ

ばならない。 

５．採水回数は，下記事項によらなければならない。 

（１）薬液注入工事着手前 １回 

（２）薬液注入工事中 毎日１回以上 

（３）薬液注入終了後 

イ ２週間を経過するまで毎日１回以上（当該地域における地下水の状況に著しい変化がない

と認められる場合で調査回数を減じても監視の目的が十分達成されると判断されるときは週

１回以上） 
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ロ ２週間経過後半年を経過するまでの間にあっては月２回以上 

第６章 舗装 

 

第１節 一般 

 

第６０１条 一般事項 

１．舗装工の施工については，この仕様書，設計図書に示すほか，次の要綱により施工するも

のとする。 

アスファルト舗装要綱（日本道路協会） 

セメントコンクリート舗装要綱（日本道路協会） 

簡易舗装要綱（日本道路協会） 

２．県道，市道の舗装工事は前項によるほか下記の仕様によるものとする。 

アスファルト舗装工事共通仕様書（日本道路協会） 

３．国道の舗装工事は前各項によるほか，下記により施工するものとする。 

路面復旧工事の設計施工基準について（建設省） 

４．国道，県道，市道の舗装に関し，この仕様書に規定する事項と占用許可条件が競合する場

合は許可条件等が優先するものとする。 

 

第６０２条 舗装復旧一般事項 

１．復旧範囲は，原則として掘削部分及びその外周の影響部分を含めた部分とする。 

２．仮復旧は，埋め戻し完了後直ちに施工し，速やかに交通開放する。交通開放後は常時監視

し，不陸が生じた場合は直ちに補修しなければならない。 

３．本復旧が完了した場合は速やかに交通開放し，開放後不陸が生じた場合は，同質の材料で

直ちに補修しなければならない。 

４．表層材料，路盤埋め戻し材料及びその厚さについては，これらを確認できる証明書，供試

体及び写真等を提出しなければならない。 

５．消火栓，止水栓，マンホール等舗装と接触する部分は，あらかじめ入念に清掃し，舗装の

切断面は整正のうえ清掃すること。 

 

第２筋 アスファルトコンクリート舗装 

 

第６０３条 路床 

１．路床に不適当な部分がある場合，及び路床面に障害物が発見された場合は，その部分を取

除き，周囲と同じ材料で埋め戻して所定の支持力を得られるように仕上げなければならない。 

２．路床は全面にわたって平らに均し転圧する。転圧は土質，使用する機械などの種類に応じ
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散水するなどして転圧に適した含水の状態で行わなければならない。 

 

第６０４条 路盤の敷き均し 

１．粒度調整砕石及び切込砕石 

（１）路盤の一層の仕上り厚は上層路盤では１５㎝以下，下層路盤では２０㎝以下になるよう

にまき出さなければならない。 

（２）骨材の敷き均しは均等に過不足のないように散布し，締固めにより不陸を生じた場合は

適当な大きさの骨材で入れ替えるか，または同じ大きさの骨材を補足して補正するものと

し，決して小さい骨材を散布して不陸の整正を行ってはならない。 

 

第６０５条 路盤の締固め 

１．粒度調整砕石及び切込砕石 

（１）下層路盤及び上層路盤の締固め度は特記仕様書に示すほかは，標準として１０ｔ以上の

マカダムローラーあるいは８～１５ｔのタイヤローラーまたはこれらと同等の効果のある

振動ローラーにより十分締固めなければならない。 

（２）構造物の取付部等ローラーによる締固めが不可能な部分は小型締固め機械などで十分締

固めなければならない。 

 

第６０６条 舗装準備 

１．粒度調整砕石及び切込砕石などの路盤には，プライムコートを散布する。 

２．プライムコート散布は，作業中に雨が降りだした場合は，ただちに中止しなければならな

い。 

また，気温が５℃以下のときには施工してはならない。 

 

第６０７条 混合物の敷ならし 

１．加熱アスファルト混合物の敷き均しは，原則としてフィニッシャーによるものとする。た

だし軽易な場合は監督員の承諾を受けて人力によることができる。 

２．敷き均した時の混合物の温度は１２０℃以上でなければならない。 

３．混合物の敷き均しに当たっては，下層表面が湿っていないときに施工するものとする。作

業中雨が降り出した場合はただちに作業を中止し，また，気温が５℃以下のときに施工して

はならない。 

４．一層の仕上り厚さは７㎝以下でなければならない。 

５．寒冷期にやむをえず５℃以下の気温で舗設する場合は，状況に応じ次の方法を組み合わせ

るなどして所要の密度に締固められることを確認し，監督員の承諾を得なければならない。 

（１）使用予定アスファルトの針入度は規格内で大きくする。 

（２）プラントの混合温度は，現場の状況を考え，逆算して決める。 
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しかし，その温度は１８５℃以下でなければならない。 

（３）混合物の運搬トラックに保温設備を設ける。 

（４）締固めない混合物の敷き均し長については，１０ｍ以上にわたらないようにしなければ

ならない。 

 

第６０８条 締固め 

１．混合物は，敷き均し後ローラーによって所定の締固め度が得られるよう十分締固めなけれ

ばならない。ローラーによる締固めが不可能な箇所はタンパー等で十分締固めて仕上げなけ

ればならない。 

２．継目及び構造物との接触部は十分締固め密着させて，平らに仕上げなければならない。 

３．仕上げ転圧はタンデムローラーまたはマカダムローラーを用いローラーマークの消せるう

ちに行い，所定の勾配を得るようにしなければならない。 
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第７章 付帯工 

 

第１節 芝付工 

 

第７０１条 一般 

１．盛土のり面及び平場には芝の生育に適した土を所定の層厚に敷き，十分突き固めて仕上げ

なければならない。 

２．芝付けに使用する芝は，現場搬入後，高く積み重ねたり長期間日光にさらしたりしてはな

らない。 

 

第７０２条 張芝工 

１．張芝工に際しては，締固めたのり面に芝を敷きならべ，土羽板をもって軽くたたいて土羽

面と密着させるものとする。次に湿気ある衣土をもって表面に均一にふりかけ，土羽板で打

ち固めなければならない。張芝の脱落を防止するため張芝一枚当たり２本以上の目串で固定

するものとする。 

 

第７０３条 筋芝工 

１．筋芝を施工するときは，土羽打ちを特に入念に行い，のりに合わせて表面を平らに仕上げ，

生芝を水平に敷きならべ，芝の小口をのり面にあらわし，上に土をおいて十分締固めたのち

次の層を施工しなければならない。また，のり肩には耳芝を施すものとする。 

 

第２節 雑工 

 

第７０４条 モルタル仕上げ 

１．モルタルは所定の配合にセメント及び洗砂を混合して全部等色となるまで数回空練りした

後，清水を注ぎながらさらに５回以上切返して練り混ぜなければならない。 

２．モルタルの配合は次のとおりとする。 

㎥当り

名　称 配　合 セメント（袋） 洗砂（㎥） 摘　要

モルタル
1：1
1：2
1：3

27．5
18．0
13．3

0．75
0．95
1．05

セメント
40

 

kg入

３．モルタル仕上げを行うコンクリートの表面は，あらかじめノミ，タガネ等で目荒しを行い，

清掃のうえ下塗りを施工しなければならない。 

４．中塗りは，定規摺りを行い木ごて押えとし，上塗りは，中塗りの水引加減を見計らって行

うものとする。また上塗りは，面の不陸がなく，かつむらのないよう仕上げなければならな
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い。 

５．床塗りは，コンクリート面のレイタンスなどを除去し，よく清掃のうえ水湿しを行い，セ

メントペーストを十分流して，ホウキの類でかき均した後，塗りつけにかかるものとする。      

塗りつけは，硬練りモルタルを板べら等でたたき込み，表面に水分を滲出させ，水引き加減

を見計らい，金ゴテ仕上げをしなければならない。 

６．防水モルタル工に混入する防水剤は，あらかじめ監督員の承諾を得たものを使用しなけれ

ばならない。 

 

第７０５条 箱抜工 

１．電気，機械工事との関連で必要とされる配管用あるいは機器据付用の箱抜き，または差し

筋は，工事区分の如何を問わず，監督員の指示に従い施工しなければならない。 

２．箱抜工，または差し筋の施工にあたっては，関連する図面及び特記仕様書を十分検討した

うえ，施工図を作成し，監督員の承諾を得なければならない。 

 

第７０６条 整流壁工 

１．有孔整流壁は，図面に基づき，塩化ビニール管を所定の長さに切断し，コンクリート型枠

に堅固，かつ正確に取付け，コンクリート打設によって狂いの生じないようにしなければな

らない。 

 

第７０７条 流出堰 

１．流出堰は全槽にわたって，その高さが同一，かつ流水に対して鉛直方向になるように取付

けなければならない。 

２．流出堰は図面及び特記仕様書によるものとする。 

３．流出堰は原則として－枚ものの板を加工して製作しなければならない。また，加工にあた

っては，Ｖカットをした箇所のノッチ効果をさけるため，径 3ｍｍ程度の穿孔をまず行い，

その後Ｖ字型に切込むものとする。 

また，切欠き底部は一直線になるよう正確に加工するものとする。なお，ボルト用の穿孔

も上記に準じて行わなければならない。 

ただし機械によってこれらを加工するときはこの限りではない。 

この場合は，監督員の承諾を得なければならない。 

４．流出堰の取付けは，流出トラフに埋込みボルト，またはホールインアンカーを正確に取付

け，これにパッキンとともに堰板を設置し，フラットバーあるいはこれに類するもので押さ

えた後，ボルト締めし取付けなければならない。 

 

第７０８条 鋳鉄管布設 

１．配管工事において，既設構造物の関係，または現場の事情で配管方法を多少変更する必要

45 
 



が生じた場合は，監督員の指示によらなければならない。 

２．管の運搬及びつり降しは特に慎重に行い，管に衝撃を与えてはならない。また，管据付け

に先だって管内の泥土，その他雑物をとり除き，同時に継手箇所及び差し口部分をよく清掃

しなければならない。 

３．配管は，製造所マークを上にし，布設位置を確認の上，管体に無理な外力が加わらないよ

うに施工しなければならない。また，管の切断または曲げなどにあたっては，割れ，ひずみ

あるいは有害な傷を生じないよう注意しなければならない。 

４．直管の継手を曲げて配管する場合には，当初から曲げたまま配管せずに必ずまっすぐに継

ぎ，ボルトを仮締めしてから所定の角度まで曲げ，その後本締めを行うことにより施工しな

ければならない。なお，直管の継手を曲げるに当たっては，監督員の承諾を得なければなら

ない。 

５．配管の継手は，空気漏れあるいは水漏れのないよう入念に施工しなければならない。 

６．メカニカルジョイント型鋳鉄管の配管において，直立配管部分あるいは曲管部分など継手

が離脱するおそれのある箇所は，図面に基づいて，すべて特殊押輪を使用しなければならな

い。 

７．埋設配管になる箇所は，埋め戻し等を行う前に監督員の検査を受けなければならない。 

８．配管支持具は，すべて図面若しくは特記仕様書に基づいて施工しなければならない。 

 

第７０９条 足掛金物 

１．足掛金具は原則としてダクタイル鋳鉄製とし，必要に応じて防錆被覆等を施さなければな

らない。 

２．足掛金具の取付けは，図面にならって，正確かつ堅固に取付けるものとし，少しでもゆる

みがあってはならない。また，足掛金具はコンクリート壁中に原則として１５㎝以上埋込まな

ければならない。 

 

第７１０条 グレーチング蓋 

１．グレーチング蓋は亜鉛メッキのものとし，ピッチ，巾，寸法などは図面若しくは特記仕様

書に明示する。なお，グレーチングを切断して使用する場合は，その枠は同質以上のもので

加工し仕上げなければならない。 

２．グレーチングの受枠は，材質がＳＳ４１の鋼板またはアングルを用いて加工したものでな

ければならない。 

３．グレーチングの形伏が大きい場合，あるいは大きな荷重がグレーチングにかかるような場

合は，監督員の指示に従って，所要の強度試験を行い，結果を報告しなければならない。 

４．グレーチングは，転落等を防止するため，なるべく速やかに取付けを行わなければならな

い。 
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第７１１条 チェッカープレート蓋（縞鋼板蓋） 

１．縞鋼板蓋は，図面若しくは特記仕様書に基づき製作しなければならない。なお，取り外し

に便利なように把手を設けなければならない。 

２．蓋はコンクリート構造物上面と同一面となるように取りつけなければならない。 

３．受枠及び縞鋼板蓋等鋼材で製作するものは，サンドプラスト，またはショットプラストで

錆落しをした後，汚水に接する箇所はタールエポキシ塗料３回塗りで仕上げなければならな

い。 

４．前条第３，４項はチェッカープレートについても準用するものとする。 

 

第７１２条 プレキャストコンクリート蓋 

１．コンクリート蓋は製作に先だち強度計算書，並びに必要に応じて割付図を作成して監督員

の承諾を得なければならない。 

２．コンクリート蓋は特記仕様書に指示するほか，設計荷重３６０ｋｇ／㎡以上許容のたわみ

量はスパン長の１／５００以下を標準とする。 

３．ＰＣ板に使用するコンクリート，ＰＣ鋼線，メッシュ等は，ＪＩＳの規格によるものとす

る。 

４．プレキャストコンクリート蓋は，その規格，形状毎に所定の強度試験を行い，監督員に報

告しなければならない。 

５．第８１１条４項，第８１１条２項はプレキャストコンクリート蓋にも準用する。 

 

第７１３条 角落し 

１．角落し材が鋼製または木製の場合ガイドの部分は鋼製の溝型鋼を使用するものとし，防錆

塗装を施さなければならない。 

木製の角落の場合の材質は桧とし防腐剤を注入したものでなければならない。 

 

第７１４条 手摺工 

１．手摺は鋼製，アルミ製，ステンレス製とし，材質はＪＩＳの規格に適合したもので，図面

に基づいて設置しなければならない。 

なお，手摺の取付け位置は，原則としてコンクリート構造部端部から内側１００㎜の線上

としなければならない。 

２．鋼製手摺の接合はすべて溶接接合で，ひずみのないように加工し，加工部はグラインダー

で仕上げなければならない。 

３．手摺の固定方法は，手摺取付け孔をはつったのち手摺脚下部に鋼板または丸鋼を溶接し，

コンクリート構造物鉄筋箇所においては取付け孔にそのまま手摺脚下部を埋め込んだ後，モ

ルタルを充填し，左官仕上げをしなければならない。 

４．鋼製手摺の塗装は下地処理を工場で１回以上，錆止め塗装を１回以上行い，現場据付け完
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了後，仕上げ塗装を２回施工しなければならない。また，塗装は使用に先だって監督員の承

諾を得なければならない。 

 

第７１５条 塗装工事 

１．塗装工は，同種の工事に従事した経験を有する熟練者でなければならない。 

２．監督員の指示があったときは，施工計画書を提出しなければならない。 

３．気温５℃以下のとき，雨天で相対湿度８０％以上のとき，または強風で砂じんが甚だしい

ときは，作業してはならない。 

４．ドライヤを塗料に混ぜてはならない。 

５．施工前に塗料材料，工程など同一条件にして作成した見本を提出し，監督員の承諾を得な

ければならない。 

６．請負者の都合により，現場搬入前に塗装を施す必要のある場合には監督員の承諾を得なけ

ればならない。 

７．塗装は，あらかじめ錆，汚物等をブラシ等で清浄し，資材の再使用の場合は老朽化した塗

料を剥ぎ落とし，構造が複雑な部分は適応する工具を使用して入念に施工しなければならな

い。 

８．塗装工事は次表を標準とする。 

 

分類名 塗　料　の　名　称 用　　　　　　　途 備　　　　考

油
性
塗
料

調合ペイント
さび止めペイント
アルミニウムペイント

手摺、鋼製建具
一般鉄部
鋼管部

中塗，上塗
下塗
中塗，上塗

合
成
樹
脂
塗
料

フェノール樹脂塗料
調合ペイント
さび止めペイント
酢酸ビニル樹脂塗料
（エマルジョン）
アクリル樹脂塗料
（エマルジョン）
エポキシ樹脂塗料

一般構造物外部
縞鋼板等
　〃
壁の下塗屋内用

壁の下塗屋外用

特に耐薬品性の要求される箇所

中塗，上塗
中塗，上塗2回
下塗2回
3回塗

3回塗

3回塗

瀝
青
系
塗
料

タールエポキシ塗料

タールエポキシ＋ガラスクロス
コールタールエナメル＋ガラスクロス

汚水の接する鉄部，コンクリー
ト汚水槽
ポンプ井の防水
埋設鋼管の外面

3回塗

1重，2回塗
2重，3回塗

 

第７１６条 セメント類吹付工 

１．セメントモルタル等の吹付けにあたっては，吹付け材料が均等になるように施工しなけれ

ばならない。 

２．吹付面が岩盤の場合は浮石をかき落し，コンクリートの場合は目荒しをしたのち十分清掃

するものとする。吹付面が吸水性の岩の場合は十分吸水させなければならない。 

48 
 



３．吹付箇所で湧水のおそれのある箇所の処置については監督員と協議しなければならない。 

４．鉄網は，仕上げ面より適当な被覆を確保し，かつ吹付等により移動しないよう，のり面に

十分固定しなければならない。また，鉄網の継手は，少なくとも１網目以上重ねなければな

らない。 

５．ノズルは，原則としてその先端が吹付面に対してほぼ直角になるよう保持し，吹付けるも

のとする。 

６．１日の作業の終了時及び休憩時には，吹付けの端部が次第に薄くなるように施工し，これ

に打継ぐ場合は，この部分をよく清掃し，かつ，湿らしてから吹付けなければならない。 

７．表面及びかどの部分は，吹付速度を遅くして，ていねいに吹付けなければならない。 

こて等で表面仕上げを行う場合は，吹付けた面とコンクリートモルタル等の付着をよくす

るように仕上げなければならない。 

８．吹付のり面の土質が土砂混じりの場合は，吹付けに際して吹付圧により土砂が散乱しない

よう十分打ち固めなければならない。 

９．鉄網取付材は，その頭部のモルタル被覆が５０㎜以上になるように打ち込み，必要に応じ

モルタルを注入して取付材を固定しなければならない。 

10．吹付けに際しては，他の構造物を汚染しないよう，また，はね返り物は，速やかに処理し

てサンドポケットなどができないよう，施工しなければならない。 

11．層に分けて吹付ける場合は，層のなじみのよい時間及び清掃について留意しなければなら

ない。 
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第８章 試験 

 

第１節 試験 

 

第８０１条 水張試験 

１．水張試験は特記仕様書，または監督員が指定する時期に下記施設について請負者の責任で

行わなければならない。 

なお，試験に先だち水張試験計画書を作成し，監督員に提出しなければならない。 

（１）水張試験を行う施設 

沈砂地，ポンプ井，最初沈殿池，エアレーションタンク，最終沈澱池，塩素混和池，濃

縮タンク，消化タンク，洗浄タンク，受水槽，冷却水槽，その他監督員が指定したもの。 

（２）水張試験に使用する水はできるだけ清澄な水を使用するものとし，施設を汚したり腐食

したり等の影響を与えないよう注意しなければならない。 

なお，受水槽，冷却水槽の水張試験には，水道水を使用しなければならない。 

（３）試験内容 

水張対象施設に注水して一定時間経過後，監督員立会いのもとに漏水の有無，越流堰の

水平度等を詳細に調査しなければならない。漏水及び水平度等で手直しが必要なときは監

督員の指示に従い，必要ある場合は再試験を行わなければならない。 

 

第８０２条 気密試験 

１．本工事に関連する施設の気密試験等は原則として本工事で実施するものとする。 

なお，試験に先だち気密試験計画書を作成し監督員に提出しなければならない。 

ただし，機械設備工事と共同して行うことが適当と認められる場合には，設備工事の請負

者と協力して実施することができる。 

２．気密試験は，タンク内の気圧を常用圧力及び４５０㎜水柱に高め，２４時間の気圧変動の

測定を行わなければならない。 

 

第８０３条 試運転調整 

１．請負者は前２条の試験合格後，監督員が指示する期間，関連の電気，機械設備の総合的機

能試験に協力しなければならない。 
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第９章 地籍調査標石の管理保全 

 

第１節 標石等の措置 

 

第９０１条 標石等の措置 

１．標石の敷地またはその付近で標石の損傷その他その効用を害するおそれがあるときは，監

督員の指示に従い控杭を設け，工事完成後は復元を行い，監督員の検査を受けなければなら

ない。 
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付録 

 

別紙１ 施工計画書の記載要領 

別紙２ 工事記録写真撮影要領 

別紙３ 下水道工事完成図及び台帳作成要領 

別紙４ 建設工事公衆災害防止対策要綱 

別紙５ 下水道工事提出書類の様式集 
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別紙１ 

施工計画書の記載要領 

 

（１）施工計画書の作成は，この要領に準拠して作成すること。 

（２）様式はＡ４（２１０ｍｍ×２９７ｍm)，横書きとし，図面は縮尺，寸法を明記し，縮図

のうえＡ４版に製本すること。 

（３）提出期限は，契約の後１４日以内，ただし，分割提出のときは監督員の承諾を受けるこ

と。 

（４）記載内容 

表紙 工事件名，請負会社名及び現場代理人氏名，印，提出年月日，分冊番号 

目次 分割提出の項目があるときは，その旨を提出予定時期，分冊番号とともに記載する

こと。 

 

設計図書に定められた事項 

Ⅰ 工事概要 

 

Ⅱ 現場組織 

（１）現場組織 

ア．現場代理人，主任技術者，事務担当者，渉外担当者，現場担当者，安全管理者,保安責任

者，火気取扱責任者等 

イ．注入責任技術者（注入工のとき)，酸素欠乏危険作業主任者（圧気工法のとき)，その他

法令で定める主任技術者・責任者 

※ア，イともに各資格証の写しを添付すること。 

（２）緊急連絡体制（緊急連絡先を明記すること） 

 

Ⅲ 工程 

（１）施工口数と順序 

平面図に着色し，着工予定日，完了予定日を記入。 

（２）工程表 

実施工程表であること。（全体ネットワーク及び工程別細目ネットワーク） 

（３）労務計画 

実施工程表に基づき，職種別に予定員数を記載。 
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（４）使用材料の搬入計画（仮設用と本工事用に区別する） 

 

事項 計画

工種 数量
日 備考区分 品名 単位 月

（５）主要機械の使用計画 

 

仕様

工種 ○月 ○月
備考機械名 使用台数形式 規格 作業性能

使用月

 ※排出ガス対策型，低騒音対策型の有無を記載すること。 

 

Ⅳ 仮設備 

構築物，仮設物の施工，完成，維持またはこれに関連する施設，装置を記載する。 

１）現場事務所，監督員事務所，休憩所，材料置場，倉庫等に消火設備の状況を付記すること。 

２）仮設工 

（１）電気設備 

受電容量，受電設備，配線状況，取扱責任者 

（２）足場及び棧橋 

作業用覆工，棧橋等重量物を支持するものは構造図のほか施工法，応力計算書を付ける。

（３）仮締切工，仮排水路 

位置，構造，緊急時の撤去方法等を説明し，水理計算書を付ける。 

（４）水替工 

ポンプの能力，台数，排水処理状況の図示説明 

（５）ウェルポイント工，デイープウェル工 

施工位置，土質，地下水の状況を具体的に作成するほか，工法の概要，諸設備，事故防

止対策等を説明するとともに，計算書を付ける。 

（６）仮道路 

位置，構造等を図示説明 

 

Ｖ 各種調査 

１）地域の環境，土質，地下水の状況，測量の方法 

２）地下埋設物，地上構造物，家屋等の実態調査方法 

３）試掘調査の方法 

上記に基づいて報告書を作成し，影響及び支障物件の種類，規模を把握のうえ防護方法を

記載する。 
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Ⅵ 施工 

（１）山留工 

施工断面，種別ごとに，位置，構造，工法，使用機械等を図示説明し，応力計算書を付

ける。  

現場打コンクリート杭，オーガー削孔杭，連続地下壁等の場合は，その工種，工法の概

要を追記し，泥水工法を採用の場合は，泥水管理とその処理方法を説明する。 

（２）路面覆工 

施工場所，構造等を図示説明し，応力計算書を付ける。 

（３）土工 

掘削場所，工法，運搬，処分方法，埋戻材料，埋戻方法等を説明する。 

（４）築造計画 

施工順序と施工管理の方法を説明する。 

（５）コンクリート工 

型枠の構造，コンクリートの打設区分，打継目位置方法，鉄筋加工等を図示説明する。 

ただし，小規模なものは省略することができる。 

（６）杭基礎工 

試験杭，本杭の打込方法，順序，使用機械，落下高，溶接等につき図示説明。 

（７）推進工 

施工場所の図示，土質，地下水の状況等を説明。 

ア．立坑部 

山留工の種類と構造，使用機械の説明，応力計算書を付ける。 

イ．管渠部 

使用管渠の種別，推進装置，油圧機器，支圧壁，刃口等の構造を図示説明。カラー，継

手ボルト，連結鋼材の品質形状，裏込注入材の配合，注入方法，使用機器等の図示説明。 

なお，長距離推進，特殊推進工法，あるいは立坑を潜函工法，深礎工法等によって築造す

るときは，その旨を上記に準じて説明すること。 

（８）その他 

ア．舗装工 

施工位置，種別，構造，面積等を図示説明。 

イ．植栽工 

植樹の種類，位置，施工方法，順序等を図示説明。 

 

ウ．支障物件の防護方法（地上，地下） 

既設の支障物件の防護方法を図示説明すること。 

エ．その他 
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その他，特殊工法については，その内容について説明すること。 

 

Ⅷ 安全管理その他 

（１）交通及び一般の保安施設 

工事中における保安施設，保安要員の配置状況。休業中における対策等を図示説明。 

（２）騒音，振動，地盤沈下，粉塵，危険物，劇物等に対する措置状況。 

（３）仮歩道，残土仮置場，捨場，機械の運用等の状況。 

（４）安全教育 

社員，作業員に対する一般的な注意事項，機械器具の取扱い方法，危険物，劇物等取扱

い方法等の安全についての教育方法。 

※内容については「下水道工事施工管理の手引」を参考に作成すること。 

（５）再生資源の利用の促進について 

   「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）に基づき，再生

資源利用計画書を添付すること。 

（６）工事への協力お願い 

   近隣住民へ配布する工事案内，工事への協力お願い（別紙６参照）を添付すること。 
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別紙２ 

工事記録写真撮影要領 

 

１．要領の適用 

請負者は工事の記録写真の撮影にあたっては，この要領に従うこと。 

 

２．撮影箇所 

  撮影は別表に示す箇所のほか，監督員が指定する箇所または当然記録に残す必要があると

思われる箇所は撮影しておかなければならない。 

 

３．撮影方法 

（１）撮影計画書の提出 

   請負者は，施工前に撮影計画書を監督員に提出すること。ただし，小規模の工事につい

ては，この計画書を省略することができる。 

（２）撮影内容と頻度 

撮影内容と頻度については別表Ⅰによること。 

（３）撮影位置等の表示 

ア．写真には下図に準拠し，工事件名，撮影場所，工種，撮影対象等を明記した黒板を入れ

て撮影すること。 

    なお，出来形管理については，設計値，実測値を明記し，撮影すること。 

平成 年度

工事名

工種

約４０ｃｍ

設計値

実測値

請負業者名 会社

約５０ｃｍ

 

イ．位置の確認を容易にするため，できるだけ付近の背景を入れること。なお，一枚の写真

では位置が不明となる場合は遠景と近景を２枚撮影すること。 

（４）所定寸法等の表示 

ア．写真には所定の施工寸法が判定できるように，必ず寸法を示す器具を入れて撮影するこ

と。 

イ．寸法を示す器具は，撮影後判読できるものとし，次のいずれかを使用すること。 

   ①箱尺  ②リボンテープ 
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ウ．構造物に箱尺等をあてる場合は目盛の零位点に留意すること。 

エ．寸法読みとりの定規は，水平または鉛直に正しくあて，かつ定規と直角の方向から撮影

すること。 

（５）その他 

ア．撮影箇所の周囲はよく整理しておくこと。 

イ．撮影はできるだけ同一方向に一定して撮ること。 

ウ．夜間工事は夜間の状況が判断できる写真であること。 

エ．撮影は次の工程に移る直前に行うこと。 

オ．必要に応じて遠景とアップを撮影すること。 

 カ．掘削部での撮影は，陰になることのないよう撮影すること。 

 

４．整理編集 

（１）写真の大きさ 

写真の大きさは，サービスサイズを標準とする。 

（２）写真帳の大きさ 

   写真帳の大きさは原則としてＡ－４版を標準とする。 

   表紙には工事件名，施工業著名を記入すること。 

（３）写真等の整理 

ア．写真撮影後は，速やかに現像またはプリントアウトを行い，工事の進行順に常に整理し

ておくこと。 

イ．写真帳には必要に応じ余白に見取図，または説明をつけること。 

（４）写真帳の提出 

   工事が完成した時は，速やかに写真帳を提出すること。 
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別表１（管渠工事）撮影内容および頻度 

 

区分 工　　種 撮影箇所及び内容 撮影頻度 摘　　　　　要

一
般

現状概況
施工前と施工後は必ず同一箇所を同
一方向から撮影する。

施工前後に各路線ごと
写真説明には，施工区分
を明示する。

基礎部分

割栗石基礎，砕石基礎，枕土台，梯
子胴木，コンクリート基礎等別に，
厚さ，設置状態をリボンテープ，ス
タッフ等で寸法を明示して撮影す
る。

円形管にあっては，各路
線ごと，現場打矩形渠に
あっては一築造空間（20
～30ｍ）に1箇所

監督員の指示によりカ
ラー撮影

管渠部分
・布設状況（特にジョイント部）
・配筋状況，コンクリート仕上がり
状況等の寸法を明示して撮影する。

同上

基礎部分
割粟石基礎，砕石基礎，コンクリー
ト基礎別に厚さ，形状，設置

その都度
監督月の指示によりカ
ラー撮影

築造部分

・配筋、型枠、コンクリート仕上り
状況をポール、スタッフ等で寸法を
明示して撮影する。
側塊の仕上がり状況

同上

桝
工
事

桝及び取付管 汚水桝については基礎部分，側塊
汚水桝一特殊桝はその都
度。円形は10箇所に1箇
所。

山留工
木矢板，簡易鋼矢板，H鋼又は，Ⅰ型
鋼等別に腹起こし，切梁等の設置状
況を撮影する。

各路線ごとに1箇所。
矢板等の打設中の撮影に
は，施工区分を表示す
る。

覆工仮締切工
設置状況
設置の前及び施工中取り除き後を同
一方向から撮影する。

路線ごとに1箇所。
箇所ごと

防護工
吊り防護，受け防護その他をそれぞ
れ施工中と埋戻し前に種類を明示し
て撮影する。

箇所ごと，又は30ｍ毎に
撮影する。

土
工
事

土工
・埋設状況
・埋戻し状況は，各層ごとに材質が
わかるように撮影する。

路線ごと
埋戻しは監督員の指示に
よりカラー撮影

舗
装
工

舗装工
舗装完了後の全景及び各部の断面を
寸法を明記して撮影する。
路盤工，基層，表層及びコアー

路線ごと
路盤工，基層はカラー撮
影

据付押込設備工
刃口支庄壁
推進設備及び設置状況を撮影する。

各路線ごと 刃口は地上撮影

推進工
掘削状況
裏込作業状況
残土搬出状況等を撮影する。

同上

立坑
山留，覆工等は仮設工の区分に準じ
て撮影する

薬液注入工
施工機械設備状況，注入施工状況を
撮影する。（注入後の効果状況）

各路線ごと
掘削後注入効果状況のわ
かる箇所はカラー撮影

ウエルボイント工
（ディープウエール工な
ど）

ウエルボイント及びポンプの施工状
況と設置状況を撮影する。

同上

特殊工法 設備状況及び施工状況 箇所当り
監督員と打合せ。必要場
面を撮影する。

その他
主要築造物等で完了後では確認しが
たい箇所

その都度

そ
の
他

マ
ン
ホ
ー

ル
築
造
工

管
渠
工
事

仮
設
工

推
進
工

地
盤
改
良
工
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別紙３ 

下水道工事完成図及び台帳作成要領 

 

図面 

図面は，次に掲げる要領により作成する。 

イ．管渠 

（ａ）幹線路は，２本線，枝線路は，１本線の実線で記入する。 

（ｂ）管渠の形状別表示については，円形管は○，方形及び長方形渠□，開渠 の各記号で記

入する。 

（ｃ）管渠の大きさは，円形管の場合は内径を，方形渠，長方形渠，及びその他の特殊渠の場

合は幅及び高さの最大のところを表す。 

（ｄ）延長は，マンホール中心間をもって表す。 

（ｅ）管渠底高は，マンホール内壁における各管渠の底高をもって表す。 

（ｆ）管渠の形状，勾配及び延長を表す文字は，マンホールとマンホールとの間に記入する。 

（ｇ）管渠底高を表す文字は，その所属管渠と並行して管渠底高の変化箇所に記入する。なお，

変化箇所に記入できないときは，適当に位置を変更して，引出し線をもって所属管渠を明

確にする。 

（ｈ）管渠の流向を示す矢印は，その所属管渠線に接近した位置に並行して記入する。 

ロ．マンホール 

（ａ）マンホールは，その形伏及び寸法により，適宜区別し記入する。 

（ｂ）マンホール位置の地盤高は，標高で表わし，マンホールふた縁枠の高さをもって表す。 

なお，縁わくが傾斜している場合は，その上下の平均をとって表す。 

（ｃ）マンホール箇所の地盤高を表す文字は，マンホールの中心に向う矢印線を引き，縦書き

（漢字）で明確に記入する。 

桝は，雨水桝と汚水桝とを，それぞれ形状別に記号を定めて記入する。 

ハ．取付管 

（ａ）取付管は，雨水，汚水とも記入する。 

（ｂ）取付管は，大きさ別に識別し，その識別した凡例に基づき明確に記入する。 

二．高低測量 

（ａ）原図における水準基標は，国土交通省国土地理院の水準基標，または各都市の信頼すべ

き水準基標とする。 

（ｂ）水準測量は，必ず閉合し，その閉合誤差は，１㎞につき１０㎜以内とする。 
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◎　マンホール番号．管渠番号は上記のように，恥（≡∋で表わす。

◎＋地盤高は漫字で表しマンホールの右下に記入する。

◎　マンホール位置を表すオフセットは．道路境界を基準として両側及び爾街角より管渠中心まで

の距離を紀入する。

⑳　取付管延長は．本管中心よりキャップ止めまでの長さとする。

◎　取付管渓さは，境界における土破りとする。

◎　すべての距離測量は．少数第二位を二捨三人七冶八人した数字で紀入し（m）で表す。

◎　管底高は少数第三位まで．取付管の埋設深さは少数弟二位までそれぞれ（m）で表す。

⑳　地盤高は少数第二位までの（m）で表す。

◎　勾配は管菜延長で管底高の差を除したものを少数第二位を四捨五入したもので表す。

◎　本管・取付管記入内容

○　本管

Ⅲ
1
甥

∵
．
址

12
′
′
／
配勾

闇
／
径

管

○　取付管

（0150　3．1017．弧

／／
管径　取付管延長

血
．
1
調

1
　
　
　
埋

㍗
・
・
軋

分岐点までの距離

取付管斜め施工の場合の記入例

（例1）
－i

（∋150　3．1010．00　VU l．00

（7．00）

（例2）

戸
0150　2．50　0．00　VU l．00

（3．50）

凡　　　　　　　　　　　 例

官 民 境 界 V　 U 硬 質塩化 ビニール管

幹 線 管 渠 H P B
遠心力鉄筋コンクリート管　（B 形）

枝 線 管 渠 H P G ◆
（推 進用 ）

●
（温 マ ン ホー ル

T ・P 陶　　　　　　 管

◎
晶 マ ン ホ ー ル

V　 H 高剛性硬質塩化ビニール管

○
品 マ ン ホ ー ル

◎ （温 マ ン ホ ー ル

◎ 温 マ ンホ ー ル

◎ 特 殊 マ ンホ ー ル

－一一㊦ － 副 管 付 マ ンホ ー ル

一一で 痺 朋 福 ンホ ‾ ル

㈱　図面寸法についてはB－2版（51．5×72．8）と

し．平面l乳縦断図が一括して記入できる場

合は同一図面とする。

完　成　図 路線名記入

／

（正）（互互）（三む

公 共 下 水 道

工 事 番 号 年 度　　　 帝　　　　 号
工 事 名 称

工 事 場 所 地 内

図 面 名

縮　　 尺 l 図 面 番 号

作 成 年 月 日 平 成　　 年　　 月　　 日

請　 負　 業　 者　 名

惧

長

鳳 係

長
係



◎ 　 什 薄 さ 註 彗 苅 一 べ ヾ 分 － モ 菊 ． 聖 哺 封 昆

与 弾 滑 川 帝 吋 ヨ 訪 印 ン 「 汁 伊 8 相 聞 ヰ ○ 轟 荘

欄 功 回 春 熟 珊 甜 芦 磯 ヰ か ○

◎ 　 菌 匝 d V 骨 － 】 三 笠 芸 道 蒜 畠 （ 　 ） 噌 d 健

か か 沖 田 ン す か ○

◎ 　 悍 和 声 哺 評 渾 紬 沖 田 ン す か 。

◎ 　 哺 熟 談 戸 々 ヾ 甘 － し て 哺 □ 8 副 職 吋 背 ン ヰ

か ○

◎ 　 迫 田 声 増 串 滞 和 学 か ベ ヾ 斗 － 旨 翻 障 淋 「

空 く ノ 汁 搭 淋 （ 哺 瀞 牌 闊 ） 巧 ． 謬 「 汁 伊 8 沖 田

ン ヰ か ○

◎ 　 群 琴 南 け 和 好 か 添 呼 声 鞘 等 諒 吋 敬 神 砕 d

詑 ン ヰ か い 什 ○

霊 ■ 　 国 風 4 療 吾 b モ 六 立 由 － 竺 帝 （ 芦 ひ × 声 望

什 「 稲 武 図 ・ 鞍 寄 図 彗 － 芥 「 べ 田 y d W か 添

吟 声 刃 1 回 且 什 す か 。
紳 　 熟 　 国

（ 恩 U － 蔓 彗

柵
中

除
き柑

噂
軍 愴 鱒 坤 か

寺 熟 一鈴 ：：
□

】：コ

都 〉
ロ

国 司 l沖

H 尊 顔 翌

H せ か 等

H 蓋 ヰ

坪 井 ■ 決
・

桝

相 知 ・蹄 ：〕
コ

ロ
夢 苫

一掃 押 測 t和

｛　
睾

国 亘
l

嘲 郎
】

覇
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建設省経建発第１号 

平成５年１月１２日 

 

 

鹿児島県知事 殿 

 

 

建設事務次官     

 

建設工事公衆災害防止対策要綱の制定について 

 

標記要綱は，建設工事における適正な施工を確保し，公衆災害を防止するための技術基準と

して，最近の建設工事における技術的な進歩や市街地等での複雑な制約条件に対応しつつ，建

設工事現場における最近の重大事故の発生に対処するため，これまでの「市街地土木工事公衆

災害防止対策要綱（昭和３９年制定，昭和６０年最終改正)」の適用範囲及び規定内容を見直す

とともに新たに建築工事についての規定を加えることにより，別添のとおり制定したものであ

る。 

貴職におかれては，今後，建設工事の発注に当たって，仕様書に本要項の遵守方を明記する

等，公衆災害の防止に遺漏のないよう措置されたくご協力を願いたい。 

また，この旨貴管下市区町村に対し周知徹底方併せてお願いする。 

なお，「市街地土木工事公衆災害防止対策要綱（昭和３９年１０月１日建設省発計第５７号)」

は廃止した。 
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建設工事公衆災害防止対策要綱 

 

土木工事編 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１ この要綱は，土木工事の施工に当たって，当該工事の関係者以外の第三者（以下「公衆」

という。）に対する生命，身体及び財産に関する危害並びに迷惑（以下「公衆災害」という｡）

を防止するために必要な計画，設計及び施工の基準を示し，もって土木工事の安全な施工

の確保に寄与することを目的とする。 

 

（適用）  

第２ この要綱は，公衆に係わる区域で施工する土木工事（以下単に「土木工事」という｡）に

適用する。 

２ 起業者及び施工者は，土木工事に当たっては，公衆災害を防止するために，この要綱の

各項目を遵守しなければならない。ただし，この要綱において起業者が行うこととされて

いる内容について，契約の定めるところにより施工者が行うことを妨げない。 

 

（工法の選定） 

第３ 起業者又は施工者は，土木工事の計画，設計及び施工に当たって，公衆災害の防止のた

め，必要な調査を実施し，関係諸法令を遵守して，安全性等を十分検討した有効な工法を

選定しなければならない。 

 

（工期）  

第４ 起業者は，土木工事の工期を定めるに当たっては，この要綱に規定されている事項が十

分に守られるように配慮しなければならない。 

 

（公衆災害防止対策経費） 

第５ 起業者は，工事を実施する地域の状況を把握したうえ，この要綱に基づいて必要となる

措置をできるだけ具体的に明示し，その経費を工事金額のなかに計上しなければならない。 

 

（現場組織体制） 

第６ 施工者は，土木工事に先立ち，当該土木工事の現場の立地条件等を十分に把握した上で，

65 
 



工事の内容に応じた適切な人材を配置し，指揮命令系統の明確な現場組織体制を組むとと

もに，工事関係者に工事の内容や使用機器材の特徴等の留意点について周知させるものと

する。 

２ 施工者は，複数の請負関係のもとで工事を行う場合には，特に全体を統括する組織によ

り，安全施工の実現に努めなければならない。 

 

（隣接工事との調整） 

第７ 起業者及び施工者は，他の建設工事に隣接輻輳して土木工事を施工する場合には，公衆

災害に係わる事項について，連絡調整を行うものとする。 

 

（付近居住者等への周知） 

第８ 起業者及び施工者は，土木工事の施工に当たっては，あらかじめその工事の概要を付近

の居住者等に周知させ，その協力を求めなければならない。 

２ 施工者は，土木工事の施工に当たっては，起業者と連絡を密にし，付近の居住者等の公

衆災害防止に対する意向を十分考慮しなければならない。 

なお，交通規制を伴う場合は，通行者の通行をできるだけ妨げないようにするとともに， 

規制状況の広報に努めなければならない。 

 

（事故発生時の措置と原因調査） 

第９ 土木工事の施工により事故が発生し，公衆に危害を及ぼした場合には，その起業者及び

施工者は，直ちに応急措置及び関係機関への連絡を行うとともに，速やかにその原因を調

査し，類似の事故が再発しないよう措置しなければならない。 
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第２章 作業場 

 

（作業場の区分） 

第１０ 施工者は，土木工事を施工するに当たって作業し，材料を集積し，又は機械類を置く

等工事のために使用する区域（以下「作業場」という｡）を周囲から明確に区分し，この

区域以外の場所を使用してはならない。 

２ 施工者は，公衆が誤って作業場に立ち入ることのないよう，固定さく又はこれに類す

る工作物を設置しなければならない。ただし，その工作物に変わる既設のへい，さく等

があり，そのへい，さく等が境界を明らかにして，公衆が誤って立ち入ることを防止す

る目的にかなうものである場合には，そのへい，さく等をもって代えることができるも

のとする。 

また，移動を伴う道路維持修繕工事，軽易な埋設工事等において，移動さく，道路標

識，標示板，保安灯，セイフティーコーン等で十分安全が確保される場合には，これを

もって代えることができるものとする。 

３ 前項のさく等は，その作業場を周囲から明確に区分し，公衆の安全を図るものであっ

て，作業環境と使用目的によって構造を決定すべきものであるが，特に風等により転倒

しないよう十分安定したものでなければならない。 

 

（さくの規格，寸法）  

第１１ 固定さくの高さは 1.2 メートル以上とし，通行者（自動車等を含む｡）の視界を妨げな

いようにする必要がある場合は，さくの上の部分を金網等で張り，見通しをよくするも

のとする。 

２ 移動さくは，高さ 0.8 メートル以上１メートル以下，長さ１メートル以上 1.5 メート

ル以下で，支柱の上端に幅 15 センチメートル程度の横板を取りつけてあるものを標準

とし，公衆の通行が禁止されていることが明らかにわかるものであって，かつ，容易に

転倒しないものでなければならない。また，移動さくの高さが１メートル以上となる場

合は，金網等を張り付けるものとする。 

 

（さくの彩色）  

第１２ 固定さくの袴部分及び移動さくの横板部分は，黄色と黒色を交互に斜縞に彩色（反射

処理）するものとし，彩色する各縞の幅は 10 センチメートル以上 15 センチメートル以

下，水平との角度は 45 度を標準とする。ただし，袴及び横板の３分の２以下の部分に黄

色又は白色で彩色した箇所を設け，この部分に工事名，起業者名，施工者名，公衆への

注意事項等を記入することはさしつかえない。 
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（移動さくの設置及び撤去方法） 

第１３ 施工者は，移動さくを連続して設置する場合には，原則として移動さくの長さを越え

るような間隔をあけてはならず，かつ，移動さく間には保安灯又はセイフティーコーン

を置き，作業場の範囲を明確にしなければならない。 

２ 施工者は，移動さくを屈曲して設置する場合には，その部分は間隔を空けてはならな

い。 

また，交通流に対面する部分に移動さくを設置する場合は，原則としてすりつけ区間

を設け，かつ，間隔をあけないようにしなければならない。 

３ 施工者は，歩行者及び自転車が移動さくに沿って通行する部分の移動さくの設置に当

たっては，移動さくの間隔をあけないようにし，又は移動さくの間に安全ロープ等を張

ってすき間のないよう措置しなければならない。 

４ 施工者は，移動さくの設置及び撤去に当たっては，交通の流れを妨げないように行わ

なければならない。 

 

（作業場への車両の出入） 

第１４ 施工者は，道路上に作業場を設ける場合は，原則として，交通流に対する背面から車

両を出入りさせなければならない。ただし，周囲の状況等によりやむを得ない場合にお

いては，交通流に平行する部分から車両を出入りさせることができる。この場合におい

ては，交通誘導員を配置し，できるだけ一般車両の通行を優先するとともに公衆の通行

に支障を与えないようにしなければならない。 

 

（作業場内の工事用車両の駐車） 

第１５ 施工者は，道路上に設置した作業場内に，原則として，作業に使用しない車両を駐車

させてはならない。また，作業に使用する作動中の車両にあっては，やむを得ない場合

を除き，運転手を当該車両に常駐させなければならない。 

 

（作業場の出入口） 

第１６ 施工者は，作業場の出入口には，原則として，引戸式の扉を設け，作業に必要のない

限り，これを閉鎖しておくとともに，公衆の立入りを禁ずる標示板を掲げなければなら

ない。ただし，車両の出入りが頻繁なときは扉を開放しておくことができるが，その間，

必ず見張員を配置し，出入りする車両の誘導にあたらせなければならない。 

２ 施工者は，作業場に出入りする車両等が，道路構造物及び交通安全施設等に損傷を与

えることのないように注意しなければならない。損傷させた場合には，直ちに当該管理

者に報告し，その指示により復旧しなければならない。 
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第３章 交通対策 

 

（道路標識等） 

第１７ 起業者及び施工者は，道路敷に又は道路敷に接して作業場を設けて土木工事を施工す

る場合には，工事による一般交通への危険及び渋滞の防止，歩行者の安全等を図るため，

事前に道路状況を把握し，交通の処理方法について検討の上，道路管理者及び所轄警察

署長の指示するところに従い，「道路標識，区画線及び道路標識に関する命令（昭和 35

年総理府･建設省令３号)」及び「道路工事現場における標示施設等の設置基準（昭和 37

年建設省道発第 372 号)」による道路標識，標示板等で必要なものを設置しなければなら

ない。 

２ 施工者は工事用の諸施設を設置するに当たって必要がある場合は，周囲の地盤面から

高さ 0.8 メートル以上２メートル以下の部分については，通行者の視界を妨げることの

ないよう必要な措置を講じなければならない。 

 

（保安灯） 

第１８ 施工者は，道路上において又は道路に接して土木工事を夜間施工する場合には，道路

上又は道路に接する部分に設置したさく等に沿って，高さ１メートル程度のもので夜間

150 メートル前方から視認できる光度を有する保安灯を設置しなければならない。 

この場合，設置間隔は，交通流に対面する部分では２メートル程度，その他の道路に面

する部分では４メートル以下とし，囲いの角の部分については特に留意して設置しなけ

ればならない。 

 

（遠方よりの工事箇所の確認） 

第１９ 施工者は，交通量の特に多い道路上において土木工事を施工する場合には，遠方から

でも工事箇所が確認でき，安全な走行が確保されるよう，保安施設を適切に設置しなけ

ればならない。このため，第１７（道路標識等）及び第１８（保安灯）に規定する道路

標識及び保安灯の設置に加えて，作業場の交通流に対面する場所に工事中であることを

示す標示板（原則として内部照明式）を設置するものとする。 

さらに，必要に応じて夜間 200 メートル前方から視認できる光度を有する回転式か点

滅式の黄色又は赤色の注意灯を，当該標示板に近接した位置に設置しなければならない。 

２ 前項の場合において，当該標示板等を設置する箇所に近接して，高い工事用構造物等

があるときは，これに標示板等を設置することができる。 

３ 施工者は，工事を予告する道路標識，標示板等を，工事箇所の前方 50 メートルから

500 メートルの間の路側又は中央帯のうち視認しやすい箇所に設置しなければならない。 
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（作業場付近における交通の誘導） 

第２０ 施工者は，道路上において土木工事を施工する場合には，道路管理者及び所轄警察署

長の指示を受け，作業場出入口等に必要に応じて交道誘導員を配置し，道路標識，保安

灯，セイフティーコーン又は矢印板を設置する等，常に交通の流れを阻害しないように

努めなければならない。なお，交通量の少ない道路にあっては，簡易な自動信号機によ

って交通の誘導を行うことができる。 

また，近接して他の工事が行われる場合には，施工者間で交通の誘導について十分な

調整を行い，交通の安全の確保を図らなければならない。 

 

（まわり道） 

第２１ 起業者及び施工者は，土木工事のために一般の交通を迂回させる必要がある場合にお

いては，道路管理者及び所轄警察署長の指示するところに従い，まわり道の入口及び要

所に運転者又は通行者に見やすい案内用標示板等を設置し，運転者又は通行者が容易に

まわり道を通過し得るようにしなければならない。 

 

（車両交通のための路面維持） 

第２２ 施工者は，道路を掘削した箇所を車両の交通の用に供しようとするときは，埋戻した

のち，原則として，仮舗装を行い，又は覆工を行う等の措置を講じなければならない。

この場合，周囲の路面との段差を生じないようにしなければならない。やむを得ない理

由で段差が生じた場合は，５パーセント以内の勾配ですりつけるものとし，施工上すり

つけが困難な場合には，標示板等によって通行車両に予知させなければならない。 

２ 施工者は，道路敷において又は道路敷に接して工事を行う場合で，特に地下掘進工事

を行うときは，路面の変状観測を行うものとし，必要に応じ，本章各項に規定する設置

を講じなければならない。 

 

（車道幅員） 

第２３ 起業者及び施工者は，土木工事のために一般の交通の用に供する部分の交通を制限す

る必要のある場合においては，道路管理者及び所轄警察署長の指示に従うものとし，特

に指示のない場合は，次の各号に掲げるところを標準とする。 

一 制限した後の道路の車線が１車線となる場合にあっては，その車道幅員は３メートル

以上とし，２車線となる場合にあっては，その車道幅員は 5.5 メートル以上とする。 

二 制限した後の道路の車線が１車線となる場合で，それを往復の交互交通の用に供する

場合においては，その制限区間はできるだけ短くし，その前後で交通が渋滞することの

ないように措置するとともに必要に応じて交通誘導員等を配置する。 
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（歩行者対策） 

第２４ 起業者及び施工者は，第２３（車道幅員）に規定する場合において，歩行者が安全に

通行し得るために歩行者用として別に幅 0.75 メートル以上，特に歩行者の多い箇所にお

いては幅 1.5 メートル以上の通路を確保しなければならない。 

この場合，車両の交通の用に供する部分との境には，第１１（さくの規格，寸法）から

第１３（移動さくの設置及び撤去方法）までの規定に準じてすき間なく，柵等を設置す

るなど歩行者用通路を明確に区分するとともに，歩行に危険のないよう路面の凹凸をな

くし，必要に応じて階段等を設けておかなければならない。 

 

（通路の排水） 

第２５ 施工者は，土木工事の施工に当たり，一般の交通の用に供する部分について，雨天等

の場合でも通行に支障がないよう，排水を良好にしておかなければならない。 

 

（高い構造物等及び危険箇所の照明） 

第２６ 施工者は，道路上に又は道路に近接して杭打機その他の高さの高い工事用機械類若し

くは構造物を設置しておく場合又は工事のため一般の交通にとって危険が予想される箇

所がある場合においては，それらを白色照明等で照明し，それらの所在が容易に確認で

きるようにしなければならない。 

２ 前項の場合において，照明装置は，その直射光が通行者の目を眩惑しないようにしな

ければならない。 

 

（施設の維持等） 

第２７ 起業者及び施工者は，第２章及び本章の規定に基づいて必要な施設を設置したときは，

それらの施設が十分に機能を発揮するように維持するとともに，標示板等が，道路標誠

等の効果を妨げることのないように注意しなければならない。 
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第４章 軌道等の保全 

 

（軌道経営者との事前協議） 

 

第２８ 起業者は，軌道敷内又は軌道敷に近接した場所で土木工事を施工する場合においては，

あらかじめ軌道経営者と協議して工事中における軌道の保全方法につき，次の各号に掲

げる事項について決定しなければならない。 

一 軌道経営者に委託する工事の範囲 

二 工事中における軌条，架線等の支持方法 

三 工事中における軌道車両の通行に関する規制及び規制を実施するための具体的方法 

四 軌道車両の通行のために必要な工事施工の順序及び方法並びに作業時間等に関する規

制及び規制を実施するための具体的方法 

五 工事中軌条，架線等の取り外しを行う必要の有無及び必要ある場合の取り外す方法，

実施時間等 

六 相互の連絡責任者及び連絡方法 

七 その他，軌道保全に関し必要な事項 

八 前各号の事項に関し，変更の必要が生じた場合の具体的措置 

 

（軌道施設等の仮移設等） 

第２９ 起業者は，土木工事に関して軌条，停留場，安全地帯等の軌道施設等の仮移設等が必

要となる場合においては，あらかじめ軌道経営者，道路管理者及び所轄警察署長と協議

しなければならない。 

 

（協議事項の周知及び遵守） 

第３０ 起業者は，第２８（軌道経営者との事前協議）及び第２９（軌道施設等の仮移設等）

の規定に基づく協議により決定された事項を，施工者に周知徹底さなければならない。 

２ 施工者は，第２８（軌道経営者との事前協議）及び第２９（軌道施設等の仮移設等）

の規定に基づいて決定された事項を遵守し，疑問の生じた場合には，その事項について

起業者に確認しなければならない。 

 

（絶縁工） 

第３１ 起業者及び施工者は，軌道帰線から１メートル以内の箇所に，金属性の管路等を埋設

する等の場合においては，軌道経営者の指示に従い絶縁工を施さなければならない。 
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（鉄道） 

第３２ 起業者は，鉄道敷内又は鉄道敷に近接した場所で土木工事を施工する場合においては，

鉄道経営者に委託する工事の範囲及び鉄道保全に関し必要な事項を鉄道経営者と協議し

なければならない。 
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第５章 埋設物 

 

（保安上の事前措置） 

第３３ 起業者は，土木工事の設計に当たっては，工事現場，工事用の通路及び工事現場に近

接した地域にある埋設物について，埋設物の管理者の協力を得て，位置，規格，構造及

び埋設年次を調査し，その結果に基づき埋設物の管理者及び関係機関と協議のうえ，設

計図書にその埋設物の保安に必要な措置を記載して施工者に明示しなければならない。 

 

（立会） 

第３４ 起業者は，埋設物の周辺で土木工事を施工する場合において，第３３(保安上の事前措

置）に規定する調査を行うに当たっては，原則として，各種埋設物の管理者に対し埋設

物の種類，位置（平面，深さ)等の確認のため，第３６（埋設物の確認）の規定による立

会を求めなければならない。ただし，各種埋設物の状況があらかじめ明らかである場合

はこの限りではない。 

 

(保安上の確認） 

第３５ 起業者又は施工者から埋設物の保安に必要な措置を行うよう明示を受けた施工者は，

埋設物に近接して土木工事を施工する場合には，あらかじめその埋設物の管理者及び関

係機関と協議し，関係法令等に従い，工事施工の各段階における保安上の必要な措置，

埋設物の防護方法，立会の有無，緊急時の連絡先及びその方法，保安上の措置の実施区

分等を決定するものとする。 

２ 起業者が前項の規定により決定し，施工者に通知したときは，施工者は決定事項を厳

守しなければならない。 

 

（埋設物の確認） 

第３６ 起業者または施工者は，埋設物が予想される場所で土木工事を施工しようとするとき

は，施工に先立ち埋設物管理者等が保管する台帳に基づいて試掘等を行い，その埋設物

の種類，位置（平面，深さ)，規格，構造等を原則として目視により確認しなければなら

ない。 

なお，起業者または施工者は，試掘によって埋設物を確認した場合においては，その

位置等を道路管理者及び埋設物の管理者に報告しなければならない。 

この場合，深さについては，原則として標高によって表示しておくものとする。 

２ 施工者は，工事施工中において，管理者の不明な埋設物を発見した場合，埋設物に関

する調査を再度行い，当該管理者の立会を求め，安全を確認した後に処置しなければな

らない。 
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（布掘り及びつぼ掘り） 

第３７ 施工者は，道路上において土木工事のために杭，矢板等を打設し，又は穿孔等を行う

必要がある場合においては，埋設物のないことがあらかじめ明確である場合を除き，埋

設物の予想される位置を深さ２メートル程度まで試掘を行い，埋設物の存在が確認され

たときは，布掘り又はつぼ掘りを行ってこれを露出させなければならない。 

 

（露出した埋設物の保安維持等） 

第３８ 施工者は，工事中埋設物が露出した場合においては，第３５（保安上の措置）の規定

に基づく協議により定められた方法によって，これらの埋設物を維持し，工事中の損傷

及びこれによる公衆災害を防止するために万全を期するとともに，協議によって定めら

れた保安上の措置の実施区分に従って，常に点検等を行わなければならない。 

なお，露出した埋設物には，物件の名称，保安上の必要事項，管理者の連絡先等を記載

した標示板を取りつける等により，工事関係者等に対し注意を喚起しなければならない。 

２ 露出した埋設物がすでに破損していた場合においては，施工者は，直ちに起業者及び

その埋設物の管理者に連絡し，修理等の措置を求めなければならない。  

３ 施工者は，露出した埋設物が理戻した後において破損するおそれのある場合には，起

業者及び埋設物の管理者と協議の上，適切な措置を行うことを求め，工事終了後の事故

防止について十分注意しなければならない。  

４ 施工者は，第１項の規定に基づく点検等の措置を行う場合いにおいて，埋設物の位置

が掘削床付け面より高い等通常の作業位置からの点検等が困難な場合には，あらかじめ

起業者及びその埋設物管理者との協議の上，点検等のための通路を設置しなければなら

ない。 

ただし，作業のための通路が点検のための通路として十分利用可能な場合にはこの限

りではない。 

 

（近接位置の掘削） 

第３９ 施工者は，埋設物に近接して掘削を行う場合には，周囲の地盤のゆるみ，沈下等に十

分注意するとともに，必要に応じて埋設物の補強，移設等について，起業者及びその埋

設物の管理者とあらかじめ協議し，埋設物の保安に必要な措置を論じなければならない。 

 

（火気） 

第４０ 施工者は，可燃性物質の輸送管等の埋設物の付近において，溶接機，切断機等火気を

伴う機械器具を使用してはならない。 

ただし，やむを得ない場合において，その埋設物の管理者と協議の上，周囲に可燃ガス等の

存在しないことを検知機等によって確認し，熱遮へい装置など埋設物の保安上必要な措置を講

じたときにはこの限りではない。 
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第６章 土留工 

 

（土留工を必要とする掘削） 

第４１ 起業者又は施工者は，地盤を掘削する場合においては，掘削の深さ，掘削を行ってい

る期間，当該工事区域の土質条件，地下水の状況，周辺地域の環境条件等を総合的に勘

案して，土留工の型式を決定し，安全かつ確実に工事が施工できるようにしなければな

らない。 

この場合，切取り面にその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削ができる場合を除

き，掘削の深さが 1.5 メートルを越える場合には，原則として，土留工を施すものとす

る。 

また，掘削深さが４メートルを越える場合，周辺地域への影響が大きいことが予想さ

れる場合等重要な仮設工事においては，親杭横矢板，鋼矢板等を用いた確実な土留工を

施さなければならない。 

 

（土質調査） 

第４２ 起業者は，重要な仮設工事を行う場合においては，既存の資料等により工事区域の土

質状況を確認するとともに，必要な土質調査を行い，その結果に基づいて土留工の設計，

施工方法等の検討を行うものとする。 

 

（土留工の構造） 

第４３ 土留工の安定に関する設計計算は，学会その他で技術的に認められた方法及び基準に

従い，施工期間中における降雨等による条件の悪化を考慮して行わなければならない。

また，土留工の構造は，その計算結果を十分に満足するものでなければならない。 

 

（杭，鋼矢板等の打設工程） 

第４４ 施工者は，道路において杭，鋼矢板等を打設するためこれに先行する布掘りを行う場

合には，その布掘りの工程の範囲は，杭，鋼矢板等の打設作業の工程の範囲において必

要最小限にとどめ，打設後は速やかに埋め戻し，念入りに締め固めて従前の機能を維持

し得るよう表面を仕上げておかなければならない。 

なお，杭，鋼矢板等の打設に際しては，周囲地域への環境対策についても配慮しなけ

ればならない。 

 

（鋼矢板等の適用） 

第４５ 起業者又は施工者は，掘削予定箇所の土質が軟弱で地下水が高い等好ましくない条件

のもとで工事を行う場合においては，鋼矢板による土留工法又はこれと同等以上の安全
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性を有する土留工法を採用しなければならない。  

 

（杭，鋼矢板等の根入れ） 

第４６ 杭，鋼矢板等の根入れ長は，安定計算，支持力の計算，ボイリングの計算及びヒービ

ングの計算により決定するものとする。この場合，重要な仮設工事にあっては，原則と

して根入れ長は，杭の場合においては，1.5 メートル，鋼矢板等の場合においては，3.0

メートルを下回ってはならない｡  

 

（軟弱地盤対策） 

第４７ 起業者又は施工者は，掘削基盤付近の地盤が沈下，移動又は隆起するおそれがある場

合においては，土留壁の根入れ長の増加，底切りばりの設置，地盤改良等適切な措置を

講じるとともに，工程及び工法についても安全が確保できるように配慮しなければなら

ない。 

 

（親杭横矢板） 

第４８ 重要な仮設工事に用いる親杭横矢板は，次の各号に掲げるところを標準とする。  

一 土留杭は，H-300 を最小部材とする。 

二 土留板は，所要の強度を有する木材で最小厚を３センチメートルとし，その両端が，

４センチメートル以上（当該土留板の板厚が，４センチメートルを越えるときには当該

板厚以上）土留杭のフランジに係る長さを有するものとする。 

２ 施工者は『土留板を掘削後速やかに掘削土壁との間にすき間のないようにはめ込まな

ければならない。また，土壁との間にすき間ができたときは裏込め，くさび等ですき間

のないように固定しなければならない。 

 

(鋼矢板の寸法） 

第４９ 重要な仮設工事に用いる鋼矢板は，Ⅲ型以上を標準とする。 

 

(腹おこし） 

第５０ 施工者は，腹おこしの施工に当たっては，土留杭又は鋼矢板等と十分に密着するよう

にし，すき間を生じたときはパッキング材等で土留からの荷重を均等に受けられるよう

にするとともに，受け金物，吊り下げワイヤー等によって支持し，振動その他により落

下することのないようにしなければならない。 

２ 重要な仮設工事にあっては，次の各号に掲げるところを標準とする。 

一 腹おこしは，H-300 を最小部材とし，継手間隔は６メートル以上とする。 

二 腹おこしの垂直間隔は，３メートル程度とし，土留杭又は鋼矢板等の頂部から１メー

トル程度以内のところに，第１段の腹おこしを施すものとする。 
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ただし，覆工を要する部分にあって受桁がある場合においては，第１段の腹おこしは，

土留杭又は鋼矢板等の頂部から１メートルを超えるところに施すことを妨げない。 

 

（切りばり） 

第５１ 施工者は，切りばりを施工するに当たっては，切りばりを腹おこしの間に接続し，ジ

ャッキ等をもって堅固に締めつけるとともに，ゆるみ等を生じても落下することのない

よう中間杭，ボルト等によって支持しなければならない。 

２ 施工者は，切りばりに，腹おこしからくる土圧以外の荷重が加わるおそれのある場合，

又は荷重をかける必要のある場合においては，それらの荷重に対して必要な補強措置を

講じなければならない。 

３ 施工者は，切りばりには，座屈のおそれがないよう十分な断面と剛性を有するものを

使用しなければならない。 

４ 施工者は，切りばりには，原則として継手を設けてはならない。ただし，掘削幅が大

きい等やむを得ない場合においては，次の各号に掲げるところにより継手を設けること

ができるものとする。 

一 切りばりの継手は，十分安全な強度をもつ突合せ継手とし，座屈に対しては，水平継

材，垂直継材又は中間杭で切りばり相互を緊結固定すること。 

二 中間杭を設ける場合は，中間相互にも水平連結材を取り付け，これに切りばりを緊結

固定すること。 

三 一方向切りばりに対して中間杭を設ける場合においては，中間杭の両側に腹おこしに

準ずる水平連結材を緊結し，この連結材と腹おこしの間に切りばりを接続すること。 

四 二方向切りばりに対して中間杭を設ける場合には，切りばりの交点に中間杭を設置し

て，両方の切りばりを中間杭に緊結すること。 

５ 重要な仮設工事に当たっては，次の各号に掲げるところを標準とする。 

一 切りばりは，Ｈ－３００を最小部材とする。 

二 切りばりは，水平間隔５メートル以下，垂直間隔３メートル程度にし，掘削に従って

速やかに取り付けなければならない。 

ただし，切りばりの設置間隔については，大規模な地下掘削工事等において，計算等

によりその安全性が確認された場合はこの限りではない。 

 

（杭，鋼矢板等の変形等） 

第５２ 施工者は，打設した杭，鋼矢板等が不測の障害物等のために変形し又は貫入しなかっ

た場合においては，所期の目的にかなうよう適宜補強しなければならない。 

 

（鋼矢板等の欠損部） 

第５３ 起業者および施工者は，鋼矢板等連続性の土留壁が埋設物等のために欠損部を生じた
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場合においては，その土留壁と同等以上の安全性を有する補強工法を採用し，施工者は，

欠損部が弱点となることのないように慎重に施工しなければならない。 

 

（土留工の管理） 

第５４ 施工者は，土留工を施してある間は常時点検を行い，土留用部材の変形，その緊結部

のゆるみなどの早期発見に努力し，事故防止に努めなければならない。 

また，必要に応じて施工者は，測定計器を使用し，土留工に作用する荷重，変位等を

測定し，安全を確認しながら施工しなければならない。 

２ 施工者は，土留工を施してある間，必要がある場合は，定期的に地下水位，地盤沈下

又は移動を観測してこれを記録し，地盤の隆起，沈下等異常が発生したときは埋設物の

管理者等に連絡し，保全上の措置を講じるとともに，その旨を起業者その他関係者に通

知しなければならない。 
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第７章 覆工 

 

（設計荷重及び許容応力） 

第５５ 起業者及び施工者は，土木工事の施工区域又はこれに隣接した区域における路面覆工

の設計に当たっては，当該設置場所の管理者が必要と認める設計荷重及び主要材料の許

容応力度等を用いなければならない。 

 

（覆工板） 

第５６ 施工者は，覆工には，原則として，ずれ止めのついた鋼製又はコンクリート製覆工板

等を使用するものとする。 

この場合，覆工した部分の換気に留意しなければならない。 

 

（覆工部の表面） 

第５７ 施工者は段差を生じないように覆工板を取り付けなければならない。やむを得ず段差

が生じるときは，適切にすりつけを行わなければならない。 

２ 施工者は，各覆工板の間にすき間を生じないように履工板を取り付けなければならな

い。 

 

（取付け部） 

第５８ 施工者は，覆工部と道路部とが接する部分については，アスファルト･コンクリート等

でそのすき間を充填するとともに，表面の取付けについては第２２（車両交通のための

路面維持）の規定に準じて行わなければならない。 

また，覆工部の端部は，路面の維持を十分行わなければならない。 

 

（小部分の短期間工事） 

第５９ 施工者は，布掘り，つぼ掘り等で極めて小部分を一昼夜程度の短期間で掘削する場合

においては，原則として埋戻しを行い，交通量に応じた仮復旧を行わなければない。 

なお，橋面等の小規模工事で，やむを得ず鉄板により覆工を行う場合は，滑り止めの

ついた鉄板を用いることとし，鉄板のすりつけに留意するとともに，鉄板の移動が生じ

ないようにしなければならない。 

 

（滑り止め） 

第６０ 施工者は，覆工板に鋼製のものを使用する場合においては，滑り止めのついたもので

なければならない。 
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（覆工板の取付け） 

第６１ 施工者は，覆工板の取付けに当たっては，通行車両によるはね上がりや車両の制動に

伴う水平方向等の移動を生じないようにしなければならない。 

 

（覆工板の支承部） 

第６２ 受桁の覆工板支承部は，覆工板が破損しないよう十分支持面をとらなければならない。 

 

（覆工板の受桁） 

第６３ 施工者は，覆工板の受桁は，原則として，鋼製のものを使用し，埋設物の吊桁を兼ね

てはならない。 

２ 前項の受桁は，所要の強度を有するとともに，活荷重による中央部のたわみは，原則

として最大スパンの 400 分の１以下で，かつ，2.5 センチメートル以下としなければな

らない。 

３ 施工者は，路面勾配がある場合は，荷重が正確に受桁に伝わる構造とし，また，受桁

の転倒防止のための補強を行わなければならない。 

 

（覆工板の受桁の支承部） 

第６４ 施工者は，覆工板の受桁を，その両端及び必要がある場合は，中間点において沈下及

び移動のないよう堅固に固定しなければならない。 

２ 前項の場合において，固定する部分の荷重を土留杭，鋼矢板，中間杭等で支持させよ

うとするときは，その土留杭等の列の頂部に溝型鋼，山型鋼等を緊結し，その溝型鋼等

に受桁を固定するものとする。土留抗が木又はコンクリート製のものである場合におい

ては，桁の両端を地山の中に埋め込む等適切な方法を講じなければならない。 

３ 前項の溝型鋼等は，土留杭，鋼矢板，中間杭等に緊結し，受桁からくる荷重をなるべ

く多数の土留杭等に分布するように処置しなければならない。 

 

（覆工部の出入口） 

第６５ 施工者は，覆工部の出入口を道路敷地内に設ける場合においては，原則として作業場

内に設けることとし，やむを得ず作業場外に設ける場合には，歩行者等に迷惑を及ぼさ

ない場所に設けなければならない。 

２ 施工者は，地下への出入口の周囲には，高さ１．２メートル程度の堅固な囲いをし，

確認し得るよう彩色，照明を施さなければならない。 

この場合における彩色は，第１２（さくの彩色）の規定に準ずるものとする。 

３ 施工者は，前項の囲いの出入口の扉は，出入時以外は常に閉鎖しておかなければなら

ない。 
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（資器材等の搬入） 

第６６ 施工者は，資器材等の搬入等にあたり，覆工板の一部を外す場合においては，必ずそ

の周囲に移動さく等を設けるとともに専任の誘導員を配置して関係者以外の立入りを防

止し，夜間にあっては照明を施さなければならない。 

２ 施工者は，資器材等の搬入等の作業力が終了したときは，速やかに覆工板を復元しな

ければならない。 

 

（維持管理） 

第６７ 施工者は，覆工部については，保安要員を配置し，常時点検してその機能維持に万全

を期するとともに，特に次の各号に注意しなければならない。 

一 覆工板の摩耗，支承部における変形等による強度の低下に注意し，所要の強度を保つ

よう維持点検すること。 

二 滑り止め加工のはく離，滑り止め突起の摩滅等による機能低下のないよう維持点検す

ること。 

三 覆工板のはね上がりやゆるみによる騒音の発生，冬期の凍結及び振動による移動につ

いても維持点検すること。 

四 覆工板の損傷等による交換に備え，常に予備覆工板を資材置場等に用意しておくこと。 
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第８章 補助工法 

 

（補助工法の採用） 

第６８ 起業者又は施工者は，事前調査の結果，掘削に際して地盤が不安定で施工が困雌であ

り，又は掘削が周辺地盤及び構造物に影響を及ぼすおそれのある場合は，薬液注入工法，

地下水位低下工法，地盤改良工法等の適切な補助工法を用い，地盤の安定を図らなけれ

ばならない。 

 

（事前調査及び補助工法の選定） 

第６９ 起業者又は施工者は，補助工法を用いる場合は，あらかじめ周辺地域の地盤構成，埋

設物，地下水位，公共用水域，井戸，隣接地下構造物等についての事前調査を行わなけ

ればならない。 

２ 起業者又は施工者は，補助工法の選定にあたっては，前項の事前調査の結果に基づき，

施工条件，環境条件，安全性，工程等に留意し，適切な補助工法を選定しなければなら

ない。 

 

（薬液注入工法） 

第７０ 起業者及び施工者は，薬液注入工法を用いる場合においては，使用する薬液，薬液の

保管，注入作業管理，排出水等の処理，掘削土及び残材の処分方法，周辺の地下水，公

共用水域等の水質の監視等について，「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定

指針（昭和 49 年建設省官技発第 160 号)」及び「薬液注入工事に係わる施工管理等につ

いて（平成２年技調発第 188 号）」の定めるところに従わなければならない。 

２ 施工者は，注入圧力及び注入量を常時監視するとともに，周辺地域の地表面及び構造

物の変状，地下水位及び水質の変化等を定期的に測定し，これらの異常の有無を監視し

なければならない。 

この場合において，異常が認められ，周辺に危害を及ぼすおそれが生じたときは，施

工者は，直ちに注入を中止し，起業者と協議の上，その原因を調査し，保全上の措置を

講じなければならない。 

 

（地下水位低下工法） 

第７１ 起業者又は施工者は，地下水位低下工法を用いる場合は，地下水位，可能水位低下深

度，水位低下による周辺の井戸及び公共用水域等への影響並びに周辺地盤，構造物等の

沈下に与える影響を十分検討，把握しなければならない。 

２ 施工者は，地下水位低下工法の施工期間を通して，計画の地下水位を保つために揚水

量の監視，揚水設備の保守管理及び工事の安全な実施に必要な施工管理を十分行わなけ
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ればならない。特に必要以上の揚水をしてはならない。 

３ 施工者は，揚水した地下水の処理については，周辺地域への迷惑とならないように注

意しなければならない。 

なお，排水の方法等については，第７４（排水の処理）の規定によらなければならな

い。 

４ 施工者は，施工期間を通して，工事現場及び周辺地域の地下水位並びに地表面，構造

物等の変状を定期的に測定することにより，異常の有無を監視しなければならない。周

辺に危害を及ぼすおそれが認められたときは，施工者は，起業者と協議し，直ちに原因

の調査及び保全上の措置を講じた後に，より安全な工法の検討を行わなければならない。  

 

（地盤改良工法） 

第７２ 施工者は，地盤改良工法を用いる場合において，土質改良添加剤の運搬･保管及び地盤

への投入・混合に際しては，周辺への飛散，流出等により周辺環境を損なうことのない

よう留意しなければならない。 

２ 施工者は，危険物に指定される土質改良添加剤を用いる場合においては，消防法等の

定めるところに従ってこれを取扱い，公衆へ迷惑を及ぼすことのないよう留意しなけれ

ばない。 

３ 施工者は，施工中においては，近接地盤の隆起や側方変位を測定しなければならない。

周辺に危害を及ぼすような地盤の変状が認められた場合は作業を中止し，施工者は，起

業者と協議の上，原因の調査及び保全上の措置を講じなければならない。 
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第９章 湧水等の処理 

 

（湧水及び漏水） 

第７３ 起業者及び施工者は，掘削箇所内に多量の湧水又は漏水，土砂の流出，地盤のゆるみ

等により，周辺への影響が生じるおそれのある場合には，その箇所に第８章に規定する

薬液注入工法等を採用し，安全の確保に努めなければならない。 

 

（排水の処理） 

第７４ 施工者は，掘削工事を行うに当たっては，必要に応じて掘削箇所内に排水溝を設けな

ければならない。特に河川あるいは下水道等に排水する際には，水質の調査を行った後，

排水するものとし，事前に，河川法，下水道法等の規定に基づき，当該管理者に届出を

提出し，あるいは許可を受けなければならない。 

なお，土粒子を含む水のくみ上げにあたっては，少なくとも，沈砂・ろ過施設等を経

て排水しなければならない。 
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第１０章 建設副産物の処理 

 

（建設副産物の処理） 

第７５ 建設副産物の処理にあたっては，「建設副産物適正処理推進要綱（平成５年建設省経建

発第３号)」を遵守して行わなければならない。 
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第１１章 理戻し 

 

（杭，鋼矢板等の措置） 

第７６ 施工者は，理戻しに際して，杭，鋼矢板等については撤去することを原則とし，これ

らを撤去することが不適切又は不可能な場合においては，当該杭，鋼矢板等の上端は，

打設場所の当該管理者により指示され又は協議により決定された位置で切断撤去を行わ

なければならない。また，埋戻しに先立って路面覆工の受け杭などを切断処理する場合

には，その処理方法を関係管理者と協議のうえ施工しなければならない。 

なお，残置物については，その記録を整備し，関係管理者に提出しなければならない。 

 

（切りばり，腹おこしの措置） 

第７７ 施工者は，切りばり，腹おこし，グランドアンカー等の土留め用の支保工の撤去に当

たっては，周辺の地盤をゆるめ，地盤沈下の原因とならないよう十分検討しなければな

らない。 

また，支保工の解体は原則として，解体しようとする支保工部材の下端まで埋戻しが

完了した後行わなければならない。 

なお，残置場については，あらかじめ関係管理者と協議し，その記録を整備し関係管

理者に提出しなければならない。 

 

（掘削箇所内の点検） 

第７８ 施工者は，埋戻しに先立ち，必要に応じて埋設物管理者の立会を求め，掘削箇所内を

十分点検し，不良埋設物の修理，埋設物支持の確認，水みちの制止等を十分に行わなけ

ればならない。特に，地下水位が高く，感潮する箇所にあっては，その影響を十分考慮

し，起業者と協議の上，措置しなければならない。 

 

（一般部の埋戻し方法） 

第７９ 施工者は，道路敷における埋戻しにあたっては，道路管理者の承諾を受け，又はその

指示に従い，指定された土砂を用いて，原則として，厚さ 20 センチメートル，路床部に

あっては厚さ 20 センチメートルを越えない層ごとに十分締め固め，将来，陥没，沈下等

を起こさないようにし，道路敷以外における埋戻しにあたっては，当該土地の管理者の

承諾を得て，良質の土砂を用い，原則として，厚さ２０センチメートル以下の層ごとに

十分締固めを行わなければならない。 

ただし，施工上やむを得ない場合は，道路管理者又は当該土地の管理者の承諾をうけ，

他の締固め方法を用いることができる。 
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（杭，鋼矢板引抜き箇所の埋戻し方法） 

第８０ 施工者は，杭，鋼矢板等の引抜き箇所の埋戻しにあたっては，地盤沈下を引き起こさ

ないよう，水締め等の方法により，十分注意して施工しなければならない。なお，民地

家屋近接部，埋設物近接部など地盤沈下による影響が大きいと判断される場合には，起

業者及び関係管理者と協議を行い貧配合モルタル注入等の地盤沈下防止措置を講じなけ

ればならない。 

 

（埋設物周りの埋戻し方法） 

第８１ 施工者は，埋設物周りの埋戻しにあたっては，関係管理者の承諾を受け，又はその指

示に従い，良質な砂等を用いて，十分締め固めなければならない。また，埋設物に偏圧

や損傷等を与えないように施工しなければならない。 

また，埋設物が輻輳する等により，締固めが十分できない場合には，施工者は，起業者

及び関係管理者と協議を行い，エアモルタル充填等の措置を講じなければならない。 

 

（構造物等の周囲の埋戻し方法） 

第８２ 施工者は，構造物等の周囲の埋戻しにあたり，締固め機械の使用が困難なときは，関

係管理者の承諾を受け，又はその指示に従い，良質の砂等を用いて水締め等の方法によ

り埋め戻さなければならない。 

また，民地近接部，埋設物近接部など土留壁の変形による地盤沈下の影響が予想され

る場所については，起業者及び関係管理者と協議の上，貧配合モルタル注入，貧配合コ

ンクリート打設等の措置を講じなければならない。 
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第１２章 機械・電気 

 

（機械） 

第８３ 起業者又は施工者は，建設機械の選定にあたっては，騒音，振動等について地域・環

境対策に十分配慮しなければならない。 

また，機械の能力は，特に公衆災害の防止の見地に立って，安全に作業ができるよう，

工事の規模，機械の設置位置等に見合ったものとしなければならない。 

２ 施工者は，建設機械を，原則として主たる用途以外の用途に使用してはならない。 

 

（掘削土搬出用施設） 

第８４ 施工者は，道路上又は道路に近接して掘削土搬出用の施設を設ける場合においては，

その垂直投影面は，原則として作業場内になければならない。 

２ 施工者は，掘削土搬出用施設にステージがある場合においては当該ステージを，厚さ

が３センチメートル以上の板又はこれと同等以上の強度を有する材料ですき間のないよ

うに張り，また作業場の周囲から水平距離１．５メートル以内にあるステージについて

は，その周辺をステージの床から高さ１．２メートル以上のところまで囲わなければな

らない。 

３ 施工者は，掘削土搬出用施設が家屋に近接してある場合においては，その家屋に面す

る部分を，塵挨及び騒音の防止等のため，遮へいしなければならない。 

 

（杭打機等の選定） 

第８５ 起業者又は施工者は，支柱等のある杭打機，クレーン等の機械類を選定するに際して

は，自立できるもので，安全な作業ができる能力の機種を選定しなければならない。 

また，この場合において施工者は，作業に際し，あらかじめ公衆災害防止に係わる安

全な作業手順を定め，工事関係者に周知きせなければならない。 

 

（組立て及び解体） 

第８６ 施工者は，第８５（杭打機等の選定）に規定する機械類の組立及び解体にあたっては，

機械の使用法に精通した者の直接の指揮により，定められた手順を厳守して行わなけれ

ばならない。 

 

（機械類の使用及び移動） 

第８７ 施工者は，機械類を使用し，又は移動させる場合においては，それらの機械類に関す

る法令等の定めを厳守し，架線その他の構造物に接触し，若しくは法令等に定められた

範囲以上に近接し，又は道路等に損傷を与えることのないようにしなければならない。 
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２ 施工者は，機械類を使用する場合においては，その作動する範囲は原則として作業場

の外に出てはならない。 

３ 施工者は，架線，構造物等若しくは作業場の境界に近接して，又はやむを得ず作業場

の外に出て機械類を操作する場合においては，歯止めの設置，ブームの回転に対するス

トッパーの使用，近接電線に対する絶縁材の装着，見張員の配置等必要な措置を講じな

ければならない。 

 

（軟弱な地盤上の安定） 

第８８ 施工者は，軟弱な地盤の上で機械類を使用する場合においては，それらの機械類が倒

れないように敷材を敷く等適切な措置を講じるとともに，移動にあたっては細心の注意

を払わなければならない。 

特に，高い支柱等のある機械類は，地盤の傾斜角に応じて転倒の危険性が高まるので，

常に水平に近い状態で使用するよう必要に応じて適切な支持地盤養生を行わなければな

らない。 

 

（休止） 

第８９ 施工者は，可動式の機械類を休止させておく場合においては，傾斜のない堅固な地盤

の上に置くとともに，運転者が当然行うべき措置を講じさせるほか，次の各号に掲げる

措過を講じなければならない。 

一 ブームを有する機械類については，そのブームを最も安定した位置に固定するととも

に，そのブームに自重以外の荷重がかからないようにすること。 

二 ウインチ等のワイヤー，フック等の吊り下げ部分については，それらの吊り下げ部分

を固定し，ワイヤーに適度の張りをもたせておくこと。 

三 ブルドーザー等の排土板等については，地面又は堅固な台上に定着させておくこと。 

四 車輪又は覆帯を有する機械類については，歯止め等を適切な箇所に施し，逸走防止に

努めなければならない。 

２ 施工者は，傾斜のない地盤が得られない場所で車輪又は覆帯を有する機械類を休止さ

せる場合においては，機械が左右方向に傾斜しないようにするとともに，動き出すおそ

れのある方向と逆の方向へ駆動する最低速度段の変速ギヤーを入れ，クラッチをつなぎ，

歯止め等を適切な箇所に施し，逸走防止に努めなければならない。 

３ 施工者は，機械類を操作している者が一時所定の位置を離れる場合においては，原動

機を止め，又は電源を切り，制動をかける等事故の防止に必要な措置を講じ，かつ，起

動用の鍵を取り外して保管しておかなければならない。 

 

（機械の能力） 

第９０ 施工者は，機械類を使用する場合においては，それらの機械類の能力を十分に把握・
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理解し，その能力を超えて使用してはならない。 

２ 施工者は，使用する方向又は角度によって能力の変化する機械類を使用する場合にお

いては，それらの機械類の能力の変化について十分配慮し，その能力の変化表を運転席

の見やすい箇所に表示しておかなければならない。 

３ 施工者は，過度に高い杭打機等又は過度に長いクレーン等のブームを使用しないよう

に努めなければならない。 

 

（安全装置） 

第９１ 施工者は，機械類の安全装置が，その機能を十分発揮できるように常に整備しておか

なければならない。 

 

（仮設電気設備） 

第９２ 起業者及び施工者は，仮設電気設備を設けるときは，「電気設備技術基準（昭和 40 年

通商産業省令第 61 号)」等の規定を遵守しなければならない。 

２ 施工者は，仮設電気設備の維持管理にあたっては，保安責任者を定め，巡視点検を行

わなければならない。 

 

（鍵及び開閉器等の管理） 

第９３ 施工者は，機械類の起動に必要な鍵を，常にそれらの機械類の管理責任者に保管させ

なければならない。 

２ 施工者は，機械類の動力として電力を使用する場合においては，その開閉器等を施錠

できる箱の中に収め，また，これらを路上または電柱等に取り付ける場合においては，

人の通行の妨げ又は通行者に危険を及ぼすことのない位置に設置しなければならない。

鍵は，前項と同様，それらの機械類の管理責任者に保管させなければならない。 

 

（機械類の点検） 

第９４ 施工者は，機械類の維持管理に当たっては，各部分の異常の有無について定期的に自

主検査を行い，その結果を記録しておかなければならない。 

２ 施工者は，機械類の運転等が，法に定められた資格を有する者で指名を受けたものに

より，定められた手順に従って行われているかどうかについて，作業場等の巡視を行わ

なければならない。 
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第１３章 地下掘進工事 

 

（施工環境と地盤条件の調査） 

第９５ 起業者は地下掘進工事の計画に当たっては，土質並びに地上及び地下において隣接す

る施設並びに埋設物の諸施設を調査し，周辺の環境保全及び自然条件を考慮した設計と

しなければならない。 

２ 施工者は，地下掘進工事の施工に際し，計画線形に基づき，その施工場所の土質構成

及び地上，地下における隣接構造物や埋設物の位置，規模等，工事にかかわる諸条件を

正確に把握し，これらの施設や埋設物に損傷を与えることのないよう現場に最も適応し

た施工計画をたて，工事中の周辺環境及び自然条件を把握し，安全に施工するよう努め

なければならない。 

 

（作業基地） 

第９６ 起業者は，作業基地の選定に当たっては，近接の居住地域の環境，周辺道路の交通  

状況等を勘案の上，計画しなければならない。 

２ 施工者は，作業基地の使用に当たり，掘進に必要となる仮設備を有効かつ効率よく配

置し，公害防止に配慮した安全な作業基地となるよう計画しなければならない。 

 

（掘進） 

第９７ 施工者は，掘進作業に当たり，隣接施設や埋設物に支障を与えないようにするととも

に地表面には，不陸を生じさせないよう注意して施工しなければならない。 

 

（掘進中の観測） 

第９８ 施工者は，掘進に当たり，周辺の地表面，隣接施設等に変状をきたすことのないよう

一定期間，定期的に観測を行い，必要に応じ適切な対策を講じなければならない。 
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第１４章 高所作業 

 

（仮囲い） 

第９９ 施工者は，地上４メートル以上の高さを有する構造物を建設する場合においては，工

事期間中作業場の周囲にその地盤面（その地盤面が作業場の周辺の地盤面より低い場合

においては，作業場周辺の地盤面）から高さが 1.8 メートル以上の仮囲いを設けなけれ

ばならない。 

ただし，これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は作業場の周辺の状

況若しくは工事状況により危害防止上支障がない場合においてはこの限りではない。 

２ 前項の場合において，仮囲いを設けることにより交通に支障をきたす等のおそれがあ

るときは，金網等透視し得るものを用いた仮囲いにしなければならない。 

３ 施工者は，高架橋，橋梁上部工，特殊壁構造等の工事で仮囲いを設置することが不可

能な場合は，第 101（落下物に対する防護）の規定により落下物が公衆に危害を及ぼさ

ないように安全な防護施設を設けなければならない。 

 

（材料の集積等） 

第１００ 施工者は，高所作業において必要な材料等については，原則として，地面上に集積

しなければならない。ただし，やむを得ず既設の構造物等の上に集積する場合において

は，置場を設置するとともに，次の各号の定めるところによるものとする。 

一 既設構造物の端から原則として２メートル以内のところには集積しないこと。 

二 既設構造物が許容する荷重を超えた材料等を集積しないこと。 

   また，床面からの積み高さは２メートル未満とすること。 

三 材料等は安定した状態で置き，長ものの立て掛け等は行わないこと。 

四 風等で動かされる可能性のある型枠板等は，既設構造物の堅固な部分に縛りつける等

の措置を講ずること。 

五 転がるおそれのあるものは，まとめて縛る等の措置を講ずること。 

六 ボルト，ナット等細かい材料は，必ず袋等に入れて集積すること。 

 

（落下物に対する防護） 

第１０１ 施工者は，地上４メートル以上の場所で作業する場合において，作業する場所から

俯角 75 度以上のところに一般の交通その他の用に供せられている場所があるときには，

作業する場所の周囲その他危害防止上必要な部分に板材等をもって覆う等落下物による

危害を防止するための必要な施設を設けなければならない。 

    なお，地上４メートル以下の場所で作業する場合においても危害を生じるおそれがあ

るときは，必要な施設を設けなければならない。 
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（道路の上方空間の安全確保） 

第１０２ 施工者は，第１０１（落下物に対する防護）の規定による施設を道路の上空に設け

る場合においては，地上から「道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）第 12 条に定める

高さを確保しなければならない。 

２ 前項の規定によりがたい場合には，道路管理者及び所轄警察署長の許可を受け，その

指示によって必要な標識等を掲げなければならない。 

    また，当該標識等を夜間も引き続いて設置しておく場合は，通行車両から視認できる

よう適切な照明等を施さなければならない。 

３ 施工者は，歩道及び自転車道上に設ける工作物については，路面からの高さ 2.5 メー

トル以上を確保し，雨水や工事用の油類，塵埃等の落下を防ぐ構造としなければならな

い。 

 

（道路の上空における橋梁仮設等の作業） 

第１０３ 施工者は，使用中の道路上空において橋梁仮設等の作業を行う場合には，その交通

対策について，第３章（交通対策）の各項目に従って実施しなければならない。特に橋

桁の降下作業等を行う場合の交通対策については，道路管理者及び所轄警察署長の指示

を受け，又は協議により必要な措置を講じなければならない。 

    また，作業に当たっては，当該工法に最も適した使用機材の選定，作業中における橋

桁等の安定性の確認等について綿密な作業の計画を立てたうえで工事を実施しなければ

ならない。 
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第１５章 型枠支保工，足場等 

 

（荷重） 

第１０４ 施工者は，本工事に必要な型枠支保工，足場等の仮設構造物の計画及び設計に当た

っては，工事施工中それらのものに作用する荷重により生ずる応力を詳細に検討し，工

事の各段階において生じる種々の荷重に耐え得るものとしなければならない。 

２ 施工者は，理論上は鉛直荷重のみが予想される場合にあっても，鉛直荷重の５パーセ

ントの水平力に対して十分耐え得る仮設構造物としなければならない。 

３ 施工者は，養生シート等を張る足場にあっては，特に風圧に対して十分検討を加え，

安全な構造にして取り付けなければならない。 

 

（図 面） 

第１０５ 施工者は，仮設構造物の組立てにあたっては，あらかじめ組立図（姿図含む）を作

成し，各部材の寸法，継手の構造等を明らかにしておかなければならない。 

 

（接続部） 

第１０６ 施工者は，仮設構造物の部材の接続部においては，一般の断面に比べて弱点になら

ないよう入念に施工し，特に圧縮応力を受ける部材については，全断面が有効に作用し

て偏心荷重を生じないよう注意しなければならない。 

 

（交差部等） 

第１０７ 施工者は，組立て部材の交差部，支承部等においては，部材の変形，たわみ等によ

ってはずれることのないように緊結しておかなければならない。 

 

(支承部の接触面） 

第１０８ 施工者は，鋼材の梁を使用し，その端を他の鋼材の上で支える場合，その接触面の

長さは，その梁の支間長の 100 分の１以上の長さとし，５センチメートル以下であって

はならない。ただし，支間が 20 メートルを超える場合においては，20 センチメートル

に止めることができる。 

２ 前項の場合において，受材の幅がせまいため，同項の接触面を取り得ないときは，そ

の受材の全幅で支持させなければならない。 

３ 前２項の場合において，支承面に座屈を生じるおそれのないよう十分に注意しなけれ

ばならない。 

４ 施工者は，仮設物の支承部については，移動等の変化を発見しやすくするため目印を

付し，巡回時には点検をしなければならない。 
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第１６章 火災及び酸素欠乏症の防止 

 

（消火栓等） 

第１０９ 施工者は，作業場及びその周辺に消火栓，火災報知器，公衆電話等がある場合にお

いては，それらの施設の管理者の指示に従い，一般の使用に支障がないよう措置してお

かなければならない。 

 

（防火） 

第１１０ 施工者は，工事のため火気を使用する必要がある場合においては，あらかじめ所轄

消防署に連絡し，必要に応じて，消防法（昭和２３年法律第１８６号）による届出又は

許可申請等の手続きをしなければならない。 

２ 施工者は，火気を使用する場合には，次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 火気の使用は，工事の目的に直接必要な最小限度に止め，工事以外の目的のために使

用しようとする場合には，あらかじめ火災のおそれのない箇所を指定し，その場所以外

では使用しないこと。 

二 火気を使用する場所には，防火対象物の消火に見合った消火器及び簡易消火用具を準

備しておくこと。 

三 火のつきやすいものの近くで使用しないこと。 

四 溶接，切断等で火花がとび散るおそれのある場合においては，必要に応じて監視人を

配置するとともに，火花のとび散る範囲を限定するための措置を講ずること。 

 

（酸素欠乏症の防止） 

第１１１ 起業者又は施工者は，地下掘削工事において，上層に不透水層を含む砂層若しくは

含水，湧水が少ない砂れき層又は第一鉄塩類，第一マンガン塩類等還元作用のある物質

を含んでいる地層に接して潜函工法，圧気シールド工法等の圧気工法を用いる場合にお

いては，次の各号に掲げる措置等を講じて，酸素欠乏症の防止に努めなければならない。

また，起業者は，次の各号について施工者に周知徹底し，施工者においては，関係法令

とともに，これを遵守しなければならない。 

一 圧気に際しては，できるだけ低い気圧を用いること。 

二 工事に近接する地域において，空気の漏出するおそれのある建物の井戸，地下室等に

ついて，空気の漏出の有無，その程度及び空気中の酸素の濃度を定期的に測定すること。 

三 調査の結果，酸素欠乏の空気が他の場所に流出していると認められたときは，関係行

政機関及び影響を及ぼすおそれのある建物の管理者に報告し，関係者にその旨を周知さ

せるとともに，事故防止のための必要な措置を講ずること。 
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四 前２号の調査及び作業に当たっては，作業員及び関係者の酸素欠乏症の防止について

十分配慮すること。 
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第１７章 その他 

 

（整理整頓） 

第１１２ 施工者は，作業場の内外は常に整理整頓し，塵挨等により周辺に迷惑の及ぶことの

ないよう注意しなければならない。特に，民地等に隣接した作業場においては，機械，

材料等の仮置には十分配慮し，緊急時に支障とならない状態にしておかなければならな

い。 

 

（環境保全） 

第１１３ 起業者及び施工者は，公衆災害を防止するため，作業場の周辺環境に配慮するとと

もに，作業場周辺における住民の生活環境の保全に努めなければならない。 

 

（巡視） 

第１１４ 施エ者は，工事作業場内及びその周辺の安全巡視を励行し，事故防止施設の整備及

びその維持管理に努めなければならない。 

２ 施工者は，安全巡視に１たっては，十分な経験を有する技術者，関係法規に精通して

いる者等安全巡視に十分な知識のある者を選任しなければならない。 
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別紙５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道工事提出書類の様式集 
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別表５

下 水 道 工 事 提 出 書 類 の 様 式 集

項　　　目 番号 書　類　名 提出部数 提　出　期　日 備　　考 確認

工事着手時の書類
1 現場代理人等選任（変更）通知書 2 契約検査課より指示あり

2 当初（変更）工程表 2 　　〃

工事中の書類

3 工事カルテ受領書 2 契約後１０日以内（共1-1-7) 工事打合せ簿様式

4 使用材料承認願い 2 契約後20日以内 工事打合せ簿様式

5 施工計画書 2 契約後14日以内 工事打合せ簿様式

6 施工測量結果報告 2 工事着手前 工事打合せ簿様式

7 試掘結果表 2 　　〃 工事打合せ簿様式

8 日報 1 毎週月曜日 研修生

9 月報 2 月始め１週間以内 工事打合せ簿様式

10 休日作業届 2 作業日前日まで 工事打合せ簿様式、月報、施工箇所図

11 下請通知書（報告） 2 作業開始前 工事打合せ簿様式

完成時の書類

12 検査調書 2 工事完成日

13 工事目的物引渡書 2 　　〃

14 品質・出来形管理表 1 　　〃

14 測定成果一覧表（出来形管理） 1 　　〃

14 測定成果一覧表 1 　　〃

15 工事写真帳 1 　　〃

16 下水道台帳図 1 工事完成日まで

16 位置確認書 1 工事完成日まで



第５号様式（出水市建設工事請負契約書の標準様式第 10 条第 1 項関係） 

 

現場代理人等選任（変更）通知書  

工 事 名  

工 事 場 所 出水市 

契 約 工 期 
  自     年  月  日 
  至     年  月  日 

請負代金額   一 金                 円也 

現  場  代  理  人  等  氏  名 権限及び委任の内容 

  
監 理 技 術 者 

 
 

 
 
 

  
主 任 技 術 者 

 
 

工事現場における工事の施行の技

術上の管理 

  
現 場 代 理 人 

 
 

この契約の履行に関し、その運営

取締りを行うほか、この契約に基

づく一切の権限 

  
専 門 技 術 者 

 
 

 
 
 

 
 上記のとおり現場代理人等を定めた（変更した）ので通知します。 

 
  年  月  日 

 
請負者 住    所 

商号又は名称 
代表者の氏名                 印 

 
（あて先）契約担当者                    
 
 注 現場代理人等を変更する場合は、上段に新任者、下段に前任者を記入する。 
 
 



　　　　年　　月　　日

（あて先）契約担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工 事 名

請 負 者 住　　　　所
商号又は名称

工事場所 出水市 地内 代表者の氏名 　　　　　印

左記の工事を下記のとおり施工（変更）しますから承諾してください。

当　初　（　変　更　）　工　程　表

月　　日　

　工種・作業名

（注）　１　様式は、工期の長短にかかわらず4月から翌年3月までの用紙を用いること。

　　　　２　ネットワークによる場合は、この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。 　　　　　年　　　月　　　日
　　　　３　変更工程表の場合は、変更前を上段に赤書き、変更後は下段に黒書きとすること。

契約担当者　

第１号様式（出水市建設工事請負契約書の標準様式第3条関係）

摘　　要
１２月

自　　　　　　年　　月　　日
至　　　　　　年　　月　　日

当　初
契　約
工　期
変　更
契　約
工　期

自　　　　　　年　　月　　日
至　　　　　　年　　月　　日

４月 ５月 ６月 ７月

10  20 10  20 10  20

９月 １０月８月

10  20 10  20 10  20 10  20

上記のとおり承諾する。

１月 ２月 ３月

10  2010  20 10  20 10  20 10  20

１１月



別紙２ 

解 体 工 事 に 要 す る 費 用 等  
 

建築物に係る解体工事 
 
１ 分別解体等の方法 

工   程 作 業 内 容 分別解体等の方法（※） 

①建築設備・ 
内装材等 

建築設備・内装材等の取り外し 
□有     □無 

 □手作業 
□ 手作業･機械作業の併用 
併用の場合の理由（    ）

②屋根ふき材 
屋根ふき材の取り外し 
□有     □無 

 □手作業 
□ 手作業･機械作業の併用 
併用の場合の理由（    ）

③外装材・ 
 上部構造部分 

外装材・上部構造部分の取り壊し

□有     □無 
□手作業 

 □手作業・機械作業の併用 
④基礎・ 
 基礎ぐい 

基礎・基礎ぐいの取り壊し 
 □有     □無 

 □手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

⑤その他 
（       ） 

その他の取り壊し 
 □有     □無 

 □手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

 ※｢分別解体等の方法｣の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 
 
 
２ 解体工事に要する費用（直接工事費）                  円（税抜き） 

（注） ・解体工事の場合のみ記載する。 
・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。 
・仮設費及び運搬費は含まない。 

 
 
３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地 

   

   

   

   

 
 
４ 再資源化等に要する費用（直接工事費）                 円（税抜き） 

（注）・運搬費を含む。 
 



別紙３ 

解 体 工 事 に 要 す る 費 用 等  
 

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

 
１ 分別解体等の方法 

工   程 作 業 内 容 分別解体等の方法（※） 

①造成等 
造成等の工事 
□有     □無 

 □手作業 
 □手作業･機械作業の併用 

②基礎・ 
 基礎ぐい 

基礎・基礎ぐいの工事 
□有     □無 

□手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

③上部構造部分・ 
 外装 

上部構造部分・外装の工事 
 □有     □無 

□手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

④屋根 
屋根の工事 
 □有     □無 

 □手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

⑤建築設備・ 
内装等 

建築設備・内装等の工事 
 □有     □無 

 □手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

⑥その他 
（    ） 

その他の工事 
 □有     □無 

 □手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

 ※｢分別解体等の方法｣の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 
 
 
２ 解体工事に要する費用（直接工事費）                  円（税抜き） 

（注） ・解体工事の場合のみ記載する。 
・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。 
・仮設費及び運搬費は含まない。 

 
３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地 

   

   

   

   

 
 
４ 再資源化等に要する費用（直接工事費）                 円（税抜き） 

（注）・運搬費を含む。 
 
 



別紙４ 

解 体 工 事 に 要 す る 費 用 等  
 

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） 
 
１ 分別解体等の方法 

工   程 作 業 内 容 分別解体等の方法（※） 

①仮 設 
仮設工事 
□有     □無 

 □手作業 
 □手作業･機械作業の併用 

②土 工 
土工事 
□有     □無 

□手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

③基 礎 
基礎工事 
 □有     □無 

□手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

④本体構造 
本体構造の工事 
 □有     □無 

 □手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 
本体付属品の工事 
 □有     □無 

 □手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

⑥その他 
（    ） 

その他の工事 
 □有     □無 

 □手作業 
 □手作業・機械作業の併用 

 ※｢分別解体等の方法｣の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 
 
 
２ 解体工事に要する費用（直接工事費）                  円（税抜き） 

（注） ・解体工事の場合のみ記載する。 
・解体工事に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。 
・仮設費及び運搬費は含まない。 

 
 
３ 再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地 

   

   

   

   

 
 
４ 再資源化等に要する費用（直接工事費）                 円（税抜き） 

（注）・運搬費を含む。 
 



第２号様式（出水市建設工事請負契約書の標準様式第 7条関係） 

 

                      建 設 工 事 下 請 通 知 書  
１ 工事名等 

工 事 名  工  期 
自      年   月   日
至      年   月   日

工事場所 出水市     地内 契約金額             円

２ 下請契約の概要 
商 号又は名 称  代表者の氏名  
住         所  電 話 番 号  

許可番号 
大臣 般 
知事 特  －    第     号 受注工事に係る 

建設業許可 

 
有 ・ 無 

 許可業種  

 
受 
 
注 
 
者 
 現場代理人名  

主任技術者  

工 事 の 内 容  

工       期 
 自      年   月   日  
 至      年   月   日  

就労予定人数       人 

契 約 年 月 日         年   月   日 契約書等の写し  別紙のとおり 

契  約  金  額 
円（うち契約に係る消費税額       円） 
円（うち元請からの支給材料費      円） 

契  約  方  法 
1 契 約 書 
2 注 文 書 
3 そ の 他 

下請選定の

方   法

1 競争入札

2 随意契約

下請金額の 
決定方法 

1 総合単価 
2 単価 
3 積算額+α

前  払  金  部  分  払  引 渡 時 の 支 払 

 
 
契 
 
 
約 
 
 
内 
 
 
容 
 
 

工 事 代 金 
支 払 方 法 

契約締結後    日以内 
現   金    円 
手   形    円 
手形期間     円 

日締切    日支払 
現   金    円 
手   形    円 
手形期間     日 

請求後   日以内 
現  金    円 
手  形    円 
手形期間    日 

下請に付した理由  

受注者選定理由  

建退共証紙の配布    延     人分       円 

備      考  

  上記のとおり下請に付したので通知します。 
                                     年  月  日 
（あて先）契約担当者              
                 請負者   住    所 
                       商号又は名称 
                       代表者の氏名            印 



第１５号様式（出水市建設工事請負契約書の標準様式第33条第1項及び第3項関係） 

 

 前 払 金 （追 加） 請 求 書 

 
 
     年  月  日付けで締結した 
に係る建設工事請負契約について、建設工事請負契約書第３３条第１項の規定に基づき下記の 
とおり前払金を請求します。 
 

記 
 
１ 請 負代金額 金             円 

（うち消費税及び地方消費税額            円） 

２ 領 収 済 額 金             円 

３ 今回請求金額 金             円 

４ 振 込 先 金融機関名 
支 店 名 
種   別  普通預金 ･ 当座預金 

 
ふ り が な 

口座名義人 
 
口 座 番 号  

 
 
 

  年  月  日 
 
 

住  所 
 
氏  名                 印 

 
 
 
（あて先）契約担当者 

           

 

 



第４号様式（出水市建設工事請負契約書の標準様式第 9条第 4 項及び第 17 条第 1 項関係） 

 

工 事 打 合 せ 簿 

工 事 名  発 注 課    

発議事項 
□ 指示   □ 協議   □ 通知   □ 承諾   □ 提出   □ 報告 

□ 届出   □ その他（                               ） 

あ て 名  発 信 者   

      年   月   日 内   容 

 

（ 処理 ・ 回答 ） 

     年   月   日 内   容 

発 注 者  上記について、□ 指示 ・ □ 承諾 ・ □ 協議 ・ □ 通知 ・ □ 受理 します。 

請 負 者  上記について、□ 了解 ・ □ 協議 ・ □ 提出 ・ □ 報告 ・ □ 届出 します。 

□ その他 

発  注  者 受  注  者 

課  長 係  長 監 督 員 主任技術者 現場代理人 

     

 



坦慧芸甘

○∽＼tミー佑　＼‥け■　烹苫



研　　　修　　　日　　　報
工  事  名 平成 年 月 日 曜日 天候

課
　
長

係
　
長

監
督
員

技
術
者

主
　
任

代
理
人

現
　
場

研
修
員

工事場所 出水市 地内

請負業者

工　　種 単位 設計数量 出来高 累    計 　研修内容

　準備工 式

　管布設工　φ150 ｍ

　１号マンホール 基

　小型マンホール 基

　取付管工 箇所

　付帯工 式

　後片付 式 　指示欄

職種　　  　　
区分

計 累　計 職種　 　
区分 計 累　計

工
事
従
事
人
員

社員 左官工 　写真撮影状況状、その他

土木世話役 運転手

特殊作業員 研修員

普通作業員男

普通作業員女

配管工

工　 　事　 　進　 　捗　　 状　　 況 ・施工済は青色で明記すること。

・本日施工分は赤で明記すること。



工　事　月　報
工 事 名 下高尾野処理分区枝線築造工事（その１０－１２） 請

負
者

平成21年

工事場所 出水市　○○町　地内 　　月分

工　　種 種別
単
位
契 約 構成比 出　来　高　数　量 累計出来高

押
　
　
印
　
　
欄

監
督
職
員

課長 係長 監督員
数 量 ％ 前期迄今　期累　計 ％

請
負
者

現　場 主　任

代理人 技術者

記　　　事

（着　工）

平成 年 月 日

（竣　工）

平成 年 月 日

（請負金額）:税込み

円

出
　
　
　
来
　
　
　
高
　
　
　
（

％
）

100
月度

計画％ 実施 %

90

80

70

60

50

40

30

20

10

出来高 
　工　期

9/10 9/30 10/31 11/30 12/20

日間　



第９号様式（出水市建設工事請負契約書の標準様式第 20 条関係） 

                           

                              年  月  日 

 

（あて先）契約担当者            

 

                                請負者 住    所 

商号又は名称     

                   代表者の氏名          印 

 

契 約 工 期 延 長 願 

 

  下記工事について、契約工期の延長をしてください。 

 

記 
 

工 事 名 
 

工事場所 
  

契約金額 一金         円也  

契約年月日   年  月  日  

契約工期 
自     年  月  日

至     年  月  日

     日間 
 

 

延長期間 日 間  期間算定資料は別紙のとおり 

 工 期 延 長 

 を 必 要 と 

 す る 理 由  

 

 



 
第７号様式（第53条関係） 
 その１（工事用） 

検 査 調 書 

主 管 課 等 名

工 事 完 成 通 知 書 

出 来 形 部 分 等 

確 認 申 請 書 

検 査 下 命 書 

検 査 調 書 

 

 下記工事について，平成   年   月   日完成したので通知します。 
 （現在の出来形部分等について確認してくださるようお願いします。） 

  平成  年  月  日 
請負者 住 所              

氏 名           印  
 契約担当者 
              様 

工 事 名    平成   年   月   日

工 事 場 所     

  
契 約 年 月 日

 
平成   年   月   日 

下 命 
権 者 印 

 

着手 平成   年   月   日  

工 期

完成 平成   年   月   日

日間

検 

査 

下 

命 検 査 員 
職 

氏 名  

下記のとおり検査を完了しました。 

  平成  年  月  日 

検査員 
職氏名             印 
立会人 
職氏名             印 
契 約 
担当者             様 

監督員職氏名    
 検査所見 
（手直指示） 

  

支 払 済 額 

支払 
回数 

請負金額 
 

(Ａ) 前 金 払 
(Ｂ) 

部 分 払
(Ｃ) 

出 来
形 等
の 歩
合 ％
(Ｄ) 

出 来 形 等
の 金 額
(Ａ)×(Ｄ)

 
(Ｅ) 

出来形等に
対する９分
金 額 
(Ｅ)×0.9 

(Ｆ) 

前金払に出
来形等歩合
を乗じた額
(Ｂ)×(Ｄ) 

(Ｇ) 

今 回 支 払
仮 定 額
(Ｆ)－(Ｇ)－(Ｃ) 

 
(Ｈ) 

今 回
支 払 額

 
(Ｉ) 

残 額 
 

(Ｊ) 

完 成 
(確認)
検 査 
年 月 日 

 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
年
月
日 

 



第１２号様式（出水市建設工事請負契約書の標準様式第30条第4項関係） 

 

 
  年  月  日  

 
（あて先）契約担当者 

            
 

 請負者 住    所 

商号又は名称     

                   代表者の氏名          印 
 

 

工 事 目 的 物 引 渡 書 
 
 下記の工事目的物の引渡しを申し出ます。 

記 

工 事 名  

工 事 場 所 出水市 

契 約 金 額 一金          円也 

完成検査年月日   年  月  日 

 
 上記の工事目的物の引渡しを受けました。 
 

  年  月  日 
 
 

契約担当者               印 
 
 

請負者 
商号又は名称 
代表者の氏名            様 

 



第１４号様式（出水市建設工事請負契約書の標準様式第31条第1項関係） 

 

     請 求 書 

 
 
     年  月  日付けで締結した 
に係る建設工事請負契約について、工事が完了しましたので、建設工事請負契約書第３１条 
第１項の規定に基づき下記のとおり請負代金を請求します。 
 

記 
 
１ 請負代金額 金            円 

（うち消費税及び地方消費税額            円） 

２ 領 収 済 額 金            円 

３ 今回請求金額 金            円 

４ 未請求金額 金            円 

５ 検査年月日    年   月   日 

６ 振 込 先 金融機関名   
支 店 名   
種   別  普通預金 ･ 当座預金 

 
ふ り が な    
口座名義人   
 
口 座 番 号   

 
 

   年   月   日 
 
 

住  所   
 
氏  名                 印 

 
 
 
（あて先）契約担当者           

 
 



課 税 事 業 者 届 出 書 
 
 

平成   年   月   日 
 
 
契約担当者 

              様 
 
 

住所 
 

氏名                   印 
 
  
下記の期間については、消費税法及び地方税法の課税事業者（消費税法第９条第１項本文及 

 
び地方税法第７２条の７８の規定により消費税及び地方消費税を納める義務が免除される事業 

         である 
者でない者）              ので、その旨届出します。 
         となる予定である 
 
 

記 
 
   課税期間  自 平成   年   月   日 
         至 平成   年   月   日 
 
 
 
 



（標準　１）

品質・出来形管理総括表

工　　事　　名 請 負 業 者 名

工　　　　　 期 施工管理責任者 ㊞

路線（河川）名 総 括 監 督 員 ㊞

工　事　箇　所 監　　督　　員 ㊞

品 質 ・ 出 来 形 工　種　・　種　別 試験（測定）項目 備　　　考



（標準　４）

測定成果一覧表（出来形管理）

工　　事　　名

工 種 ・ 種 別 測　　定　　者

工　種　・　種　別 測　点
設　　計　　値 実　　測　　値 設計値との差 規格値

備　　　考
= -

出　　　　来　　　　形　　　　図

a b c b a d



測 定 結 果 一 覧 表

調 査 項 目 管 渠 布 設 工

（管口・管中央）

管

種

管

径
(m/m)

番

号

項

目

管渠布設工

基準高(mm) 支間 勾配 備考

下流端 上流端 延長（ｍ） ‰

測定値

設計値

差

測定値

設計値

差

測定値

設計値

差

測定値

設計値

差

測定値

設計値

差

測定値

設計値

差



別耗6

お　　　願　　　い　　（例）

付　近　見　取　図

凡　　　　 例

　 ′－～
一一一一一t　h 一一一・

　－ヽ′

既　　 設

施工箇所

今回（皿の一部（別紙図面箇所）で雨水を除いたすべての汚水（水洗便所、雑排水等）を

処理するため特定環境保全公共下水道（工事）を実施することになりました。

この工事の大部分は，道路中央部を掘削し，地下平均〇m位の所に汚水管を埋設する工事で

すが，工事にあたっては騒音その他，通行止等ご迷惑をおかけしますが，極力最小限に押さえ

るよう努力いたしますので，しばらくの間ご協力下さるようお願いいたします。

記

工　事　名　　　〇〇〇地区枚線築造工事

工　　　期　　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

工事発注者

施　工　者



（　　　　　　　自治会）

平成　　年　　月

係

L旦旦翠旦言；受

出水市長

≒　喜l　＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

汚水取付管の位置確認書

様

（裏Injの．脚軋lほよく【読んでください。）

申請者（家屋の所有者）

住　　　 所

ふ が　な

氏　　　 名

人

印

単独浄化槽　　　合併浄化榊

家屋の所有者と当該家屋が建っている＿しこ地の所有者が晃なる場合申請
人（家屋の所有者）は下記により1一二地所有者の確認を得てください。

右、位置図のとおり汚水取付管の施行位置を確認します。

「面‾‾‾認　者氏　名　こl　（＿l二地の所有　者）
l

住　　　　　　　　　　所

確　認　年　ノ1　「】 ゝ伽妃　　　隼　　　月　　II



汚水取付管説明書

1，　汚水取付管とは台所、風R場、洗たく及び水洗便所などのすべての汚水を退路の汚水本

管＝に流入させるため、汚水本管から分岐した汚水管のことです。

2，　汚水取付腎⊥車は道路部の掘返しを再度行わなしはうに、汚水本管1二事と同時に行いま

すので、あらかじめ各家庭で排水設備（生活排水や水洗便所等の汚水を流入させるための

排水管や桝）を設置するのに適当な曙所に取付管の相関を定めておく必安があります。

3，　この確認かに明示された場所に、出水Itfで取付管を設置します。

4．　ト水道が設置され、供用が開始されますと建物の所有者などは、遅滞なく宅地内のすべ

ての汚水を、ド水道（汚水℃＝）に流入させるために必要な排水設備を設指しなければなり

ません。また、くみ取り便所は3年以内に下水道（汚水管）に連結した水洗便所に改造し

なければなりません。（ト水道法）

5．　ただちに、水洗便所＿上小をされない場合でも、原則として収付管の仲間は定めます。

6．　取付管上中の際、排水設備との連結の都合上、宅地内の一部を掘削施⊥する必要のある

場合もありますので、利害関係人（地下など）がある喝合は、当該利害関係人の／解を得

ておいてください。もし、利害l姻係人との間に紛争が′1ミじた場合は、申言l甘苦の責任におい

て解決していただきますので、あらかじめごr承ください。

取付管位置図記入例

「▲‾－‾‾‾▲‾▲‾

境
界
線
－

（排水設備例）

自己負担施工l　市負担施工

－お　聞合せは

出水市緑町1番3号

出水市建設部下水道課（電話63－2111）



工 事 名

施 工 業 者

1) ・合□ ・否□

2) ・合□ ・否□

3) ・合□ ・否□

1)

2) ・合□ ・否□

3) ・合□ ・否□

1) ・合□ ・否□

2) ・合□ ・否□

3) ・合□ ・否□

4) ・合□ ・否□

5) ・合□ ・否□

6) ・合□ ・否□

1) ・合□ ・否□

2) ・合□ ・否□

3) ・合□ ・否□

4) ・合□ ・否□

位 置 確 認 1) ・合□ ・否□

・合□ ・否□

管の延長はマンホール中心であるか。

台帳作成のできる位置からのオフセットであるか。

全てのマンホールのオフセットは記入されているか。

　　※既設マンホールに接続する場合も、既設マンホールの
　　　 オフセットを記入する。

※ BM及び多角点等、基準点からのオフセットは避ける。
※ 道路幅のみのオフセットは避ける。

※本シートに合否判定を記入し、出来形図面と一緒に提出すること。

下水道出来形図面チェックリスト

マンホールの形状・寸法が記入されているか。

地盤高の単位はｍで、漢字で表記し、小数第２位までの表記と
なっているか。

提出日　　　　平成　　　年　　　月　　　日

合 否 判 定主　　　な　　　内　　　容

マ ン ホ ー ル

マンホールの測点№が記入されているか。

チェック日　　　　平成　　　年　　　月　　　日

工事現場の位置を特定できるような、目印となる
地名・建物名等が記入されているか。

オ フ セ ッ ト

本 管

取 付 管

距離表示の単位はｍで、小数第２位までとし、小数第２位を
２捨３入・７捨８入してあるか。（例：1.88→1.90）

取付管の位置は上流側マンホールからの距離となっているか。

勾配の算出は、マンホール間の延長ではなく、
管渠だけの延長で除してあるか。
勾配 = (上流管底高 - 下流管底高) ÷
       (マンホール間延長 - (上流MHの半径 + 下流MHの半径))
       × 1,000

管底高の単位はｍで、小数第３位までの表記となっているか。

管渠番号は記入されているか。

埋没深の単位はｍで、小数第２位までの表記となっているか。

距離表示の単位はｍで、小数第２位までとし、小数第２位を
２捨３入・７捨８入してあるか。（例：1.22→1.20）

距離表示の単位はｍで、小数第２位までとし、小数第２位を
２捨３入・７捨８入してあるか。（例：1.57→1.55）

項 目

斜め施工の場合、離れの距離を記入しているか。
また、離れ距離の単位はｍで、小数第２位までとし、
小数第２位を２捨３入・７捨８入してあるか。（例：1.23→1.25）

勾配の単位は‰で、小数第１位までとし、小数第２位を
４捨５入してあるか。



オフセット　　良い例　○ オフセット　　悪い例　×

オフセット　　悪い例　×

取付管斜め施工の場合の記入例
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一般 現場状況 着工前 全景

部分

完成 全景

部分

下検査 管底測定 確認状況

延長 延長測定状況,延長出来形 延長確認は遠景,接写

鏡検査 管路確認状況 鏡に光がしっかりと写るように

底部工 インバート確認状況

準備工 試験掘 地下埋設物の種類,位置

事前調査 家屋調査 全景,外壁,官民境界構造物等

材料検収 検収状況

管きょ工 土工 掘削 機械掘削,ＤＴ積込状況

土留工 組立 建込状況,根入れ 根入れは撮影角度を考慮してわかりやすく

腹起し,切梁の寸法,位置

土工 掘削 基面整正状況

掘削完了,幅,掘削深

土質 現況土質状況,舗装構成

吸出防止材 設置状況 必要に応じて

砂基礎工 投入,敷均し,締固め状況

幅,厚み出来形

管布設工 布設工 管清掃,接着剤塗布,挿入前後状況 ヒッパラー使用

法線,高さ確認状況

布設遠景

土工 保護砂工 投入,敷均し,締固め状況

幅,厚み出来形

路面から保護砂天端までの深さ

砂流出防止土嚢作成,設置状況 作成状況は1工事1枚でも可

土留工 撤去 引抜き状況 埋戻しに合わせ1層ごとに数枚

写　　真　　管　　理

管　　　　　　路
備　　　　　　　考撮　　影　　内　　容項　　目工　　種区　　分



マンホール工土工 掘削 機械掘削,ＤＴ積込状況

土留工 組立 建込状況,根入れ

腹起し,切梁の寸法,位置

土工 掘削 基面整正状況

掘削完了,幅,掘削深

基礎工 砕石投入,敷均し,締固め状況

幅,厚み出来形

敷モルタル施工状況

マンホール工据付 組立,シール状況,組立完了

可とう継ぎ手接着剤塗布,貼付け状況

副管 型枠組立,保護コンクリート打設状況

埋戻工 埋戻材投入,締固め状況

締固め完了,天端からの深さ 1層を20㎝として毎層ごとに

土留工 撤去 引抜き状況 埋戻しに合わせ1層ごとに数枚

底部工 施工状況,施工完了

取付管工 事前調査 位置確認 位置確認写真 可能な限り本人も写真に

土工 掘削 機械掘削,ＤＴ積込状況

土留工 組立 建込状況,根入れ 必要に応じて

腹起し,切梁の寸法,位置 　　 〃

土工 掘削 基面整正状況

掘削完了,幅,掘削深

砂基礎工 投入,敷均し,締固め状況

幅,厚み出来形

管布設工 布設工 削孔,支管接着剤塗布,貼付け状況 1工事で2～3箇所撮影

管組立寸法,布設状況,出来形

布設遠景

設置位置確認（オフセット）

写　　真　　管　　理

撮　　影　　内　　容
管　　　　　　路

備　　　　　　　考区　　分 工　　種 項　　目



取付管工 土工 保護砂工 投入,敷均し,締固め状況

幅,厚み出来形

路面から保護砂天端までの深さ

埋設表示シート設置状況

埋戻工 埋戻材投入,締固め状況

締固め完了,天端からの深さ 1層を20㎝として毎層ごとに

土留工 撤去 引抜き状況 埋戻しに合わせ1層ごとに数枚,必要に応じて

付帯工 舗装工 舗装版撤去 舗装切断状況,切断幅出来形

舗装版破砕状況 掘削部

路盤工 路盤敷均し,転圧状況

幅,厚み出来形 仮舗装前の路面からの下がり

仮舗装工 仮舗装均し,転圧状況,完了

舗装版撤去 舗装版破砕状況 仮舗装部,影響部

路盤工 路盤不陸整正,厚み出来形 ツボ堀で確認できるように

表層工 乳剤散布,塗布状況 切断面は刷毛塗り状況も

養生砂散布状況

合材敷均し状況,転圧状況

区画線 区画線施工状況

安全施設工 安全施設 工事看板 工事標示板,道路占用,道路使用

工事予告板,お願い板,感謝板

通行規制,迂回路案内等 必要に応じて,規制の予告,解除も

バリケード,夜間照明等

使用機械 使用機械 低騒音,排出対策型の表示

掲示物 建退協,建設業許可,雇用保険

工程,緊急時連絡体制等

管　　　　　　路

写　　真　　管　　理

区　　分 備　　　　　　　考工　　種 項　　目 撮　　影　　内　　容
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